
午前１０時３分 開議

○議長（嶋本五男君） おはようございます。ただ

いまから平成１２年第３回泉南市議会定例会継続

会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

なお、７番 東 重弘君からは遅参の届け出が

出ておりますので、報告いたしておきます。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において２０番 西浦 修君、２

２番 林 治君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、前回の議事を継続し、一般質

問を議題とし、順次質問を許可いたします。

まず初めに、４番 市道浩高君の質問を許可い

たします。市道君。

○４番（市道浩高君） おはようございます。ただ

いま議長よりお許しをいただきました清和会の市

道でございます。平成１２年第３回定例会におき

まして一般質問の機会を得ましたので、通告に従

いまして質問させていただきます。昨日までの先

輩や同僚議員と質問が重複するやもしれませんが、

そのときは御了承願いたいと思います。

まだまだ不況が続く本市におきましても、非常

に厳しい財政の中で、市民ニーズの酌み上げも難

しいことでありましょうが、行政と市議会が相互

に協力し、この難局を乗り越えていかなければな

らないと考えています。私も市議会の一員として、

市民ニーズに十分こたえていけるよう努力してま

いりたいと思います。

大綱第１点目は、教育問題についてお尋ねいた

します。

現在の学校には、生徒指導上の問題行動を初め

とするもろもろの教育課題が存在し、学校のみの

問題でなく、広く広域社会全体の問題になってい

るという状況があります。これらの問題の根本に

は、社会の変化やそれに伴う個人の価値観の多様

化の中、学校教育に対する保護者や地域の要望も

多様化し、その変化や要望に学校が十分こたえら

れないこと、また学校側からしても、保護者や地
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域の人々に学校の教育方針を十分に理解をさし得

ていないところにあると思います。

この学校の教育方針の根本となる法規として教

育基本法があります。この教育基本法は、日本国

憲法の理想を追求し、民主主義を実現するための

教育の重要性にかんがみ、昭和２２年に公布、施

行されたものであります。

すべての教育活動は、この教育基本法の理念に

基づいて実施されているわけでありますが、この

教育基本法を受けて、泉南市の教育基本方針も制

定されているわけであり、この基本方針に基づい

て各学校に教育方針があるはずであります。この

泉南市の教育基本方針が学校に徹底され、それに

基づいた学校での教育活動が実施されるとするな

らば、少しは教育問題に対する混乱が解消される

のではないかと考えます。

そこで、お尋ねいたします。本市における教育

方針について、その内容をお示しください。

２点目として、学校施設に対する考え方と、来

年度におけるプールの一般開放に対してお尋ねい

たします。プールに対しては、教育委員会の方で

もいろいろと考えておられると思いますが、私の

案としては、財政的なことも考えまして、今の１

１のプールを半分のグループに分け、交代制で運

営できれば、倍に近い日数が運営できると思うの

ですが、いかがなものでしょう。

大綱２点目のまちづくりについて質問いたした

いと思います。

我が国の経済社会の大きく変化する中で、泉州

地域も大きな変化に見舞われています。関西国際

空港の開港、広域幹線道路、鉄道等、関連する都

市基盤整備が推進され、都市構造も変化しつつあ

るところでありますが、経済社会の変化、都市構

造の変化、行政環境の変化等、これらの変化によ

りさまざまな行政課題が内包されてきており、そ

ういった課題に的確に対応していくことが、行政

に課せられた大きな課題であり目的であると私は

考えているところであります。

繊維産業を中心とした地場産業は、長らくの構

造不況とアジア諸国を初めとした国際的分業が進

む中で、衰退の一途をたどるところであり、地域

活性化を目指したグローバルな視点に立った産業



振興対策が求められている。また、平成６年に関

西国際空港が開港し、主要な都市基盤施設や拠点

整備がなされてきている。

こうした中で、よりビジネスの機会、国際的な

人々の交流でにぎわう活力あるまちづくりの形成

の基盤は着実に構築しつつあるものの、しかしな

がら、自治体の財政の厳しい状況下のもとでは、

そのスピードも遅く、対応のおくれの指摘や計画

そのものの変革等が求められているところであり

ます。そのため、地方分権、広域行政への推進等、

時代の変化をとらえながら、地域連携の方向を探

っていく必要があるという視点に立ち、地域の特

性を生かした個性あるまちづくりに取り組んでい

かなければならないと私は考えているところであ

ります。

そこで、先般市街化の拡大に伴い、その土地利

用に応じた規制、誘導していく手法として、地区

計画制度の導入がされ、今議会にも条例が提案さ

れていますが、今後もまちづくりの整備手法とし

てこの地区計画を検討していかれるのか。また、

地区計画制度は、整備手法として地区の特性に応

じたまちづくりが図れるのか、その辺について御

答弁を求めます。

地場産業の振興という面からは、やはり繊維業

のことについてお伺いいたします。一時期は機械

をとめる間も惜しんで回し続けていた繊維業界も、

不況続きの今では大半が廃業であったり転業して

いるのが実情ではないかと思うのですが、本市に

おける実態調査については今どのようになってい

るのか、お示しください。

また、行政側が何かしらの支援を出せる方法は

ないものでしょうか。そうでなくとも、今運営さ

れている社長の中には、できるだけの節約をして

も、なおかつ切迫した経営状態が続いて、何とか

ならないですかという言葉もよく耳にしますが、

行政としてはどのような考えをお持ちなのか、お

聞かせください。

次に、住民が思い描くまちづくりやそれ以上の

機能を持たせ得る道路整備を、行政側がどのよう

に生活道や幹線道も含め考えているのか、さきの

まちづくりも踏まえてお答えください。

大綱３点目、福祉行政についてお尋ねいたしま
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す。

まず１点目として、高齢者施策の今後のあり方

について、老人福祉法を踏まえた上でどのように

考えておられるか、お示しください。

２点目としては、障害者施策の基本的な考え方、

今後に対する施策の進め方について、ハード面と

ソフト面について、バリアフリーを念頭にお示し

ください。

次に、りんくうタウンについて質問いたします。

現在、りんくうタウンにおける工場の立地がわ

ずかしかなく、結果としてそこからの税収も少な

く、本市にとって大きな問題であると考えるが、

活性化のためには市はどのように対処しているの

か、お聞かせください。

また、りんくうタウンの早期整備のためには防

潮堤の撤去がぜひとも必要であると思うのですが、

その現状についてお聞かせください。

以上、再質につきましては自席より行わせてい

ただきますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

○議長（嶋本五男君） ただいまの市道議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 市道議員の御質問の中のり

んくうタウンの活性化につきまして御答弁を申し

上げたいと思います。

りんくうタウンの現状につきましては、まちづ

くりあるいは産業振興の観点から、さらには財政

上の観点からも、現状につきましては極めて遺憾

に思っております。その活性化に向けて全力を傾

注すべきであり、市政上の重要課題の１つである

と考えております。

このような状況下で、りんくうタウンの活性化

を目指しまして大阪府は、１つは、企業局が南地

区に産業活性化ゾーンを設定し、そこでの分譲価

格を引き下げるということをいたしております。

２つ目に、大阪府の商工部が南地区全体を産業拠

点開発地区に指定をしまして、補助制度あるいは

融資制度の活用を図るということを実施してまい

りました。

本市といたしましても、これらの府の施策との

相乗効果を考えまして、昨年４月からりんくうタ

ウンへの立地企業に奨励金を交付する泉南市企業



誘致促進条例を施行いたしたところでございます。

民間企業の設備投資意欲は、なお厳しい状況に

ありますが、今後ともりんくうタウンの活性化の

ため、大阪府と連携して優遇措置を十分ＰＲし、

企業立地に努力をしてまいりたいと考えておりま

す。幾つかの打診もございますので、府と市と一

体となりまして、その誘致に向けて努力をいたし

ているところでございます。

次に、御指摘のありました防潮堤の撤去につい

てお答えをしたいと存じます。

防潮堤の撤去はりんくうタウン活性化のために

もぜひとも必要でございまして、昨年３月の関空

２期の関連大阪府要望の項目の１つにこの問題も

含めておりまして、大阪府からは、貴市と協議し

ながら順次実施したい旨の回答がありました。そ

の後の協議の中で、大阪府からは、北側から順番

に撤去していきたいと基本的な考えを聞いており

ます。

具体的に、今年度においては岡田地区の一部を

撤去する工事を発注したいとの方針が示されてお

ります。ただ、当該地区につきましては、境界確

定がまだ完結していない等の問題も残っておる部

分がございますので、今後とも市と大阪府と、ま

た地元と十分連携しながら対応して、早期に撤去

が図られますように努めてまいりたいと考えてお

ります。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 市道議員御質問の

教育基本法を踏まえての本市の教育基本方針につ

いて御答弁申し上げます。

教育基本法の前文にもございますように、教育

基本法は戦後の日本における教育の基本的方針を

示すものであり、その趣旨は、個人の尊厳を重ん

じ、真理と平和を希求する人間の育成と個性豊か

な文化の創造を目指す教育の実現にあります。

本市の教育方針は、この教育基本法の精神を受

け、その具体化を図るものでございます。内容と

いたしましては、学校教育をゆとりの中で、生き

る力をはぐくむ場としてとらえ、生涯にわたって

自己啓発を図り、社会の変化、文化の発展に対応

できる人間形成の基礎を培うことを目標といたし

ております。
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この目標を実現するため、授業や保育の研究を

推進するとともに、校種間の連携、継続性及び学

校、家庭、地域社会が一体となった学校づくりに

重点を置いて取り組みを進めると、こういう内容

として基本方針を定めておりますので、よろしく

お願い申し上げます。

○議長（嶋本五男君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 議員御質問のうち

で、来年度のプールの方針についての御答弁を申

し上げます。

プールの一般開放につきましていろいろ御議論

いただき、また市民から要望もいただきました。

また、盆以降の開放についての請願も出され、採

択されました。教育委員会といたしましては、今

後この請願の趣旨を真摯に受けとめ、来年度以降

のプールの一般開放のあり方について、総合的に

工夫、検討してまいりたいと考えております。

ただいま議員から御提案いただきました。あり

がとうございます。この御提案の内容も含めまし

て、工夫、検討してまいりたいと思いますので、

どうかよろしく御理解いただきますようお願い申

し上げます。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 市道議員御質問の活力

あるまちづくりについて、この中で地区計画制度

の整備手法としての効用等についてお尋ねがござ

いましたので、お答えをさせていただきたいと思

います。

地区計画につきましては、良好な環境の街区を

整備し、保全するための計画でございまして、住

民の生活に身近な地域を単位とした道路、公園な

ど公共施設の配置、また建築物の建て方などにつ

いても、地域の特性に応じてきめ細かく定めるま

ちづくりの手法でございまして、泉南市でも積極

的に取り組んでいるわけでございます。

それまでの都市計画につきましては、都市全域

の観点から、土地利用の計画、主な公共施設の配

置計画を定めるものであることから、地域レベル

の課題への対応、また地域を単位とした公共施設

と建築物との一体的、総合的な整備を図る上では

十分とは言えなかったものでございましたが、昭

和５５年の都市計画法及び建築基準法の大きな改



正によりまして、住民に身近な地域レベルの建築

物の用途、形態等に関する制限をきめ細かく定め

るとともに、道路、公園などの公共施設の配置、

規模についても一体的、総合的に計画することが

できる都市計画、建築規制の制度として創設され

たものでございます。

その後、良好な都市環境の確保、都市機能の更

新、住宅供給の促進といった課題にも対応するた

め、制度の拡充を図ってきたところでございまし

て、平成４年の都市計画法、また建築基準法の改

正におきましても、公共施設整備を伴った良好な

市街地整備を図りつつ、土地の有効利用を促進す

る誘導容積制度等、地区計画制度の一層の拡充が

図られてきたところでございます。

また、同時に創設されました市町村の都市計画

に関する基本的な方針におきまして、地区計画等

を策定すべき地域の方向性を示すとともに、当該

基本方針に即して、地区計画等のより一層の効果

的かつ積極的な活用を図ることが望まれておりま

す。

泉南市におきましても、泉南市の都市計画基本

方針が昨年制定されました。これに基づきまして、

目標年度を平成２７年度に置いて取り組んでいる

わけでございます。その後、この制度の拡充のた

めに改正等がなされてきてるところでございます

が、まちづくりにおきましては、制度の改正だけ

ではなく、地域住民の総意を得る土壌づくりも大

切な要素であると考えております。

今後、まちづくりの整備におきましては、地域

の特性に応じて、個性あるまちづくりの整備手法

としての導入の整合を図りながら、良好なまちづ

くりの整備に取り組んでまいりたいと考えておる

ところでございます。

○議長（嶋本五男君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 市道議員の地場産

業振興策について御答弁申し上げます。

本市の繊維を中心とした地場産業は、地域内に

広範な分業体制の形成で、製造業の発展を中心的

に支えてきた一方、雇用の吸収源、またそれに伴

う消費により地元商店街が発展してまいったとい

う経緯がございます。しかしながら、需要の停滞、

輸入品の増加等により一層厳しい状況になってい
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ると私どもも認識いたしてございます。このよう

なことから、本市の繊維を中心とした繊維工業が

特に厳しい状況に置かれておりますのも、議員御

指摘のとおりでございます。

本市の商工業の振興策としましては、中小企業

金融安定化特別保証等の融資制度の活用、中小企

業退職金共済制度の助成、利子補給、団体への補

助、また関係機関と連携し、経営相談、新規創業

者向けの相談会など支援に努めておるところでご

ざいます。昨年、１１年度には、国民生活金融公

庫の小企業等経営改善資金を利子補給の対象に追

加いたしたところでございます。

また、議員お尋ねの実態調査の件でございます

が、商工会と共催で工業の実態調査を、府の補助

制度でございます商工会等地域振興対策事業を活

用し、現在実施中でございます。

今後も引き続き地場産業の振興が重要な課題で

ございますので、地場産業の振興に努力してまい

りたいと考えてございますので、よろしく御理解

賜りますようお願い申し上げます。

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 市

道議員御質問の福祉行政、特に高齢者、そして障

害者対策の今後のあり方ということで御答弁させ

ていただきます。

まず、高齢者施策の今後のあり方についてでご

ざいます。老人福祉法にもうたわれておりますと

おり、老人は多年にわたり社会の進展に寄与して

きた者として、かつ豊富な知識と経験を有する者

として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健

全で安らかな生活を保障されるものとするとあり

まして、泉南市におきましてもこの理念に基づき

高齢者施策を実施してまいりたいと考えておりま

す。

これまでの高齢者福祉対策は、どちらかといい

ますと施設対策中心に進められてきました。しか

し、高齢者の多くの方々は、老後も住みなれた地

域で、家族や隣人とともに暮らしていくことを望

んでおられます。このことからも高齢者等の在宅

生活を支援していく必要があろうと考えます。

そして、今後の超高齢社会を展望しますと、高

齢者を単に社会から保護される弱い存在としてで



はなく、社会の一員として大いにその役割を果た

していく積極的な社会活動を行うという土壌を整

備していくことが重要になってまいると存じます。

私たちは、高齢者は弱いもの、社会的な弱者とい

う高齢者観についての意識改革を図り、高齢者の

積極的な社会参加による生きがいと健康づくりを

推進し、高齢者が長生きしてよかったと思えるよ

うな、明るい長寿社会の実現に向けた高齢者施策

が最も肝要かと存じます。

以上、高齢者施策の今後のあり方についての御

答弁とさせていただきます。

続きまして、障害者対策についてでございます。

障害者施策の基本的な考え方につきましては、

どのような障害を持つ方でも、障害を持たない方

と同等に生活し、活動することができる社会こそ

本来の社会であるというノーマライゼーションの

理念が、世界共通の認識でございます。本市にお

きましても、この理念に基づき、平成１１年３月

に泉南市障害者計画を策定いたしました。

議員お尋ねの今後の施策の進め方につきまして

は、ハード面、ソフト面があるわけでございます

が、ハード面につきましては、新設される道路、

施設等については一定のバリアフリー化が図られ

るのは、時代の流れで当然のこととなっておりま

す。また、従来より関係部局におきましては、道

路、施設等の改修時にはバリアフリー化に努めて

いただいているところでございます。今後とも積

極的な推進をお願いしたいと、このように考えて

おります。

次に、ソフト面につきましては、現在各種福祉

サービスの充実に努めているところでございます。

特に補装具の交付事業、日常生活用具の給付事業

を初め、ホームヘルパー、ガイドヘルパー派遣事

業、短期入所事業等、利用の普及を図りつつ推進

してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 市道君。

○４番（市道浩高君） それでは、自席より順次再

質問させていただきます。

大綱１点目の教育基本方針、このことが学校現

場でどれだけ実践されているのか、その現状と課

題について明らかにしていただきたいと思います。
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○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 本市教育基本方針

の学校現場での実践状況並びに課題について御答

弁申し上げます。

教育基本方針に照らして、本市学校教育の現状

と課題でございますが、教育基本方針にございま

す生きる力をはぐくむという目標に関しましては、

平成１４年度から実施されます総合的な学習の時

間や、現在中学校におきまして実施されておりま

す選択教科、選択履修の時間を中心として取り組

まれております。

具体的には、自分で課題を見つけ、自分で調べ、

自分で考え、主体的に判断し、課題を解決する力

を育成することであります。また、自然体験や社

会体験を通して、他人と協調し、感動する心等豊

かな人間性の育成も目指すものであります。この

総合的な学習の時間の本格実施へ向け、各学校に

おきましては現在試行中であり、さまざまな実践

が推進されております。

また、校種間の連携、継続性につきましては、

幼稚園から小学校、小学校から中学校へ入学した

段階で、そのシステムの違いによって子供が不適

応あるいは不登校となったり、学級の秩序が維持

しにくくなる等の状況を解決することを目的とし

た取り組みでございます。

具体的には、幼稚園と小学校相互で、行事にお

きまして児童・園児が参加し合ったり、小学校と

中学校の間でいわゆる体験入学を実施するもので

あります。この実践に関しましてはまだまだ不十

分な点もございますが、本年度から始まりました

総合的教育力活性化事業の取り組みを中心として

一層の充実を図りたく、計画いたしておるところ

でございます。

次に、学校、家庭、地域が一体となった学校づ

くりに関しましては、従前より開かれた学校づく

りといたしまして、保護者や地域の人々に学校に

お越しいただき、授業や行事に参加していただく

中で、学校教育への理解と御協力を得るという趣

旨の実践であります。今後、学校教育、自己診断

等を通じ、保護者のニーズを把握し、学校運営に

生かす等、さらに開かれた学校づくりに努める所

存であります。とはいえ、近年、幼児・児童・生



徒の人間形成を阻害し、ゆがめかねないいじめや

不登校、校内暴力あるいは器物損壊等の生徒指導

上の問題行動が生起しておることも事実でありま

す。

教育委員会ではこの課題を緊急課題として受け

とめ、子育ての支援の取り組みや相談機能の充実、

学校、家庭、地域ぐるみでの子供の健全育成、学

校・園における心の教育の充実等に取り組む中で、

課題解決を図ってまいりたいと考えております。

教育委員会といたしましては、教育基本法第１

条に示された、教育は、人格の完成を目指し、真

理と正義を愛し、自主的精神に満ちた心身ともに

健康な国民の育成という教育の目的が達成できま

すよう努力を重ねてまいりたいと考えております

ので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（嶋本五男君） 市道君。

○４番（市道浩高君） 先ほど一緒にやらせていた

だいた方がよかったのでしょうけれども、プール

に関してですけれども、私の方から案として述べ

させていただいたことをも視野に入れてお考えを

くださるということなんですが、その前に、教育

委員会の方でもいろいろと考えてくださっている

んでしょうという文面を私は述べさせていただい

たと思うんですが、それとの相互関係とか、そう

いったことで御返答いただければなと思います。

○議長（嶋本五男君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） プールについて、

先ほど議員の方からも御提案いただきました。先

ほど御答弁申し上げましたように、そのことも含

めましていろんな角度から考えてみたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願い申し上

げます。

○議長（嶋本五男君） 市道君。

○４番（市道浩高君） 教育長、それでよろしいで

しょうか。

○議長（嶋本五男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 市道議員さんの御質問に

お答えしたいと思います。

先ほど金田部長が、プールの一般開放について

来年度以降検討させていただくということでお答

えをいたしております。以前私もそういうことで

申し上げておりますけれども、いろんな方法、い
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わゆる総合的な判断をしまして、先ほど市道議員

さんから案の提示がございましたけれども、その

ことも加えまして、今現在１１年度、１２年度、

夏の間、２２日間の開放ということでございます。

先ほどの議会でも市民の方々の請願を受けまし

て、その辺を真摯に受けとめまして、この２２日

間が日にち的に延ばされるものか。それから、そ

ういったものを、日数の延ばしというようなこと

もございますし、夏の休業中できる限り遅くまで

と申しますか、盆以降の開設というようなこと、

この辺やはり予算的な規模もございますので、そ

の辺も勘案しながら、いろんな具体的な方策がな

いかということで総合的に検討してまいりたいと

思います。

今この場で、こういう方法で来年度こうやらし

ていただくというところまでは詰めはいたしてお

りませんけれども、早急にそういったことについ

ての、来年度の予算というような要求もございま

すし、その辺もあわせて努力をしてまいりたいと、

このように考えております。御理解いただきたい

と思います。

○議長（嶋本五男君） 市道君。

○４番（市道浩高君） 鋭意努力をお願いしたいと

思います。

それでは、続きまして、地場産業の方へ移らせ

ていただきたいのですけれども、中小企業融資金

ですか、そういったお金に関する施策、支援とい

うのは、今までにもある程度行われてきたと思う

のですが、それ以外に関係機関の方々とどういっ

たような相談を受けておられるのか。また、こち

らからこうすればいいんではないかという御提示

をなされているのか、お聞かせ願えますでしょう

か。

○議長（嶋本五男君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 市道議員の再度の

御質問でございますが、まず、先ほど御答弁申し

上げましたとおり、融資制度の活用等について御

答弁いたしましたが、それ以外に中小企業対策と

してどのようなことを行っておるのかというお尋

ねであります。

先日も軍手産業の組合の役員さんと商工会の役

員、また私ども商工課の課長とで大阪府の方へ出



向いたわけでございますが、これにつきましては、

国の補助制度を有利に利用できないかという相談

でございまして、現在その方向で各担当者が知恵

を絞っておるところでございまして、それらがう

まく補助制度に乗りますと大きな力になるのでは

なかろうかと、このように考えてございまして、

本市といたしましてもそのような各組合がござい

ますが、十分支援に努めてまいりたいと、このよ

うに考えてございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 市道君。

○４番（市道浩高君） 繊維産業に関しましては、

それに附属したといいますか、関連した形でいろ

いろと取り巻いた産業といいますか工業などもご

ざいますので、この不況下のもと何とか繊維産業

が景気よくやっていければ、それに関連した産業

も潤うんではないかというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。

あと、りんくうタウンの活性化について、市の

考え方はわかりましたが、ここで私が指摘してお

きたいのは、用途地域の見直し、交通アクセスの

充実の２点であります。

昨年３月、市と市議会が共同で大阪府に提出し

た地域整備要望の中に、りんくうタウンの早期整

備として、土地用途のあり方を見直してほしい旨

の項目がありました。現下の厳しい経済状況では

工業立地は非常に難しいところであります。した

がって、バラエティーに富んだまちづくりに向け、

工場系だけでなく、商業、流通、住宅などのいろ

いろな設置の立地が可能となるよう用途地域の変

更のための取り組みを強めていただきたい。

また、交通アクセスの問題でありますが、現在

内陸部とりんくうタウンは３本の道路で直結され

ていますが、市の根幹道路である信達樽井線との

連結を早期に実現していただきたい。さらに、樽

井駅からの歩行者のアクセスも実現していただき

たい。

以上の２点を強く要望して、質問を終わらせて

いただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 以上で市道議員の質問を終

結いたします。

次に、１８番 上山 忠君の質問を許可いたし
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ます。上山君。

○１８番（上山 忠君） おはようございます。新

進市民連合の上山です。議長のお許しを得ました

ので、任期中最後の質問となりましたが、通告に

従い順次行ってまいりますので、誠意ある答弁を

期待いたします。

平成８年１０月初当選以来、４年間が経過しま

した。この間、サラリーマン時代では考えられな

いことの連続でございました。議会での初めての

質問で壇上に立ち、質問原稿を読むのがやっとの

ことでした。また、質問及び議案審議においては、

市民のためになるのかを常に念頭に置き判断をし

てきました。過去１５回の質問の中では、行財政、

環境、老人福祉に重点を置き、行政の姿勢をただ

してきました。４年間の総括として、今述べた行

財政、環境、老人福祉の問題について、再度お聞

きいたします。

まず初めに、行財政問題についてお尋ねします。

バブル崩壊後の制度疲労で出口の見えないトン

ネルに入り、民間企業はリストラという名の合理

化で必死のもがきを行い、勝ち残ろうとしてきま

した。しかしながら、我々が生活をしている泉州

地域では、失業率では全国平均を上回り、有効求

人倍率では全国平均を下回っています。

仕事をしたくても仕事がない、このような時代

に行政として何ができるのか、何をすべきか、市

民の要望にこたえるためには、行政は財政面では

ゆとりのある健全な運営が求められ、組織面にお

いてはスリム化され、人材においては柔軟性のあ

る人物が今求められていますが、財政面、組織面

において硬直化してきており、今後の市政運営に

支障を来すことが予想されたため、平成８年１２

月に行財政改革大綱（案）なるものを策定し、平

成９年から平成１１年の３カ年計画で経常収支比

率１０２％を１０％減の９２％にすることを目標

として諸施策の改善に取り組まれ、その結果とし

て、目標未達とはなったが、それなりの成果はあ

ったと行財政改革報告書では総括されていますが、

今後の取り組みについて、行革の実施によりある

程度の経費効果が生まれたにもかかわらず、歳出

と歳入の経常一般財源の比率である経常収支比率

は、平成１１年度決算においても１００％を超え



る見込みとなり、今後とも非常に厳しい財政状況

が続くものと思われる。

このような状況を踏まえ、今後のさまざまな行

政課題に対応しながら財政の健全化を図っていく

ためにも、早急に新行財政改革大綱を作成し、さ

らなる行財政改革を推進していきたいと結んでお

られるが、計画の足踏みは許せません。いつごろ

までに提示できるのか、お示しください。

次に、税のあり方についてお尋ねします。６月

議会でも質問しましたが、税の公平性について再

度お聞きします。

税金の徴収率では府下ワーストワン、全国１５

位とのこと、恥ずかしい限りです。まじめに納税

している市民から見たら、なぜ市はこのような滞

納を許しているのか。取りやすいところから取り、

支払い能力がありながら支払わない市民に、なぜ

ごね得を許しているのか。堺以南の８市の収入状

況を見ても、泉南市は現年課税分でも９４．５６％

しか納められていません。滞納繰越に至っては１

６．５１％しか納められていない。この事実をどの

ように把握され、どのようにされようとしておら

れるか、お示しください。

次に、団体補助金のあり方についてお尋ねいた

します。団体補助金の助成基準はどのようになっ

ているのか、市の条例等で決まっているのかをお

示しください。

また、千葉県の我孫子市の団体補助金について

の取り組みについて承知されているのか。承知さ

れているとしたならば、この取り組みについてど

のように感じておられるか、お示しください。

次に、環境問題についてお尋ねいたします。

その中で、ごみ問題について考えてみました。

我々が日常生活を営む上で必ずつきまとうのがご

みです。大量生産、大量消費の考え方から、循環

型社会を築くため、廃棄物の発生抑制（リデュー

ス）、部品などの再利用（リユース）、材料の再

生（リサイクル）の３つのＲの考え方が広まって

きた。

我が泉南市は、ごみ行政においては府下の中で

も、市長の英断で先行しています。ことし４月か

ら施行された容器包装リサイクルでのプラスチッ

ク容器、その他紙製容器の回収では、４月から７
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月の４カ月間でプラスチック容器については４万

８，５８０キログラム、月平均１万２，１４０キログ

ラム、その他の紙製容器については合計６，６７０

キログラム、月平均１，６６８キログラムの回収が

なされました。今まで焼却処分されていたものが、

再利用、再生されました。

このことは、行政の取り組みについて市民の協

力なくしてはできませんが、今市民の方からプラ

スチック容器回収のことで、かさばるため指定回

収袋が月１枚では足りない。また、月１回の回収

では保管場所の確保に困る。また、紙製容器につ

いては拠点回収のため、特にお年寄りの方などは

その拠点まで持っていくのが大変なので、つい焼

却ごみに出してしまう。もっと拠点をふやしてほ

しいとの要望がありますが、このことについてど

のように対処されようとしておられるのか、お示

しください。

この任期中、ごみ問題について、視察等を通じ

各自治体がどのように取り組んでおられるのかを

勉強できました。最新の設備を導入しても、発生

を抑制しなければ何にもならない。北陸地域では

発生抑制のため、有料化の考え方に市民の理解も

得られ、取り組んでおられますが、再度お聞きし

ますが、ごみ有料化についてどのように考えてお

られるのか、お示しください。

次に、火葬場のことでお聞きいたします。議会

質問を通じて、火葬場問題についてどのようにす

るのかの問いに、平成９年第３回定例議会の答弁

では、今年度の取り組みといたしましては、墓地

公園、火葬場などの基本計画の策定を予定してお

りまして、現在発注の準備を進めているところで

ございます。整備の方向としては、現在の火葬場

の状況から、第１期事業として火葬場を先行し、

完成後は本市の火葬業務を新設の火葬場で行って

まいりたいと考えてございますとの答弁。その後

平成１０年３月に（仮称）泉南聖苑基本計画説明

書により示されました。

これを受けて平成１０年第２回定例議会では、

整備スケジュールは、これまでの議会でも皆様方

に御答弁申し上げておりますように、火葬場の早

期整備が必要でございます。斎場ゾーンと進入路

の整備を第１期事業、墓地公園ゾーンを第２期、



第３期事業で進めてまいりたいと考えてございま

すとの答弁でした。

また、平成１１年第２回定例会において、林議

員の質問で、この事業の実現につきましては、周

辺住民の方々や関係地権者の御理解、御協力が必

要でございますので、今後とも精力的に御理解と

御協力が得られるよう順次進めてまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願い申し上げます

との答弁。

さらに、平成１１年第３回定例議会での林議員

の質問に、現時点での対応でございますが、六尾

地区の住民の皆様方にも７月先進地の視察に参加

してもらっておりまして、その後の対応としまし

ては、周辺地区説明会での検討課題について地元

区と調整に入っておるところでございます。今後

は精力的に周辺地区の御理解と御協力が得られる

ように努力してまいりますので、よろしく御理解

くださいますようお願い申し上げますとの答弁で

した。

また、平成１２年第１回定例議会での答弁では、

現在本市で使用しております樽井並びに西信達の

２カ所の火葬場につきましては、老朽化が著しく、

改修などで利用者の方々に大変不便をかけてござ

います。また、周辺住民の方々にも煙など御迷惑

をかけておるところでございまして、私どもとい

たしましては、将来の都市規模にふさわしい火葬

場の整備が重要課題となっているのが現状であり、

この事業の実現には多くの市民が早期に整備され

ることを望んでいると考えており、鋭意努力をい

たしておりますところでございますとの答弁。

また、平成１２年予算審査特別委員会の席で、

角谷副議長が火葬場の老朽化で、特に西信達の火

葬場はひどい、修理する予定はあるのかの問いに、

当時の遠藤助役はないと答弁されました。施設の

老朽化は行政、市民の共通の問題と考えますが、

なぜ計画が進まないのですか、お示しください。

先日の朝日新聞の記事で、ダイオキシン、火葬

場からの記事について、興味深く読まさしてもら

いました。厚生省は火葬場から発生するダイオキ

シン調査をもとに、ことし３月、年５０件以上の

火葬をする火葬場を対象にガイドラインをつくり、

ダイオキシン濃度を、これから新設する炉は排ガ

－１１７－

ス１立方メートル中１ナノグラム、既設の炉は５

ナノグラム以下と、ごみ焼却場より厳しい指針値

を設けました。

さらに、再燃焼室や効率の高い集じん器の設置

を求め、副葬品も遺族の理解を得て制限すること

が望ましいとしているが、今の老朽化した施設で

既設の炉は５ナノグラム以下という指針値をクリ

アできるのですか、お示しください。クリアでき

ないとするとどうするのか、あわせてお示しくだ

さい。

次に、老人福祉での介護保険制度についてお聞

きします。

介護認定で聞き取り調査の結果をコンピュータ

ー処理し、１次判定をし、その結果をもとに判定

委員会で２次判定となり、各申請者に、あなたの

介護認定は自立から要介護５までのうちどのラン

クになりますと通知がなされますが、認定に当た

り公平、透明性はどのようにされているのか、お

示しください。

また、１０月から１号被保険者の保険料の徴収

が始まりますが、保険者にどのように周知徹底さ

れているのか。既に問い合わせがあると思います

が、いかがなものですか、お示しください。

また、３９歳の方が４０歳になり、２号被保険

者となったとき、どの時点で保険料の支払い義務

が生じるのか。同じく６４歳の方が６５歳になり

１号被保険者となったとき、どの時点で保険料の

支払い義務が生じるのか、お示しください。

また、療養型病床群について予定病床数より大

幅に少ない申請数でしたが、その後どのように推

移しているのか。医療保険から介護保険への移行

はどのように推移していますか。当初、医療から

介護へ移行することにより、医療保険料が減少し

介護保険料がふえていくとの予測で予算措置をさ

れましたが、今後どのようになっていくのか。デ

ータが少ないので、はっきりした見解は出せない

と思いますが、現時点での見解をお示しください。

最後になりましたが、済生会泉南病院の移転に

ついてお尋ねします。４月着工し、すべての施設

が完成するのが平成１４年度とお聞きしましたが、

いまだ着工されていません。なぜなのですか。関

西国際空港２期工事での大阪府との了解事項では



なかったのですか。この施設は介護保険制度の中

で重要な位置づけにあります。おくれの理由をお

示しください。

これで私の壇上での質問を終わります。御清聴

ありがとうございました。

○議長（嶋本五男君） ただいまの上山議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 上山議員の御質問のうち、

新しい行財政改革大綱について御答弁を申し上げ

ます。

本市では平成８年１２月に行財政改革大綱を策

定いたしまして、平成９年度より１１年度までの

３カ年を実施期間として、行財政改革に取り組ん

でまいりました。その実施結果及び取り組みの経

過を取りまとめ、本年６月に行財政改革報告書と

して議員各位に御報告をさせていただいたところ

でございます。

この３カ年の取り組みの結果、投資的経費の縮

減を初め、財源の確保や事務事業の見直しなど、

一定の成果が得られたところでございますが、当

初目標としておりました経常収支比率の改善など、

まだまだ課題も残っております。

特に経常収支比率につきましては、先ほど議員

も言われましたけれども、１０年度決算で１０４．

４でございましたが、１１年度決算では１００．８

ということで、３．６ポイントの大幅改善を見たと

ころでございますが、なお１００を超えていると

いうことでございます。早い時期に新たな改革案

のお示しが必要と考えておりまして、現在改革案

の検討に鋭意取り組んでいるところでございます。

改革案につきましては、今後の３カ年を基本に、

財政の健全化はもとより、給与及び職員の定員管

理の適正化、民間委託の推進、事務事業の見直し

などによりまして、簡素で効率的な行財政運営を

図ってまいりたいと考えておりまして、市民ニー

ズに的確に対応できる行財政システムの構築に向

けまして、全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。

なお、前回の議会でも御答弁申し上げましたよ

うに、ことし中に案の作成まで持っていきたいと、

このように考えておりまして、鋭意作業中でござ

います。

－１１８－

○議長（嶋本五男君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 私の方からは、上山

議員御質問のうち、税の公平性ということについ

て御答弁申し上げます。

税の公平性につきましては、市民に不信感を与

えないよう最大限配慮が必要と考えております。

お尋ねの担税力がありながら納税に応じない滞納

者につきましては、法に従いまして督促・催告を

行い、なおかつ臨戸徴収による面談を行う中で強

く指導を行いまして、既に大部分については何ら

かの処分をつけている現状でございます。

また、ことしの春以来着手してまいりました全

滞納者リストの地区別通し番号の整理も先月終了

いたしまして、これから差し押さえを行っている

滞納者の中から私債権に劣後しない者に呼び出し

等をかけまして、納税に応じない者につきまして

は、財産の差し押さえ、また公売も辞さない強い

対応をしてまいるべく準備を進めていますので、

いましばらく猶予をいただきたくお願いいたしま

す。

なお、強い対応の結果といたしまして、昨年大

阪府の協力を得る中で不動産の公売１件、これは

現在競落いたしておりませんが、継続してまいり

たいと考えております。また、電話加入権の公売

６件を実施いたしましたところでございます。

また、話題であります小田原方式についてであ

りますが、手段としては一定の有効性はあると考

えておりますが、氏名の公表に伴うプライバシー

の問題や名誉棄損とか、そういった行政サービス

の制限などの内容を含んでおりますので、こうい

ったものにつきましては全庁的な取り組みが必要

かと考えておりますので、よろしく御理解のほど

お願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 私の方からは、大綱第

１点目の行財政改革のうち、補助金のあり方につ

いてお答えさせていただきます。

現在、本市におきましては、各種団体に対しま

して、泉南市市費単独補助金交付事務取扱規定及

び個々の交付要綱等に基づきまして、事業に関連

した補助金と、団体の組織運営に対します補助金

を交付してございます。



この補助金につきましては、毎年度予算査定の

中で検討を行い、極力抑制に努めてまいりました。

また、議員御案内のとおり、平成８年１２月策定

の大綱の中で、事務事業の見直し４項目のうち１

つに補助金等の見直しの項目を挙げて取り組んで

きているところでございます。平成１１年度当初

予算におきましては、一律１０％の削減を実施し

てきてございます。

補助金のあり方につきましては、団体の人数な

どの形式的な書類審査で決定するのではなく、常

に個々の補助金が果たしている役割や、助成の根

拠を明らかにするとともに、成果を明確にするこ

とが必要でございます。

議員御指摘の千葉県の我孫子市の事例でござい

ますが、この我孫子市は本市と同じくことしで市

制３０周年を迎える市でございまして、３０年前

は人口が４万７，０００人、東京との直線での距離

が３０キロということもございまして、現在では

人口が１２万８，０００人と急成長している市でご

ざいまして、人口規模だけで申しますと、府下の

大東、箕面、富田林、その程度の市になるかと思

います。

以前、この市での補助金の取り組みについては

私も記事を見たんでございますけども、現在手元

にその資料がございませんので、不案内な内容で

ございますけども、たしかこの市では、市長がか

わられたときに全面的に補助金の見直しを行いま

して、ゼロ査定から始めて取り組まれてるという

ふうなことを仄聞してるところでございます。

本市でも、今後とも行財政改革の中で、本市が

助成してございます各種団体の事業概要、積算根

拠などを精査しているところでございまして、今

後補助金の整理合理化に努めてまいりますので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 上山議員の環境問

題について御答弁申し上げます。

まず、ごみの問題でございますが、家庭から排

出されるごみの全容積の約６割が容器包装ごみで

あると言われており、これを資源へよみがえらせ

るために容器リサイクル法がスタートしたところ

でございます。本市も、法律施行初年度の本年４

－１１９－

月からその他プラスチック容器や紙製容器の分別

も進めてまいったところでございます。

その収集頻度につきましては、市内各地区をそ

れぞれ毎月１回収集日を定め、資源の回収を行っ

ているところでございます。また、専用袋の枚数

につきましては、缶、瓶につきましては年間１６

枚、ペットボトルとその他プラスチック容器の袋

につきましては、それぞれ１２枚配布したところ

でございます。

議員御指摘のその他プラスチック容器専用袋の

枚数につきましては、一部の御家庭から足らない

との御指摘も受けており、現在環境整備課並びに

清掃課の方で追加の配布を行っておるところでご

ざいます。何分４月からの実施であり、今後収集

量や集積場の状況等を精査の上、できる限り袋の

不足を補うための検討をしてまいりたいと考えて

ございます。

また、ごみの有料化のお尋ねもあったわけでご

ざいますが、現在本市では、大阪府廃棄物減量化

リサイクル推進会議の有料化の検討分科会のメン

バーでございまして、これらにつきましては分科

会で研究中でございますが、何分これにつきまし

ては大阪府下全域のことでございますので、私ど

もと阪南市、いわゆる泉南清掃事務組合の関係市

で有料化についての勉強会を行ってまいりたいと、

現在準備を進めておるところでございます。

続きまして、火葬場の問題でございますが、現

在稼働している２カ所の火葬場につきましては、

議員御指摘のとおり老朽化が著しく、年４回定期

点検を実施しながら管理・運営を行っており、早

急に新しい火葬場を建設する必要がございます。

お尋ねの泉南聖苑計画事業につきましては、過

年度に策定いたしました基本計画の計画区域の規

模を見直す必要が生じてまいりました。早急に見

直しを行い、火葬場の建設を進めていきたいと考

えており、この基本計画の見直しの同意をいただ

きたく、本年６月には金熊寺、六尾区の各区の役

員さんに説明を行ったところでございます。きょ

う現在、それについての御同意はいただいており

ませんが、計画の見直しに向け鋭意努力してまい

りたいと、このように考えてございます。

続きまして、既存の火葬場から排出されるダイ



オキシンの問題でございますが、議員御指摘のと

おり、既設炉につきましては５ナノグラムという

指針値が示されてございます。本市におきまして

もこの指針値以下の基準を守るべく、既に再燃室

の設置も行ってございまして、特に火葬に関する

ダイオキシンにつきましては、副葬品と申しまし

ょうか、ひつぎの中に入っておるものによる影響

が大きいことから、私どもも死亡届が提出されま

すと、必ずお願いのチラシを渡してございます。

火葬危険物、不燃物はひつぎの中に入れないで

くださいということで、特に危険物といたしまし

ては、スプレー、ライター、香水とかお酒の瓶、

缶等が主なものでございます。また、不燃物とい

たしましても、ゴルフのクラブ、釣りざお、眼鏡

とかいろいろ、ダイオキシンが発生するような物

品を多く入れられる方がございますので、これら

につきましては十分注意していただき、ダイオキ

シンが発生しないよう焼却していきたいと、この

ように考えてございますので、よろしく御理解の

ほどお願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） 上

山議員御質問の介護保険制度及び済生会泉南病院

の進捗状況について、御答弁申し上げます。

まず、介護保険制度の問題でございます。１０

月からの介護保険の保険料の徴収を控えまして、

この７月２５日に介護保険料納入通知書を６５歳

以上の方にお送りしたところでございます。この

通知に対しまして問い合わせがかなりございまし

て、電話あるいは窓口において説明させていただ

きました。

介護保険制度全般につきましては、各種メディ

アで説明されていますが、まだ御理解をいただけ

ていないところもございます。また、１０月号の

広報には介護保険料の説明について掲載を予定い

たしております。今後も随時ＰＲに努めてまいり

たいと、このように考えております。

次に、４０歳あるいは６５歳に到達された方の

保険料でございますが、いずれの場合も到達され

た日の属する月から被保険者となりまして、そし

て、その保険料につきましては月割りで賦課され

－１２０－

ると、このようになっております。そして、２号

被保険者の方には健康保険の医療保険者から、１

号被保険者の方につきましては市町村の介護保険

から通知すると、このようになっております。

次に、議員御質問の認定に係るばらつきでござ

いますけれども、全国一律の調査項目を聞き取り

調査した後、コンピューターの１次判定をもとに、

認定審査会で審査、判定されることになっており

ます。統一的な基準による認定ということで、公

平な認定結果が出るものと認識いたしております。

ただ、聞き取り調査の際に、動作などの項目で、

立ち上がりができますかとの質問に、同じような

状態の方ができないと答えた場合、つらいけれど

も頑張ればできると答えた場合では、若干介護度

に差がついてきます。このような結果が少なくな

るよう、また調査員や認定審査委員の資質の向上

を目的として、大阪府が９月に研修会を実施いた

します。また、本市といたしましても６月に実施

したところでございます。

続きまして、療養型病床群について御答弁申し

上げます。

この６月の議会でも御質問いただいたと思いま

すが、現在の介護療養型医療施設のベッド数は、

介護保険事業計画に比べますとかなり少なくなっ

ております。以前にも申し上げましたが、現在市

内で指定を受けているのが堀病院の３０床のみで

ございます。改築されました白井病院、あるいは

最近新築移転されました和泉南病院につきまして

は、介護療養型医療施設への転換をお願いしてお

りますが、いまだ指定を受けておられません。今

後も引き続き転換されるよう要請してまいりたい

と考えております。御理解のほどよろしくお願い

申し上げます。

続きまして、済生会泉南病院について御答弁申

し上げます。

済生会泉南病院の進捗状況でございますが、平

成１０年６月に泉南福祉医療保健ゾーン整備計画

が示されまして、地域の公的医療機関として済生

会泉南病院の早期整備に向け、りんくうタウンに

福祉・医療・保健ゾーンとして土地の取得も行わ

れ、まず特別養護老人ホームがこの３月に建築契

約されたところでございます。



さらに、この済生会泉南病院及び老人保健施設

等が平成１４年オープンを目指し、設計等、工事

発注に向け計画を進めていると聞いております。

なお、着工がおくれている特養につきましては、

施設の運営について、大阪府と済生会大阪支部並

びにバックアップ病院となる中津病院との間でま

だ調整が続いており、この部分の合意がなされれ

ば直ちに工事着工がされると聞いております。

りんくうタウンにおいては、建設予定地の山側

道路の新設工事も行われておりまして、また建設

予定地への仮設工事も近々には行われると、この

ように聞いております。

泉南市といたしましても、平成１４年オープン

を市民が待ち望んでおられますので、病院、各施

設等が並行し工事着工されるよう大阪府を初め関

係機関に要望してまいりたいと、このように考え

ております。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） それでは、時間の許す限

り再質問という形でやっていきたいと思います。

行財政改革につきましては、当初の目標には至

らなかったけれども、ピーク時の１０４．６ぐらい

から１００．１ぐらいまで下がったということに対

しては、ある程度評価しなければならないかなと

思いますけども、壇上で申し上げたように、やっ

ぱり停滞があってはその活動が鈍ってきますんで、

その辺のところはやはり行政といたしましても、

市民ニーズにこたえたような形の行財政大綱案な

るものを早急につくっていただきたいと思ってお

ります。

それから、今年度中と市長は答弁されましたん

ですけども、今年度中ということは、１２月末、

今年か、それとも来年の３月３１日か、その辺は

ちょっとささいなことなんですけども、よろしく

お願いします。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 先ほど御答弁申し上げまし

たのは、ことし中に市の行財政改革大綱と定員管

理計画、それと中期財政展望の見直し、ローリン

グ、この３つの案までつくりたいと。その後いろ

いろ調整すべきところがございますので、そして

－１２１－

年度内ぐらいにきちっと成案としてまとめたいと、

こういう考えでございます。

○議長（嶋本五男君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） よろしくお願いしておき

ます。

それと、税の公平性についてですけども、いろ

いろと努力され、過去のうみを出し切ってから今

後やっていこうかというふうな御答弁に聞こえた

わけなんですけども、しかり、税の中で不公正が

あるというのは、これは歴然たる事実でございま

す。そういう中で、滞納者対策といたしましては、

一定の公職についている者とか市の関係役員とか

については、やはりある程度公表しても私はプラ

イバシー等には関係ないと思うんですけども、そ

の辺のところでどういうお考えをされてるのか。

それと、あと、市長がいつも申されるんですけ

ども、「週刊ダイヤモンド」の評価のところで、

これはちょっと市長にお尋ねしたいんですけども、

収納率は全国ワースト１５、しかし、後の方の項

目で見ますと、小売業年間販売伸び率、それから

成長度、それから着工建築物伸び率でも１０位以

内に入っとるんですね。そういう元気あるまちな

のに何で税収が結びつかんのかと。その辺のとこ

ろについて、市長、どう考えておられるか、ちょ

っとお聞かせいただきたいんですけども。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 御指摘いただきましたよう

に、収税率は非常に悪うございまして、先ほど披

瀝ありましたような成長度、こういうものは非常

に高いわけでございます。これは、そのファクタ

ーというのは、この下に指標はどれとどれをとっ

たというのがあるかというふうに思いますけれど

も、それとか今の住宅着工、これが全国２位とい

うことですし、それから小売販売業が全国１位と、

こういうことでございますから、ある意味では成

長過程にあるということが言えると思います。

それと、いろんな指標が伸びている。人口も伸

びてます。住宅着工も伸びてます。住宅着工が伸

びるということは潜在成長力があるということで

ございますし、人口が伸びるとか、それから消費

の年間小売業が伸びるということは、活力がある

ということになるわけでございますから、そうい



う意味では成長性については非常に高い評価では

ないかというふうに思います。

一方、財政面の指標を見ますと、いずれも悪う

ございます。収税率も悪いし、それから起債残高

等、今回は載っておりませんが、そういう指標を

とりますと非常に高い数字になっておるというこ

とでございます。ですから、それはある意味では

財政的に非常に厳しいというのは、いろんな先行

投資をやってきたものに対する債務の返済が大き

くなってる。これが経常収支をまた押し上げてる

と。

しかし、それらのものができ上がって、基盤整

備ができていっておりますから、どんどん人もふ

え、あるいはいろんな施設もできてきておるとい

うことで成長度が高いと、こういうことになって

るんだというふうに認識いたしております。

それと、収税率が悪いというのは、泉南市の場

合ずうっと過去からそういう傾向があったわけで

ございまして、私どもといたしましては、体質的

にやはり変えていかないとなかなかよくならない

というふうに思っておりまして、それは何かとい

いますと、その持てるいろんな、権力と言うと悪

いんですが、権限をすべて行使をするということ

だというふうに思っておりまして、したがって、

ここ数年非常に厳しい対応をいたしてきておりま

す。

公売もそうですし、電話債券の処分、あるいは

預金差し押さえ。あるいは、差し押さえも随分前

からやっておりますが、差し押さえでとまってい

た部分があるわけなんですが、これについても、

先ほど参与が御答弁申し上げましたように、可能

なものは公売処分していくというようなことも現

実にやっておりますので、ですから、非常に低い

数字についてはこれから徐々に改善していく、ま

たしていかなければならないというふうに考えて

いるところでございます。

○議長（嶋本五男君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 担税力がありながら

滞納しているということで、氏名を公表したらど

うかというような御質問であったかと思います。

私どもの方といたしましては現在、ただいま市

長も御答弁申し上げましたとおり、まず足元から

－１２２－

順序よくやっていくと。いわゆるその滞納額につ

いては、担税力があるかないかということを先に

チェックを入れまして、そういう分別をした後、

滞納者と面談いたしまして、そしてそのうちなお

かつ税に応じていただけないという滞納者につき

ましては、差し押さえ、公売、また財産調査、そ

うした後、我々の税の滞納処分を先にしていくべ

きだろうと考えております。

そして、あと、氏名の公表につきましては、議

員も御承知のとおり７月から神奈川県の小田原市

の方でそういう条例ができまして、施行している

わけですけれども、その推移等も見ながら、滞納

の解消の一助というんですか、１つの方策として

は我々は有効性があるだろうと考えておりますし、

また全国初の試みでございますので、我々として

もその推移を十分検証しながら、今後そういった

議員御指摘の点について考えてまいりたいと考え

ているところでございますので、よろしく御理解

のほどお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） そういう形で、なるべく

公平・平等に扱っていただきたいと思いますし、

先ほど市長の答弁がある中ではやはりちょっと考

え方が違うとこがあるんですけども、それをやる

と時間がなくなりますので、もし次この席に来れ

たらまたやらしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

ほかに、ごみ問題についてですけども、このご

み問題についても、これは終着点のないエンドレ

スの活動だと思っておりますので、要はごみ行政

に関して市民に対してどれだけ理解を与えるかと

いうことでその結果というのは決まってくると思

いますので、その辺のところについては常に啓蒙

活動をしながら市民の協力を得るという体制を今

後とも維持していただきたいと思っております。

それと、火葬場の件ですけども、これはほんと

に、先ほど申しましたように、もう目の前に来て

る問題ですわ。そして、当然、壇上でも申しまし

たが、樽井、西信達についてかなり老朽化してる

し、特に泉南市で生まれて、泉南市で最後に土に

戻る施設でございます。そういうところについて

はより今まで以上の配慮が必要だと思いますので、



既存の施設を今後どのくらい使っていかれるかは

定かではないんですけども、しかし、最後のお別

れするところぐらいはやはり清潔でクリーンな場

所にしていただきたいと思っております。そうい

う関係で、やはり中の施設等々についてもある程

度の整備というんですか、それと、お別れ場等の

清掃等についても今まで以上に注意を払ってやっ

ていただきたいと思っております。

それと、あと、補助金の問題につきましても、

どういう流れで補助金が交付されるのか、その辺

についてもう一度説明をいただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 各種団体の補助金の流

れでございますけども、本市におきまして予算化

を行った後、当該団体から補助金の交付申請書を

出していただきます。これに添付書類といたしま

して団体の概要とか収支計画書を添付したもので

ございまして、この申請書をもらった後、本市の

方で額の決定の通知を行いまして、そしてその後

団体からの請求書をいただくということでござい

まして、それに基づきまして補助金を市の方で交

付するということでございます。

そして、その団体の事業が完了後、３カ月以内

に事業の実績報告書を提出していただくというこ

とでございまして、この事業実績報告書の中に、

収支決算書とか事業報告書を添付していただくと

いう流れになってございます。

○議長（嶋本五男君） 上山君。

○１８番（上山 忠君） 資料をいただいたところ

では、補助金等については金額的にはそれほど、

ウエート的には少ない位置づけにあるわけなんで

すけども、しかしその今出されてる補助金という

ものが、本当にその団体等が市民に役立つような

形の活動をしておるかということに対しては、や

はり一遍精査する必要があるんじゃないかと思い

ます。一律１０％カットとかって、本当に活動自

体が有効であれば、カットするんじゃなしに、や

っぱり増額ということも僕は考えてもいいんじゃ

ないかと思います、活動の仕方によっては。

そういうことで、先ほど我孫子市の例も出した

わけなんですけども、報道によりますと、ここは

もう２年か３年ほど前に全補助金を白紙化して、

－１２３－

一応補助金の申請については、市民から選出した

委員会でもって市民審査をした中で、補助金のあ

り方についてやっていってるという形で、これを

今すぐ泉南市に取り入れようとは言ってないし、

こういう形もありますということでお聞きしたわ

けなんで、そういう形の中で本当に今市民が必要

としているサービスにどの程度のお金をつぎ込め

るかというのが、やはり行政の真のあり方だと私

は思っておりますので、その辺等についても今後

いろいろあると思うんですけども、市民ニーズに

合ったような形でやっていただきたいと思います。

最後に、介護保険でちょっとだけお聞きしたい

んですけども、この制度はやる前から問題点が多

いし、やっても問題点が多いと、こういう制度自

体珍しい制度だとは思うんですけども、しかし走

り出した以上はとめるわけにいきませんから、や

はりこの介護については、介護を受ける人、保険

料を負担する人、どれだけ理解をしてもらえるか

というのが今後の成功につながっていくと思うん

で、特に介護等の認定についても、先ほど答弁が

あったんですけども、ちまたではいろんなうわさ

が出ております。そういううわさが出ないような

形の公平性、透明性を持った認定をやっていただ

きたいと思っております。

これで終わります。

○議長（嶋本五男君） 以上で上山議員の質問を終

結いたします。

午後１時まで休憩いたします。

午前１１時４０分 休憩

午後 １時 ３分 再開

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、５番 大森和夫君の質問を許可いたしま

す。大森君。

○５番（大森和夫君） 日本共産党の大森和夫でご

ざいます。２０００年第３回定例議会におきまし

て、一般質問を行います。任期最後の議会の最後

の質問者になりました。気張ってまいりますので、

よろしくお願い申し上げます。２年前の補欠選挙

での当選以来、毎回質問を行い、今回で１０回目

となりましたが、不備な点やふなれな点があれば

お許しください。



最初に、わずかな経験ですが、議員になっての

若干の感想を述べたいと思います。

第１に、財政危機を理由に子供や高齢者いじめ

の市政が進められているということです。行政改

革には聖域はないと言っています。しかし、プー

ルの一般開放の縮小やぼろぼろ校舎の放置、また

敬老祝い金の打ち切りなど、子供や高齢者のかか

わる予算は根こそぎ削減されています。

２つ目には、市の情報公開のおくれです。保健

所からの給食センターの改善の指導は、９７年と

２０００年２月と２回も出されているのに、議会

には全く隠されたままでした。また、関空から出

された地下水対策についての報告書も、議会への

公表がおくらされていました。市長は今議会のあ

いさつで、的確な審議、慎重な論議を議会に期待

すると述べられましたが、これでは的確な審議も

慎重な審議も十分にできません。議会にも市民に

もきっちり情報を公開することが求められていま

す。

３つ目に感じることは、昨日も林議員が述べら

れましたが、二度と汚職事件を起こしてはならな

いということです。子供たちの荒れを考えるとき、

我々政治家が子供たちの見本になるように常に努

力しなくてはならないと思います。市民もそれだ

けの高い倫理を市会議員に求めていることを実感

しています。泉南市政に二度と汚職という汚点を

残してはなりません。

前置きが長くなりましたが、大綱４点について

質問を行います。

大綱第１として、環境問題についてお聞きいた

します。

前議会でも今議会でも悪臭問題は大きな課題と

なっています。現状は、さきの質問にもありまし

たように、悪臭の解消にはほど遠い状況です。前

議会で市長は私の質問に、悪臭問題は解決しなく

てはならない、大阪府の幹部にも悪臭の対策を申

し入れると答弁してくださいました。市長の申し

入れを受けた大阪府の対応はいかがなものか、お

示しください。７月１８、１９、２０日、そして

お盆の悪臭の原因について報告してください。

次に、熊取の原子力施設との安全協定の進捗状

況をお示しください。

－１２４－

大綱の２番目、街づくりについて質問いたしま

す。

まず、新家駅前の渋滞対策についてお聞きいた

します。新家駅前には、宮の大型開発、葬儀場の

建設などさらに交通量がふえるのではないかと心

配されています。踏切の遮断の時間が長いのも渋

滞の原因だと考えます。電車が来るのを察知して

踏切が上がる自動識別装置ＡＴＳＰ設置が有効だ

と考えますが、いかがでしょうか。

新家の駅前は、お年寄りは大回りをして避けて

通り、雨の日は中学生でも自転車の通学が怖いと

言い、車の通行も恐ろしいという方も少なくない

状態です。駅前の安全対策についてお聞かせくだ

さい。

大綱の３番目、給食センターの改修問題につい

てお聞きいたします。

今、雪印食中毒事件や食品に異物が混入するな

ど食品への安全性への不安が広がっています。２

学期より給食が始まり、不安が残ります。保健所

が給食センターに行っている衛生確保と給食の安

全性確保についての指摘の内容は、１、調理場内

の換気を強化し、結露を防止すること。２、食器

消毒保管庫の老朽化に伴う水漏れと乾燥不十分な

点について改善すること。３、調理場床に汚水が

たまるため、床を全面改修すること。４、下処理

室の汚水が調理室に流れ込むため、その仕切り部

分の補修をすることと、いずれも待ったなしに改

善の必要があるものばかりです。

また、職員や業者の努力も限界に近いと聞いて

います。食中毒などの事件などが起こらないとい

う保証があるのですか。事件が起こったときの責

任はどのようにとられるつもりですか。改修計画

について、その展望をお示しください。

大綱の４番目は、関西国際空港の問題です。

今、関西国際空港は、予想を超えて早く進んで

いる１期島の地盤沈下や構造的な赤字など、いず

れも安全や経営に直接かかわる重大な問題に直面

しています。これらの問題は、関空地元市として

もこのまま２期事業が進んでいいのか問われる事

態です。市長は、２期事業で４，０００メートルの

滑走路が必要だと述べられています。しかし、９

月２日の朝日新聞では、関空滑走路も予想を超え



る沈下という記事が出ました。今求められている

のは、２期事業ではなく、１期島の滑走路を初め

地下対策など安全確保ではないでしょうか。市長

の見解をお聞かせください。

次に、南ルートについてお聞きいたします。市

長は、ここ一、二年で南ルートを取り巻く状況は

大いに前進したと述べておられますが、果たして

そうでしょうか。例えば、ことし７月２８日付の

読売新聞には、南ルート期成会発足について「南

ルート実現難関、膨大な建設費など課題多く」と

いう記事が出ました。また、この記事の中で市長

は、南ルートは海中トンネルにすれば、北側の橋

が通行できないときの代替に必要だと理解を得や

すいと述べておられますが、北側の連絡橋が通行

どめになったのは今まで何回あったのか、お示し

ください。

南ルートの建設は、市にとっても膨大な調査費

などの支出を初め新たなむだと浪費の上乗せをす

るものであります。今、大きな流れとなりつつあ

る公共事業の見直しにも逆行すると考えますが、

市長の見解をお示しください。

以上で質問を終わります。答弁次第で自席より

再質問いたします。よろしくお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） ただいまの大森議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 関西国際空港のことについ

て御答弁を申し上げます。

まず、２期事業に対する見解と、それから１期

工事の空港島の安全対策についてということでご

ざいますが、まず２期事業につきましては、本市

だけではなくて地元泉州９市４町すべてが共同し

てその全体構想の推進を求めておりまして、当面

段階的施工としての２期事業の確実な進捗を強く

望んでいるところでございます。

さて、国の第７次空港整備計画において最重要

課題と位置づけられております２期事業は、昨年

７月１４日に着工されまして、目下順調に進捗を

しているところでございます。

現下の我が国やアジアの経済状況、国際的な航

空競争、国内的には航空自由化の一環としての運

賃自由化、あるいはスカイマークエアラインズな

どの新規参入等、国際、国内にわたる競争激化の

－１２５－

ため、我が国の航空業界は短期的には厳しい状況

に置かれております。

関空におきましても、昨年度の決算等を見ます

と、旅客数は国内線、国際線とも対前年に比べ増

加し、過去最高の２，０００万人を突破、また貨物

量は対前年比で大幅な伸びとなり、営業損益では

２１４億円の黒字となっておりますが、それを大

きく上回る有利子負債の支払利息などのために、

最終的には経常損益として２３７億円の赤字とい

う状況となっております。

関空会社は、この現状にかんがみまして、経営

改善推進本部の設置、増便を誘導するための国際

線着陸料の新規割引、管理・運営部門の人員削減

や役員報酬減額等の経費節減策を実施していると

聞いております。

運輸省も、このことや来春開港予定の韓国の仁

川（インチョン）国際空港などを念頭に置き、関

空の財政支援策の一環として、国際競争力強化の

ための国際線着陸料引き下げ補てん費や、また第

１期事業の地下水対策費などを平成１３年度予算

の概算要求に計上したところでございます。

また、地盤沈下についての御質問もございまし

たけれども、当初１期島については最終的には１

１．５メーター沈下するであろうという予測をされ

ておりまして、現在まだその過程であるというふ

うに考えております。確かに予想を上回って早く

沈下しているわけでございますが、最終的なこと

を申し上げれば、できるだけ早く沈下して早く安

定するというのが一番いいというふうに思います。

ただ、従来から上層部にあります沖積粘土層とい

うのは比較的早く大きく沈下すると言われており

まして、その下の洪積粘土層は緩やかに沈下が進

行すると。すなわち、２０年、３０年、５０年ス

パンで沈むであろうというふうに想定されており

ましたが、洪積粘土層も比較的早く沈下促進され

ているという結果だというふうに思っております。

あと、どの程度でおさまるかというのは、まだ

わかりませんけれども、関空会社の回答では、多

少予測を上回ってる部分もありますけれども、全

体としてはおおむね予想の範囲内という見解を示

されております。これは今後の推移を見守らなけ

ればいけないというふうに思っております。



それから、不等沈下については、当然こういう

マッシブな構造物でありますから、場所によって

は不同沈下するということは当然考えられるわけ

でございまして、それはその状況を見ながら修正

をしていくということになろうかというふうに思

っております。

したがって、この沈下対策、あるいは透水性が

非常に大きくて地下水が高いという問題について

は、御質問があったように安全にかかわる問題で

ございますから、緊急として今回国の予備費から

一部充当して、これらの対策を講じるということ

と、先ほど御答弁申し上げましたように、１３年

度の予算要求に盛り込んでいるということでござ

います。

次に、南ルートについての御質問でございます

けれども、今年度国、運輸省、建設省両省を初め

として大阪府、和歌山県、泉南市、和歌山市、さ

らには関空会社も参画いたしまして、南ルートを

含む関空周辺地域交通ネットワークに関する調査

を共同で実施することとなりました。これまで本

市が提起してきた政策や要望活動、加えて市議会

でのたびたびの決議や要望書の提出などによりま

して、南ルートの理解の輪が着実に広がってきた

結果だと考えております。

さて、現在の北ルートは、絶えず機能停止の不

安定要因を抱いており、また上水道、電気、ガス

などのライフラインにつきましても心配な点がご

ざいます。さらには、沿道環境問題を考えた交通

量の分散化、地域間の相互連携を支援する交通軸

の形成、国際空港と一体となった広域交通体系の

充実、将来的な交通需要増加への対応などを考え

ますと、南ルートの必要性は大きなものがあると

考えております。

先ほど申し上げました韓国の来春開港いたしま

す仁川国際空港においては、３本の連絡ルートが

計画をされております。もちろん段階的に行うと

いうことではございますが、最初からそういう位

置づけがなされております。

また、ことし１月、阪神・淡路大震災の震災を

考えるシンポジウムが神戸で開かれまして、私も

パネリストとして出席をいたしましたけれども、

そのときに学者先生の間からも、阪神・淡路の教

－１２６－

訓として交通ネットワークというのはやはり代替

ルートを常に備えておかなければいけないという

提起がなされました。私もこの関西国際空港を例

にとりまして、南ルートの必要性のお話もさせて

いただいたところでございます。

また、これらの事業をバックアップする組織と

いたしまして、先々月、７月２７日には、大阪、

和歌山両府県の自治体５市８町によります関西国

際空港連絡南ルート等早期実現期成会を設立いた

しましたが、今後空港連絡南ルートを初めとする

関空周辺地域における交通ネットワークの早期整

備を目指しまして積極的な活動を展開してまいり

たいと存じております。

なお、北ルートの状況につきましては、後ほど

担当より御答弁を申し上げます。

○議長（嶋本五男君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 大森議員の質問の

うち、新家周辺の悪臭問題について御答弁申し上

げます。

当該事業所は、廃棄物を原料とする肥料化施設

から生ずる悪臭防止対策については、さきの議会

でも御答弁申し上げましたが、一定の施設の改善

が図られたところでございます。しかしながら、

もう１つの悪臭の原因であります畜産業に伴う牛

ふん等を事業所敷地内に野積みされており、これ

につきましては目下、大阪府環境農林水産部環境

整備室と、同じく農政室及び泉佐野市が連携を図

り、業者指導に当たっていただいております。

大阪府からの報告では、野積み部分については

１０月末をめどに搬出するように業者指導を行っ

ておるとの報告をいただいてございます。また、

これらの搬出作業時にも自然発酵に伴う臭気が若

干出るとの報告も受けてございます。

また、お尋ねのお盆前後の日に特に悪臭がしま

した件ですが、大阪府の報告では産業廃棄物の搬

入に伴う臭気であったので、事業者に対して特に

臭気の強いものは搬入しないよう行政指導を行っ

ておるとの報告も受けてございます。

これからにつきましては、大阪府、泉佐野市と

連携を密にし、この問題の解決に努めてまいりた

いと、このように考えてございますので、よろし

くお願い申し上げます。



〔大森和夫君「市長の申し入れに対する大阪府

の対応」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） その報告だけちょっとさし

ていただきますが、７月の１７日に知事並びに大

阪府幹部と大阪府市長会との懇談会がございまし

た。その中で、私の方から担当の環境農林水産部

長にこの悪臭問題の現状、これは泉南市だけでは

なくて周辺を含めて非常に迷惑をしておると、強

力な行政指導を行うようにという申し入れをいた

しました。部長の方からは、既に指導をやってお

りますが、引き続きさらに強力に指導したいとい

う御答弁をいただいておるところでございます。

○議長（嶋本五男君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 大森議員の１点目の

２番目でございますが、原子力施設との安全協定

につきましてのその後の進捗について御答弁をさ

せていただきます。

茨城県東海村でありました株式会社ジェー・シ

ー・オー東海事業所で発生いたしました臨界事故

は、これまで日本で経験のない大事故となり、国

内を初め海外にも大きな波紋を呼びました。

その後、国におきましては、原子力関連諸法令

の見直しや改正作業に着手をいたしまして、昨年

末、原子力災害対策特別措置法が公布され、本年

４月５日に原子力災害対策特別措置法施行令及び

施行規則が公布されたところであります。

本市におきましては、これまでこの法や細則の

動向を注視するとともに、京都大学原子炉実験所

及び原子燃料工業に対して、今後より一層の安全

管理の徹底を口頭で伝えるとともに、緊急時の連

絡体制や定期的な放射線測定の結果報告など安全

協定の締結を要望してまいりましたが、法や細則

が昨年の事故を踏まえた上で制定されておりまし

て、その内容は、防災対策を重点的に充実すべき

地域の範囲 ＥＰＺでございますけれども

の目安を基準といたしまして、原子力施設ごとに

行政区画、地勢等地域に固有の自然的、社会的周

辺状況等を勘案をし、具体的な地域の決定がなさ

れております。

具体的な数字といたしましては、京都大学原子

炉実験所では半径５００メートル以内、原子燃料

－１２７－

工業も５００メーター以内となり、影響範囲が明

確にされるとともに、関係自治体も固定されてま

いりました。

よって、本市は法及び細則では対象外地域とな

っておりまして、原子力関連事業者としては、協

定書の締結については難しい状況であるとの意向

であります。

市といたしましては、法及び細則により対象外

地域となったといえども、市民の皆様方の不安が

今もある以上、関連市町とも連携をということは、

これは田尻町が隣々接でございますので、私とこ

と同じような状況ということでございますので、

そことも連携をとりながら、また大阪府の指導、

助言を得ながら今後住民の不安を払拭する方法等

について検討していくということとあわせて、事

業者にもその意向について十分伝えてまいって、

住民の不安を払拭する方法等を考えていきたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

状況といたしましては、以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 山内事業部長。

○事業部長（山内 洋君） 新家駅前の安全対策並

びに交通渋滞の対策についてお答えをさせていた

だきます。

新家の駅前につきましては、既に御承知のとお

り、駅前の南地区地区計画の都市計画決定を行い

まして、これまで規制誘導と駅前の交通錯綜、秩

序等を整備するために、大阪府の補助事業でござ

います地区計画によるまちづくり促進事業、また

国の補助事業でございます緊急住宅宅地関連特定

施設整備事業などを積極的に取り入れまして、地

区施設の整備を実施しておるところでございます。

平成９年の７月には駅前の交通広場の整備を行

いました。また、ことしから事業着手し、１３年

度の完了予定としております地区区域内の道路施

設の整備にも取り組んでおるところでございます。

これらの整備に伴いまして、交通の円滑化や交

通錯綜の秩序等、また歩道の確保等が図られ、駅

前の交通安全に寄与されるものであるということ

で推進しておるところでございます。したがいま

して、今後は市街化の進展に合わせて順次地区施

設道路の整備に取り組んでまいりたいと考えてお



ります。

また、議員御指摘のとおり、朝夕のラッシュ時

にはまたＪＲの遮断機が４分近くおりたままにな

るということもございまして、交通渋滞はかなり

ひどくなっていくと、改善策はほうっておいたら

見込めないということでございますので、御指摘

いただいてるとおりですので、この対策といたし

まして、現在施工中の都市計画道路の砂川樫井線、

また市場岡田線の早期実施によりバイパス化を図

ることが最も効果的であると考えておるところで

ございますので、街路事業としては積極的に取り

組んでいきたいというふうに思っております。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 大森議員御質問の

学校給食センターについて御答弁申し上げます。

御承知のとおり、当センターは築後約２５年が

経過しており、建物あるいは内部の老朽化並びに

厨房機器の使用消耗が相当進んでいる中、鋭意必

要不可欠な補修点検を行い、今日に至っておりま

す。とともに、議員御指摘の安全な管理・運営に

つきましては、管理マニュアル並びに衛生管理チ

ェックリストによって各作業ごとに細かなチェッ

クを行い、おいしくて安全な給食を児童に提供し

ております。

平成８年のＯ－１５７の件以後、文部省よりウ

エット方式からドライ方式へ転換の指導がなされ

ている状況の中で、現在の施設改善についてでご

ざいますけども、関係機関等あるいは近隣の給食

センター等の視察等を行う中で、１つの考え方と

しては、建物全体を新築していくという考え方が

１点。これにつきましては、概算でございますけ

ども、１３億から１４億程度の予算が必要となり

ます。また、現行の建物を使って中の改修をした

場合、片方に給食業務を継続しなければならない

ということもあるわけですけども、工期で６カ月

程度、改修費用で、概算でございますが、９億か

ら１０億程度必要だというふうに試算いたしてお

ります。

今後のことでございますけども、建物の改修に

当たりましては、いわゆる耐震の問題等もござい

ますので、今後もう少し詳細な調査研究を行い、

財政事情等も考慮に入れながら基本的な方向性を

－１２８－

見定めてまいりたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（嶋本五男君） 中村空対室長。

○市長公室参事兼空港対策室長（中村正明君） 南

ルートに関する御質問の中で、北ルート、すなわ

ち現連絡橋の途絶状況の問いがございましたので、

私から御答弁申し上げます。

現空港連絡橋は、強風、台風、路面凍結、積雪

等の道路の通行どめ、速度制限、鉄道の運休がそ

れによって行われておりまして、その都度空港ア

クセスに影響が出ているところでございます。

まず、道路の通行どめを見てみますと、最近の

数字はつかんでおりませんが、平成６年９月の開

港から平成１０年８月末までの４年間、このトー

タル数字を見ますと、強風によるものが３日間、

延べ８時間２８分。また、阪神・淡路大震災によ

るものが１日間、延べ３３分という結果が出てお

ります。

それから、鉄道についてでございます。鉄道は、

開港より少し前の平成６年の６月１５日に運行を

開始いたしました。それから、平成１０年８月末

まで約４年２カ月弱でございます。このトータル

数字でいいますと、強風によるものが４０日間、

延べ１１０時間４５分、それと阪神淡路大震災を

原因とする鉄道の通行どめが１日間、延べ８時間

５６分という結果が出ております。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） まず、悪臭の問題からお聞

きしますけども、白谷さん、お聞きしてた中に７

月の悪臭の原因のやつも調べておられますね。そ

れも壇上の質問の中で言うてます。以前から報告

してるので、それもちょっと後でお答えください。

まず、きょうも朝大分悪臭いたしまして、きょ

う朝小山さんと話ししとったら、きのうの晩も１

１時ごろ臭かったという話で、今白谷さんの報告

によりますと、野積みの搬出による臭気が若干出

るという府の報告を聞いてるんですけども、若干

でもありませんし、搬出が晩の１０時や１１時ご

ろ、それから早朝、こんなときに搬出があるわけ

ないんですよね。そういう大変な状況、悪臭が以

前よりひどくなったんじゃないかと思われるよう

な状況になってます。せっかく市長が申し入れて



くれはったのに、こんな状況になってますね。

きょう朝、早速、質問の前やったのでグリーン

産業の隣のお宅に寄ってきました。大変な悪臭が

してました。大分連日の悪臭で身も心もくたくた

というような状況で、御飯も進まない。ただ、生

きなあかんから食べてるだけやと。もう悪臭の中、

御飯食べてもいっこもおいしくないと、ノイロー

ゼになりそうだというふうに話してくれましたけ

ども、大概のお宅は部屋に入れば余りにおいはし

ないことが多いんですけども、そこのお宅は家ま

でにおいしてましたですわ、きょうはね。

ここは、グリーン産業が牛ふんを野積みしてま

して、それが倒れてお宅に入ってくると、こんな

ことがあったお宅なんですけどもね。とにかく言

うてはったのは、市は助けてくれんのかというこ

とを言われましたですわ。私もほんとにこれを聞

くと、今私だけじゃありませんけども、多くの議

員がこの悪臭問題に取り組んでくれてますけども、

ほんとに前進しないこの状況を心苦しく感じてま

す。

何でこんな問題が起こるんかね。ぜんそくも出

てると。引っ越ししてる方も多いと。せっかく泉

南市、特に楠台、見晴らしもええとこで、関空も

見えていいと。さっき市長が言われましたけども、

元気のあるまちということで引っ越しされる方も

多いんですけど、悪臭が原因で出られる方も多い。

新家は悪臭のせいで地価も下がってるという話を

この地域の不動産屋の方がおっしゃってましたけ

ども、新家というだけで安いですよというような

ことをおっしゃってましたですわ。

私はこう言って、今運動がなかなか進まなくて、

運動というか悪臭が改善できなくて非常に心苦し

い思いをしてるんですけども、市長、その辺の考

え、いろいろ御苦労なさって、府にも申し入れさ

れましたけども、現状変わってない状況をどのよ

うに感じておられるか、お答えください。

○議長（嶋本五男君） 白谷市民生活部長。

○市民生活部長（白谷 弘君） 大森議員の再度の

御質問でございますが、議員御指摘のとおり、今

なお悪臭が発生しておるということも、私承知い

たしてございます。そのため私どもといたしまし

ては、従来より御答弁申し上げておりますとおり、

－１２９－

泉佐野と、また大阪府の環境整備室にすぐ連絡し、

対応に努めておるところでございます。

現時点では大阪府の担当者も、私どもの目で見

ますとかなり頑張っていただいておるところでご

ざいますので、それらを温かく見守っていきたい

なと、このように考えておるところでございます。

それで、７月の１７日という御質問もあったわ

けでございますが、（大森和夫君「１８もやで」

と呼ぶ）１７、１８ね。これにつきましては、私

ちょっと具体的に何が原因かというのは報告を受

けてございませんので、また私どもの環境の方か

ら連絡いただき、後ほど御答弁させていただきま

す。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） この７月１８、１９のやつ

は、質問しますから調べといてくださいと言うと

った分ですよ。これは府に聞いたらすぐ教えてく

れますよ。そんな、報告がないからじゃなくて、

あなた方言うてはるように、府に積極的に動いて

もらうんでしょう。そうやったら府にきっちり連

絡とって、最低、議会で質問しますからという内

容ぐらい聞いといたらどうですか。

これは、晩に臭くて、深夜に電話があったでし

ょう。こういうことを、ここの受付の泊まりの方

は大変な思いで、一晩じゅう苦情を１８日に聞い

てはるはずですよ。その苦情の報告書もある分で

すよ。こういう大変な悪臭の日、深夜に目が覚め

たという方がたくさんおられる。そんな悪臭があ

ったことを市がきっちり状況を把握してないとい

うのは大問題ですよ。

それと、もう１つ言いますけども、これ市長が

府に申し入れてくれはった、市長はちょっと質問

にお答えがなかったんですけども、１７日ですね。

僕たちも地元の自治会長さん８名、７月１７日、

グリーン産業に悪臭防止の申し入れに行ってるん

ですね。１８日の深夜非常に臭かった。これは多

くの市民が怒った理由には、１７日にグリーン産

業に市民が悪臭に対して何とかしてほしいと申し

入れて、グリーン産業も御迷惑をかけてることは

よくわかってますと、何とか改善の方向で努力し

ていきたいとおっしゃった翌日にこういう悪臭が

起こって、地元の住民の方は非常に怒ったと。



私は、それでほんとに自分の非力とか、それか

らグリーン産業はなぜ言うてたことを早速次の日

に守ってくれないんかと怒りを覚えましたけども、

今聞きますと、市長が知事に、府の幹部に申し入

れた同じ日ですわ。その翌日に市内で、晩になっ

たら寝てる方が目が覚めるような悪臭が起こった

と。

市長、これね、残念ながら、市長が府にも申し

入れてくれましたけども、それで市長が改善しな

ければならない問題だとお答えになってくれまし

たけども、こういう状況なんです。ほんとに市民

が苦しんでる状況なんです。先ほどの質問、今の

ことも含めて、もう一度御答弁をお願いいたしま

す。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） その７月の１８ですか、私

が申し入れしたのは１７日でございますから、現

状を十分訴えて、大阪府としても最大の指導、努

力すると、こういうお話をいただいておるわけで

ございます。それとその現象というのは連動して

るものではないとは思いますが、その後、先ほど

部長が答弁しましたように、特に私もあそこをよ

く通りますので、いろいろ現状については見なが

らあれしてるわけなんですが、野積みしている分

は、８月に一部、それから９月、１０月で撤去す

ると。大阪府から指導して、そして相手からもそ

ういう計画で返答されてるというふうに聞いてい

るわけでございます。

大阪府としては、かねてから泉南市あるいは泉

佐野市、田尻も入ってでございますが、強く指導

を求めてきた中で、その立場、要するに農林水産

の方と環境の方と２つあるんですけれども、今は

もう一緒の部になっておりますので、うちは１人

ということでございますから、畜産の振興という

部分と、それから悪臭といいますか、その部分と

両方相まって指導できるわけでございますので、

強く指導をしていただいてるというふうには思っ

ております。

なお、もう少し、この９月、１０月で搬出する

ということでございますから、推移を見ないとい

けませんが、その状況によってはまた改めて、こ

の前私、泉南市として申し入れしましたけども、

－１３０－

また泉佐野市長ともお話をして、連携をとりなが

ら府に対応を求めていきたいと、このように思っ

ております。

〔大森和夫君「市は何とかしてくれないんかと

いう市民の声に対して」と呼ぶ〕

○市長（向井通彦君） 我々は、権限的にはなかな

か至らないものがございますから、やはり行政権

限のあるところできちっと指導をしていただくと

いうことでございますから、それが確実に履行さ

れるように持っていくと、お願いしていくという

のが我々の役目だというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） 白谷さん初め市の職員さん

も頑張ってくれてるのはよくわかってますけども、

府にももっと緊密に連絡をとってもらって、すぐ

教えてくれはることなんで。それで、お盆の悪臭

は、白谷さんの報告があったように、臭気のある

ものを持ち込んだと。これは、臭気のあるものは

持ち込まないというきっちりした約束、この約束

違反なんで、こんなことは大阪府や泉佐野、権限

あるなしの問題じゃなくて、市として十分グリー

ン産業に対して物を言える大問題なんで、そうい

う点もきっちりやっていただきたい。

やっぱり市長がおっしゃるように、府の幹部を

動かして、そういう大きな運動を起こしていかな

あかんと思います。ぜひ引き続き、市長も先頭に

なって悪臭問題に取り組んでいただくようにお願

いいたします。

次に、給食センターの問題をお聞きしますけど

も、平成９年にも改善勧告が出てますよね。これ

に関して換気が不十分であるという指摘がありま

して、市の方では換気扇をつけるというふうに回

答してると、これはそういう報告を受けたんです

けども、この換気扇はちゃんとつけましたですか、

お聞かせください。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 換気扇の件でござ

いますけども、回答についてはそういう回答を当

時出してたと思います。実際、回転がまから発生

する蒸気の換気につきまして、一定検討したわけ

でございますが、現在８カ所換気扇が設置されて

るかと思うんですけども、それに換気扇をふやす



という方法では、建物の構造とか状況からしてこ

れは無理だということで、基本的にはいわゆる換

気用のフードをつけて、ダクトをつけていくとい

うふうなものにしないと完全に防止するというこ

とは難しいと。

御承知のように、給食センターの天井には大き

なはりがついてるかと思うんですけども、そうい

った点で天井全体を一定やらないといけないとい

うことで、現在換気扇の設置ということについて

はいたしておりません。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） 教育長ね、これ平成９年、

保健所からの指導ですよ。換気扇つけなさい。市

の方は、教育委員会はつけますという回答をされ

て、つけてないんです。このままほうっといてい

いんですか。吉野さんの回答では、私の質問に対

して鋭意補修点検を行ってますと回答されてまし

たけども、換気扇、平成９年に受けた指摘がまだ

されていない。こういう状態、どう思われますか。

○議長（嶋本五男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 今、大森議員さんからの

御指摘、前回の議会でも御指摘を受けていた件で

ございます。平成９年度、それから先ほどもおっ

しゃっておられましたように、保健所からの４点

の指摘を受けております。

今、部長がお答えをいたしまして、換気扇をつ

けるということで計画を立ててやっておりました

けれども、現実の問題、簡単な工事ではなかなか

それがやっていけないと。そういうことで給食セ

ンターそのもの自体、先ほども部長の方から答弁

をいたしましたように、全面的な改修と申します

か、そういった形の方向で検討を重ねていかなく

てはいかんということで、これも早急にかからな

くてはいけないわけでありますけれども、財政的

な問題、そういった面も考慮して、我々としても

財政当局と御相談を申し上げた上で鋭意やってま

いりたいと。そのために、先ほど部長の方から言

いましたように、いろんな形の方向を考えるため

の検討を今進めておるという状況でございます。

先ほど御指摘を受けております換気扇について

は、現在のところ現状のままでやっております。

職員の方にも大変努力していただいて、安全でお

－１３１－

いしい給食が子供たちに当たるように努力、精励

をしていただいてるというところでございます。

私も何とか早くという気持ちは持っておりますけ

れども、その辺のところを早急に検討してまいり

たいと、このように思っておりますので、御理解

いただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） 教育長、幾つか教育をめぐ

る情勢、施設の大変さがありますけども、この給

食センター改修、全面的建てかえになるかわかり

ませんけども、この優先順位はどんなふうに考え

ておられますか。幾つか学校施設の改修もあるだ

ろうし、その部分で幾つも幾つも問題がたくさん

あるんですけども、どんな優先順位を考えておら

れるのか。

それから、ほんまに今の状態で給食の安全を守

れるんかどうか。私は給食センターの方にお聞き

しましたら、ことしは雨が少ないんで、結露が少

ないから何とかいけますと。雨があるかないか、

これが給食、食中毒を守れるかどうかの境目にな

っている。こんなひどい話はありませんでしょう。

雨が多かったらどうするんですか。心配でたまら

んということになるんですよ。その辺ちょっと、

ほんとに給食の安全性を保てると思われてるのか、

それと給食センターをどういう段取りで、どうい

う順位で改修、改善を考えてるのか、お答えくだ

さい。

○議長（嶋本五男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） お答えいたします。

確かに給食というもの、これは平成８年のＯ－

１５７の事件以来、全国的にも大変大きな問題と

なってございます。先ほども申し上げましたよう

に、職員の方も一生懸命頑張って安全な給食を子

供たちにということで鋭意努力いたしております。

優先順位ということで言われております。確か

にいろんなもので教育関係についての財政的な問

題がたくさん並んでおりますけれども、これをど

れが第１位で、これが２位というふうに、そうい

う形ではなくて、多少の後先はあろうかと思いま

すけれども、給食についてどうだとか、施設につ

いてどうだとかいう優先順位というそのもの自体

には、我々の方も今この場で優先順位１位がこれ



で、２位でというふうにはちょっとお答え申しか

ねるところがございます。

すべてそういったことに対して全部やっていく

というのは、これは財政状況の厳しい中から、や

はりそれだけの選択をしながら進めてまいらなく

てはいけないと思いますけれども、特に給食に関

して優先順位云々ということでは、今この場でお

答えすることはできかねます。（大森和夫君「給

食の安全性はどうですか」と呼ぶ）

安全性については、ほんとに十分考えてやって

いかなくてはいかんというふうに認識いたしてお

ります。（大森和夫君「大丈夫ですか」と呼ぶ）

やれると思います。

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） これね、そら言われるよう

に教育問題は幾つも問題があるから優先順位をつ

けにくいと言うけど、１番ですわね、これ。こん

なもん食中毒がいつ起こるかわからへんというて

保健所から指摘でしょう。これ１番ですわね。１

番も幾つもあるというふうにお聞きしたいと思い

ます。

あと、市長、これは財政問題が大きなネックで

あると教育委員会がおっしゃってるんですけども、

これはどうですか。ほんとに給食センターの今の

実態を聞かれて、給食の安全性が保てるとお思い

ですか。それと、財政状況がネックというふうに

おっしゃってますけども、それに対するお答えを

お聞かせください。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 児童・生徒が食する食材を

つくっている極めて大切な施設でございますから、

安全第一、衛生第一を考えるというのは当然かと

いうふうに思っております。

したがいまして、大規模改修でやるのか、ある

いはいっそのこと建てかえてしまうのかというの

は、やはり教育委員会で議論いただいて、こうい

うふうにしたいというお話を市長部局、これは予

算措置を含めてあるわけでございますので、その

中で優先順位をつけていただいて上げていただい

て、その中で、予算全体の配分の中で私どもの方

でどれを最優先するかということを決めていきた

いと、このように考えております。

－１３２－

○議長（嶋本五男君） 大森君。

○５番（大森和夫君） 優先順位がつけられないぐ

らい大変な問題が幾つも山積みされてると教育長

は言うておられるわけですよ。

〔発言する者あり〕

○議長（嶋本五男君） 静粛に願います。

○５番（大森和夫君） もう一度、財政問題がネッ

クであると言われているのは、幾つも命にかかわ

るような問題、学校施設の問題もほうっとかれへ

ん問題やと、そういう意味で優先順位がつけられ

ないというふうにおっしゃってるんです。全部が

１位やと、そういう意味やと思うんですよ。どれ

も緊急で、すぐにも要求したい内容やと、そうい

う意味でもう一度お答えしてほしいです。

何分でしたか。５分ぐらいですか。

○議長（嶋本五男君） ４分までです。

○５番（大森和夫君） それをお答えしていただく

のと、あとちょっと時間がないのではしょってお

願いしたいと思うんですけども、南ルートの問題

ですよね。これは、北ルートというか連絡橋がと

まる日にちを中村さんから幾つかお答えしてもら

いましたけども、私が府の方に聞きましたら、そ

ういうふうじゃなくて、簡単に何日ありますかと

お聞きしたら、北ルートが連絡橋がとまった日、

平成６年９月から平成１２年２月まで１０日間で

あると。わずか１０日ですよね。１０日間のため

に連絡橋、２，０００億円から４，０００億円もする

ようなものをつくるというのは、これは市長は理

解を得やすいと新聞記者にお答えになってますけ

ども、私はこの１０日というのは理解しがたいん

じゃないかと。それこそこんな予算を組めるよう

な状況にないと思うんですよね。１０日のために

２，０００億や４，０００億理解が得られるんやった

ら、給食センターつくったりするのはもっと理解

を得やすいと思いますよ。そういうふうな税金の

使い方の点からもお答えしてほしい。

それから、滑走路の問題ですよね。朝日新聞の

記事を紹介いたしましたけども、関空の１期の滑

走路が沈下してると。この間、成田に空港特別委

員会で質問に行きましたけども、滑走路というの

は空港の命ですわね。必死になって成田空港の方

も１本の滑走路を守る努力、そういうお話をして



くれました。そういう努力で今成田空港が成り立

ってると。まさにほんまに空港の命は滑走路であ

るというのを実感したんですけども、その滑走路

に予想を超える沈下が始まってるんです。

ですから、ほんまに今、関空１期のそういう安

全性を守るというのは、南ルートをつくることよ

りもごっつい重大な意義のある、地元の市として

やるべき問題だと思うんです。そういう意味で市

長、お答えください。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、北ルートが閉塞され

た日、これは今披瀝あったとおりだというふうに

思いますが、何もそれだけを想定しているわけで

はございません。いかなることが起こるかもわか

らない自然界でございますから、いかなる状態に

も定時性、確実性をきちっと守るというのが国際

空港の役割であろうというふうに考えております。

したがって、今まで起こった事象というのは、

それはそれなりの見方はあるでしょうが、やはり

これから何十年、あるいは何百年使う空港であり

ますから、そのときにいろんなことが起こっても

代替的に機能を果たせるような施設というのが当

然必要だと。非常にマクロな話でございますが、

そういうことでございます。

それから、これも新聞記事がちょっと違いまし

たので、私は海中トンネルとは言っておりません。

海底トンネルと言っております。記者が間違って

書いたんだというふうに思いますが、それだけは

違いますので。

それと、１期の滑走路の沈下ということでござ

いますが、これは先ほど来から言っておりますよ

うに、島全体が一定の速度で沈んでいくわけでご

ざいまして、これは全体としてカウントをしてあ

るわけ、いわゆる余盛りをしてあるわけでござい

ます。多少の不同沈下はあるにしてもですね。で

すから、それはその時点で計測をやってるわけで

すから、それを修正していけばいいわけでござい

ます。最終的にどの程度でとまるかというのが問

題だというふうに思っております。

したがって、当初予想したとおり終息していく

のか、こういう沈下曲線がおさまっていくのか、

なお沈みつつあるのかというのは、我々も関空会

－１３３－

社にももう少し詳しい資料をくれということを申

し上げているわけでございまして、そういうもの

をいただいた上でさらに検証していく必要がある

というふうに考えております。

したがって、１期の安全対策に万全を期すとい

うのは当然でございますし、これは大阪府・国等

にも要求をしていきたいというふうに思いますが、

それと２期事業の必要性の議論というのは若干別

の議論だと私は思っております。

○議長（嶋本五男君） 大森君。あと２分です。

○５番（大森和夫君） 代替の橋が必要やというの

も安全性の問題だと思うんですよね。そういう何

かのときに安全性が大事だと。それで、あと採算

性の問題は、これは今大事な問題、それこそ今問

われてるような問題だと思います。公共事業の見

直しにしても泉南市の問題にしても、やっぱり採

算性、財政の問題、そういう意味から考えまして

も２期工事や南ルートというのは考え直す必要が

あるんではないかと思います。

それから、関空が今２年間の時限で滑走路の着

陸料を減らすと、まけるというふうに報道があり

ますけども、これはほんとに安全性を優先せえへ

んかったら、何ぼ利用料をまけたって航空会社は

来ないと思いますわ。やっぱり一番大事なんは安

全性、それを第１に考える。それから採算性、そ

ういうことを考えると、やっぱり２期事業、南ル

ートという莫大な公共事業は、生活密着型から今

言いましたような学校施設の改修、それから給食

センターの改修などそういう部分にお金を回すべ

き、そういうふうにまた国や府にも市長は先頭に

なって要求すべきだということを意見に述べて、

質問を終わります。

○議長（嶋本五男君） 以上で大森議員の質問を終

結いたします。

これにて一般質問を終結いたします。

この場で暫時休憩いたします。

午後２時４分 休憩

午後２時６分 再開

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、日程第３、泉南監報告第１０号 例月現

金出納検査結果報告から日程第６、泉南監報告第



１４号 例月現金出納検査結果報告までの以上４

件を一括議題といたします。

本４件に関し、監査委員の報告を求めます。監

査委員 島原正嗣君。

○監査委員（島原正嗣君） それでは、議長の御指

名を得ましたので、ただいまから平成１２年５月、

６月、７月の例月現金出納検査を執行いたしまし

た結果を報告いたします。

地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づ

き、平成１２年５月分は平成１２年７月７日に、

平成１２年６月、７月分は平成１２年８月２１日

に黒須監査委員と私が検査を執行いたしました。

これについては、一般会計、特別会計等収入役扱

い分並びに水道事業会計分の関係資料を中心に、

出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現在高に

ついて収支内容を照合いたしたところ、いずれも

符合しており、出納は適正に行われていたものと

認定いたします。

以上、甚だ簡単でございますが、検査報告とい

たします。

○議長（嶋本五男君） ただいまの監査委員の報告

に対し、質疑等ありませんか。 稲留君。

○２３番（稲留照雄君） 大変長い御経験の島原議

員が監査委員としてこの１年やってこられたこと

に敬意を表します。ただ、これからの監査のあり

方について少しばかり意見を申し上げ、お答えい

ただいて、御賛同いただければ大変ありがたいと、

このように思います。

私も、長い間監査を受けていろいろやった経験

がございますけれども、その監査の結果、理事者

側が本当に反省をして、こうしなきゃいけないな

あというふうに思ったことは、実は非常に少ない

と思います。

今後の監査のあり方については、理事者側は計

画をつくって、その計画を実行して金額が幾ら幾

ら、はい、できましたというところまではいいと

思いますが、その成果について、結果について何

らかのコメントをいただくような監査が必要では

ないかと、このように思います。物づくりをして、

その物が有効に使われたかどうかということです

ね。有効に使われたかどうか。あるいは、いろい

ろなところで……

－１３４－

○議長（嶋本五男君） 稲留君に申し上げます。質

疑ですか意見ですか。

○２３番（稲留照雄君） 質問してるんです。

会議は踊るといいまして、会議はしたけれども、

結果はどうだったかなんてことも報告されること

が少ないと思いますが、成果についてどのような

評価をされているか、できればお答えいただきた

いと、このように思います。

○議長（嶋本五男君） 島原君。

○監査委員（島原正嗣君） お答えをいたしたいと

思いますが、元市長の御質問でございますし、か

なり格調の高い御質問でございまして、私、まだ

監査をさせていただいて満１年たっておりません

が、問題は、今一般的に各行政区の監査の使命と

責任は、特に外部監査等に重点を置くべきではな

いかと、大阪府下の監査委員会総会等でも意見が

出ました。

今御指摘の事業全体についての成果についての

あり方を行政にも評価さすべきではないかと、ま

た監査委員としても調査すべきではないかという

御指摘でございますが、全くそうだと思いますけ

れども、あくまでも監査の使命と責任は、それぞ

れの歳入歳出について適正に行われているかどう

かということが、私は少なくとも第１の目標では

ないかと。第２には、今御指摘の問題についても

将来的にその事業の最終結果がどうであったかと

いうことの反省も込めて、行政の方にも意見の進

言はいたしておるはずであります。

私、これ以上答えますと、どうかなという面も

ありますから、これくらいで御答弁を差し控えさ

せていただきます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で監

査委員の報告に対する質疑を終結いたします。

以上で監査報告４件の報告を終わります。

この際お諮りいたします。本日これより上程予

定の報告及び議案につきましては、いずれも会議

規則第３７条第２項の規定により、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って、本日これより上程予定の報告及び議案につ



きましては、いずれも委員会の付託を省略するこ

とに決しました。

次に、日程第７、議会報告第１号 関西国際空

港全体構想反対決議の白紙撤回にからむ市空港関

連事業に関する調査についてを議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。真砂君。

○関西国際空港全体構想反対決議の白紙撤回にから

む市空港関連事業に関する調査特別委員長（真砂

満君） 報告の前に参考資料を配付させていただ

きたいと思うんですが、お許しをいただきたいと

思います。

○議長（嶋本五男君） お回しください。

〔資料配付〕

○議長（嶋本五男君） 関西国際空港全体構想反対

決議の白紙撤回にからむ市空港関連事業に関する

調査特別委員会委員長 真砂 満君。

○関西国際空港全体構想反対決議の白紙撤回にから

む市空港関連事業に関する調査特別委員長（真砂

満君） 議長から報告の旨の指名を受けましたの

で、ただいまから関西国際空港全体構想反対決議

の白紙撤回にからむ市空港関連事業に関する調査

特別委員会における現在までの調査経過と、その

概要を御報告いたします。

本調査特別委員会につきましては、平成９年第

２回臨時会において設置され、関西国際空港全体

構想反対決議の白紙撤回にからむ市空港関連事業

に関する調査について、閉会中の継続審査として

付託されました。

それを受け本調査特別委員会は、付託された所

期の目的を達成するために鋭意慎重に調査を行っ

てまいりましたが、結果的には本定例会までに調

査の終結を見るに至らなかったものでございます。

したがいまして、今回の報告につきましては、平

成１０年第２回定例会において報告いたしました

中間報告から今日までの調査概要の報告であるこ

とを御了承いただきたいと存じます。

なお、報告に当たり、お手元に御配付いたして

おります資料を参考にしていただきたいと存じま

す。

それでは、本調査特別委員会における審査の概

要について、順次御報告を申し上げます。

初めに、本調査特別委員会の設置については、

－１３５－

百条調査になじまないなどの議論があった中で設

置され、その意を受けて調査の内容についての協

議の過程では、その範囲等について委員間で議論

がありました。そして、協議の結果、本調査特別

委員会として調査範囲及び調査項目を平成６年３

月定例会における反対決議にかかわる背景調査並

びに平成６年６月定例会における白紙撤回にかか

わる背景調査を調査項目に決定した経緯がござい

ます。

なお、平成１０年第２回定例会での中間報告で

は、反対決議における背景調査までの調査の概要

を御報告申し上げておりますので、今回はそれ以

降の本調査特別委員会における調査の概要を順次

御報告申し上げます。

まず、本調査特別委員会中、第１２回協議会を

平成１０年７月２日に開催し、その協議会におい

て２つ目の柱である調査項目の白紙撤回に係る背

景調査として、白紙撤回決議提出に至った背景調

査、並びにその背景調査として白紙撤回にかかわ

る行政などからの働きかけ、要請の有無の調査と

して、白紙撤回決議の提案者及び行政側からは市

長を参考人として招致し、意見を聴取することを

決定いたしました。あわせて、各委員から提出の

参考人に対する質問項目について、正副委員長に

おいて取りまとめを行った上で、次回協議会にお

いて質問項目について協議する旨の決定を行いま

した。

次に、第１３回調査特別委員協議会を７月１３

日に開催し、前回決定の参考人に対する各質問事

項の取りまとめについて協議を行い、参考人に対

する質問項目として、白紙撤回決議の提案者に対

しては、前回の参考人招致のときの反対決議の提

案者に対する質問と同様の質問内容とし、また行

政側参考人に対しては、白紙撤回決議にかかわっ

ての行政のかかわり、働きかけの有無及び一連の

新聞報道の事実確認と、その中で他の機関からの

白紙撤回にかかわる要請の有無などを主な質問内

容として意見聴取を行うことを決定いたしました。

また、あわせて調査のため当該調査特別委員会を

７月末までに開催する旨の決定を行いました。

続いて、第３回調査特別委員会を７月２８日に

開催し、前回までに決定していました２名の参考



人を招致し、本調査の柱となる平成６年６月定例

会における白紙撤回決議に係る背景調査として、

その白紙撤回決議の提案者に対し、白紙撤回に至

った経緯、白紙撤回に係る行政などからの働きか

けの有無などの意見を聴取いたしました。また、

行政側の参考人に対し、白紙撤回に対する行政と

のかかわりと、一連の新聞報道との事実確認と、

他の機関からの要請の有無等について意見の聴取

を行いました。

なお、参考人の意見陳述の聴取の結果、白紙撤

回の決議提出に当たっては、議員間での自主的な

判断のもと提出されたものであり、あわせて行政

を含めた他の機関からの働きかけ、要請などはな

かったとの意見陳述でした。

また、委員会終了後、協議会に変更し、当調査

特別委員会としての今後の調査の日程等について

協議を行いました。

その結果を踏まえ、第１５回協議会から第１７

回の協議会については、調査終結に向け調査のま

とめについて協議を行いましたが、その中で質問

者に対し参考人の意見陳述の中で具体的な内容の

回答がなされなかったとのことから、２度にわた

り参考人に対し文書回答を求めたものであります。

また、この協議の中にあって、反対決議から白

紙撤回の間の３カ月間において東京陳情がなされ

ているが、その旅費について、旅費の執行問題が

惹起し、その後の平成１１年１２月２１日の第１

８回協議会において、以前の協議の中にあって東

京陳情については百条調査になじまないとの結論

であるが、その東京陳情が行政側からの発議によ

るものか、また議会からの発議によるものかを確

かめる必要から、行政側から当時の市長公室長、

議会側から当時の空港問題対策特別委員会委員長

を参考人として招致し、意見を聞くことに決定し、

各会派において質問項目を取りまとめの上、提出

することに決定いたしました。その後、参考人招

致に向け３回協議会を開催し、各委員の提出の参

考人に対する質問項目の協議、集約を行いました。

次に、第４回調査特別委員会を平成１２年５月

２日に開催し、参考人を招致して意見の聴取を行

いました。参考人の意見として、東京陳情につい

ては、陳情には参加していないので具体の内容等

－１３６－

については一切関知していないとのことであり、

また白紙撤回にかかわって他からの要請などはな

かったとのことでした。

なお、行政側の参考人については都合により欠

席の届け出がなされたので、委員会終了後、協議

会に切りかえ、今後の対応について協議を行い、

調査のために議会側の参考人の意見聴取のみで調

査が十分可能かどうか協議する中で、どうしても

行政側の意見を聞くべきであるとのことで、行政

側の参考人として、再度当時の市長公室長の出席

を求めることに決定いたしました。

次に、第２３回協議会を過日の８月２５日に開

催し、再度参考人として招致した行政側の参考人

にあっては、再度欠席であるとの結果の報告をし、

ついては本調査特別委員会としての今後の対応に

ついて協議を行いました。その結果、調査の終結

に至っていない中にあって、本調査特別委員会と

しては今期の任期終了まで精力的に調査を続行す

るものとし、その内容にあっては、引き続き東京

陳情時の調査を行うものとして、行政側から市長

を、また議会側としては当時の議長を参考人とし

て招致し、意見を聴取する旨の決定がなされまし

た。

本調査に当たり、今日まで委員会は４回、それ

に付随する協議会は２３回開催し、慎重に調査を

行ってまいりました。

甚だ簡単ではございますが、以上が本調査特別

委員会の現在までの調査の概要であります。

なお、本調査特別委員会に付託されております

調査については、先ほど申し上げましたように、

いまだ終結に至っておりませんが、本定例会は任

期最後の定例会でございます。本調査特別委員会

としては、今期の議員任期の期限である平成１２

年１０月２７日まで精力的に閉会中の調査として

鋭意調査に努めてまいる所存でございます。その

結果は、委員会の報告書としてまとめ、皆様方の

お手元に送付させていただくことを御了承願いま

す。

以上で調査特別委員会の報告を終わらせていた

だきます。

○議長（嶋本五男君） ただいまの委員長の報告に

対し、質疑等ありませんか。 小山君。



○２番（小山広明君） この調査委員会が持たれま

して、行政とのかかわりがどうかということを中

心に調査をされたと思うのですが、この問題を状

況的に振り返りますと、ちょうど平島市長がお亡

くなりになって、その後市長が当選されたと。

私は今、記憶にあるんですが、市長が当選され

て初めての空港委員会で、その当時は反対決議が

上がっておった状況の中で、市長としてはこの反

対決議を白紙にしてほしいというんか、そういう

ような発言があって、私はそのとき、当時は議会

としての意思を尊重するべきであって、そういう

議会で出た決定を撤回してほしいというのは問題

だという発言をしたことを今覚えておるわけです

が、その後、次の６月議会でこの問題が白紙撤回

されて、いわゆる議員に議員がお金を配って贈収

賄事件として、２人の議員が今ここにおらないわ

けですけども、やっぱり市長の明確な議会決定に

従わないという、そういう姿勢が議会の中でそう

いう事件を起こす背景になったわけですから、行

政がこの白紙撤回に対して何ら関係がないという

市長の証言だけでは、なかなか私も納得しません

し、市民もそういう状況を考えれば納得しないわ

けですから、この調査についてはやはりもう少し、

市長側だけの証言しかとれておりませんし、肝心

の当時の空港の責任者はそういうことを一切知ら

ない中でこの事件が起こっておりますから あ

の東京陳情の問題ですね。

そういう点では、この問題はこの任期中には解

決しなかったわけですけども、ぜひ次の議会に調

査が継続されるような方向が私は望ましいんでは

ないかなと思うので、今委員長から、なおこの議

会が終わっても当時の議長、また再度市長に意見

を聞くということが報告されましたけども、その

点について委員長としてこの問題を、市民が負託

した次の新しい議会に対して委員長としてはどの

ような御希望を持っておるのか。その辺をひとつ

お尋ねをしておきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 真砂君。

○関西国際空港全体構想反対決議の白紙撤回にから

む市空港関連事業に関する調査特別委員長（真砂

満君） 先ほど報告いたしましたように、本調査

特別委員会の調査の内容は大きく２点でございま

－１３７－

す。

１点は、平成６年３月議会における反対決議に

かかわっての背景調査、そして第２点が、今小山

議員がおっしゃられました平成６年６月議会にお

ける白紙撤回にかかわっての背景調査でございま

す。上段の部分については、既に中間報告で御報

告をしているとおりでございまして、後段の部分

がいまだ調査の終結に至っていないということで

ございます。

ただ、今小山議員がおっしゃられました市長が

どうのこうのという問題でございますけれども、

これは市長としては政治家でございますから、ど

ういう考えを持つかはその市長の考え方であると

いうふうに思っております。

それで、調査が継続をしていない、今後どうす

るんだということでございますけれども、さきに

も御報告申しましたように、任期が１０月２７日

まででございますので、どこまでできるかどうか

は別といたしましても、我々に課せられた期間中、

精力的に調査を行っていきたいというふうに思っ

てます。

ただ、定例会としては今議会が最後でございま

すから、この定例会という場で最終的な報告がで

きるのはきょうしかなかったということでござい

ますので、その期間中に鋭意調査ができて終了で

きれば、それはそれでいいというふうに思ってま

すし、できるだけそれに近い形での調査を鋭意続

けていきたいというふうに思ってます。

ただ、後の部分につきましては、我々は次に選

挙を迎えて改選されますので、私自身もどうなる

かわかりませんし、そのことで縛りをかけるとい

うのもいかがなものかというふうに思ってます。

ただ、今も御報告を申し上げましたように、委員

会としての報告書をまとめたいというふうに思っ

てますので、そのまとめたものをもって次期改選

される方が御判断をいただきたいというふうに思

っているところでございます。

以上です。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

件に対する質疑を終結いたします。

本件については、ただいま委員長の報告のとお

り了承することに御異議ありませんか。



〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って、本報告については、委員長の報告のとおり

了承することに決しました。

次に、日程第８、報告第１号 専決処分の承認

を求めるについて（平成１２年度大阪府泉南市老

人保健特別会計補正予算（第２号））を議題とい

たします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第１号、専決処分の承認を求めるについて（平

成１２年度大阪府泉南市老人保健特別会計補正予

算（第２号））について御説明申し上げます。

議案書１ページをお願い申し上げます。専決理

由でございますが、平成１１年度老人保健医療費

概算交付金及び審査支払手数料概算交付金の額が

決定されました結果、平成１２年５月３１日をも

って超過額２０５万７，０００円の返還が生じまし

たため、不足額の予算措置を必要とし、地方自治

法第１７９条第１項の規定により専決処分したも

のでございます。

３ページをお開き願います。第１条、歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ２０５万７，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ４３億８，３１１万円とするものでございます。

歳入歳出の明細につきましては、７ページから８

ページに記載のとおりでございます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。よろしく御承認賜りますようお願い

申し上げます。

○議長（嶋本五男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） 今、蜷川助役の方から簡単

な御説明があったんですが、この専決理由の中に

もありますが、１１年度老人保健医療費概算交付

金及びとなっておりますので、この２つに分けて

明細を御説明いただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

－１３８－

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） こ

の返還金の明細でございますが、諸支出金の返還

金の明細は、支払基金の返還金が１２０万円ちょ

うど、そして大阪府の負担金の返還金、これが８

５万７，０００円となってまして、合わせて２０５

万７，０００円の返還金と、内訳はそういうことで

ございます。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） だから、それは今歳出のと

ころをそのまま読み上げたと思うんですが、いわ

ゆる専決理由の中にあります交付金と、それから

審査手数料概算交付金と、及びになっております

から、ここをもう少し分けて御説明をいただきた

いんですが。

○議長（嶋本五男君） 谷健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（谷 純一君） こ

の平成１１年度老人保健医療費の概算交付金、こ

れは先ほど言いました大阪府の医療費の負担金の

意味でございます。そして、審査支払手数料の概

算交付金、これにつきましては、支払基金の返還

金で１２０万円と言いましたけれども、その分で

ございます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより報告第１号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って報告第１号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第９、報告第２号 平成１１年度泉

南市土地開発公社経営状況についてを議題といた

します。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。蜷川助役。



○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第２号、平成１１年度泉南市土地開発公社経営

状況について御説明申し上げます。９ページをお

願いいたします。

泉南市土地開発公社定款第１８条第１項第３号

の規定により、平成１２年７月２１日開催の理事

会におきまして平成１１年度会計の決算が認定さ

れましたので、地方自治法第２４３条の３第２項

の規定により、これを報告するものでございます。

主な内容について御説明申し上げます。１５ペ

ージをお願いいたします。事業外収入といたしま

して５億３，６６８万３，８７１円、中ほどの欄でご

ざいますが、これが市に売却した収入でございま

して、収入合計額は、借入金、事業外収入を含め

まして７億６，７５２万９，７７４円であります。

次に、支出といたしまして、１６ページに記載

いたしておりますとおり、土地取得費１億６，３８

３万９，４７４円を公共事業用地として先行取得い

たしました。先行取得の内容は、砂川樫井線、信

達樽井線道路新設改良用地、市場岡田線の各用地

の取得であり、支出合計額が最下段８億８，２１０

万５，９４６円となっております。

平成１１年度末土地保有高の詳細につきまして

は、１７ページと１８ページにお示ししておりま

すとおりでございます。

なお、平成１１年度の当期損失は１３ページの

最下段にお示ししているとおり１，４０７万４１２

円となりましたので、御報告申し上げます。

以上、甚だ簡単でございますが、土地開発公社

の経営状況報告でございます。よろしく御承認賜

りますようお願い申し上げます。

○議長（嶋本五男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） これは前のときに議論をし

とったんですが、いわゆる明細の方の一番最後尾

にあります１６、１７、１８という部分ですね。

旧持家制度用地、それから鳴滝第一保育所用地、

廃棄物処分用地という、これが本当の土地を買っ

たときの取得原価と、その後金利がどれぐらいか

さんでトータル トータルはこれ合っておるん

ですが、そこを括弧づきでもいいからきちっと書

いといてくださいよということを言って、そうし

－１３９－

ましょうということを言われたので、この辺の説

明をいただきたいと思います。

それから、昭和６３年とか４８年とか、こうい

う、塩漬けを超えて下の底が抜けたような問題が

あるんですが、この問題は一体どうするんかです

ね。これ、理事会でどういう議論がされたのか。

理事会というのは、市の幹部と理事会のメンバー

が全く同じですから、よりその辺はきちっと自覚

をして議論せなあかんと思うんですね。そら批判

は当然ありますよ。同じ人間が違う組織、対立す

る組織におるわけですから、その辺はやっぱりど

ういう議論がちゃんとされたのかということが議

会にも市民にも見えないかんと思うので、これは

蜷川理事長はこの理事会には出席されたんですか。

されたんであれば、特に新しい目でどういう議論

がされたのか、当然何にもなしにシャンシャンで

終わってることはあり得ないと思うので、その辺

の御報告をいただきたいと思います。

それから、金利の分で、１６ページの歳出の部

分で金利が、支払利息が２億２００万ということ

になる。これは金利が、今回ゼロ金利が少し金利

がつくようになりましたんですが、金利が上がっ

てくれば当然この金利は上がってくると思うので

すが、この辺の支払利息の問題で、今年度とか次

年度とか、そういう金利状況をどのように見てお

られるのか。ここが大変ふえてくると思いますの

で、その辺の御説明をいただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 前田土地開発公社局長。

○土地開発公社事務局長（前田佐智雄君） 私の方

から、御指摘の３点のうち２点お答えさせていた

だきたいと思います。

まず、１番目の１８ページに記載いたしており

ます１６、１７、１８、平成９年、平成９年、平

成９年というふうに取得の状況を書かしておりま

すけれども、何回も本会議でも御議論申し上げた

んですけれども、公社が旧開発協会の土地を引き

取ったのが平成９年であるという観点で平成９年

というふうな書き方をさせていただいております。

ただし、理事会あるいは評議員会では、決算書

の別様として、議員御指摘のような旧持家制度に

つきましては昭和４７年取得、鳴滝第一保育所、

あるいは産業廃棄物用地ですか、この用地につい



ては４８年取得の物件でございますので、別様で

議員御指摘のような記載はとらしていただいてお

ります。

そして、もう１点、金利の動向ですけれども、

史上最低の金利と言われた時代が徐々に終わろう

とし、最近若干金利が上がりました。その中で、

平成１１年の１０月からごく最近まで１．５７５の

金利で我々の方が借り入れをさせていただいてお

りましたけれども、この先１０月からは前の金利

１．８７５に戻るというふうに我々の方は考えてお

ります。

その中で、金利全体としては現在２億２００万

ぐらいの金利の総支払いを行っておりますが、０．

何ぼの上昇ですので、年間にして約２，０００万の

金利が上がるのではないかというふうな推計を立

てております。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 長期保有土地の取り扱いに

ついてお答え申し上げます。

７月２１日に理事会が行われまして、理事会で

も議論をしていただきましたが、理事会の前に評

議員会、これは議会の議員の方々が委員に御就任

をいただいておりますけども、ここにお諮りをい

たしております。

公社の長期保有土地の取り扱いにつきましては

これまでも検討を進めてまいっておりまして、こ

としの４月には、前回の定例会でも私、御答弁申

し上げましたけれども、自治省あるいは建設省か

ら一定の方針、取得した土地をいたずらに放置す

ることなく積極的な利用について検討すべきであ

るというような方針も出されておりますので、こ

の方針をも踏まえまして、公社の長期保有土地に

ついて一定の取り扱い、例えば長期保有地で事業

化が望めず、他の事業用地として用途変更が望め

ないような土地につきましては、損金の処理が可

能な範囲で売却を行っていくというようなことで

御議論をいただきました。

その席上、公社が売却できるかどうかというこ

とについて、法的な根拠も含めてきちんとすべき

だというふうな意見が出されましたので、それに

つきましてその後検討を重ねているという状況に

－１４０－

ございます。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 別添で示してるって、ここ

へ示してくださいよ。どういうことか、別添で示

したものを。ここへつけていただければそれはい

いですけどね、理事会に別添でつけられても、こ

こはわからないんで、言えるでしょう、これは、

簡単にね。

それと、１７番もこれは言えるんでしょう。金

額的には大きいからね。金利はわずか１，１００万

ですが、仕入れ原価みたいなことは２億８，５００

万になってますけど、これも相当金利の方が高い

はずですから、この辺もちょっと判断するのにお

示しをいただきたいと思います。

それから、これは法的な云々ということで理事

会でもあって、建設省なり自治省の処分という問

題があるということで、長期保有のものについて

は処分を考えるようにという、簡単に言えばそう

いうことだと思うんですが、その中で、前にも議

論があって、この６番目の樽井駅前広場代替用地

ですね。これ、８，０００万で買ったものが現在４

億円ぐらいになっとるんですね、簿価というのか。

こういうものが象徴的にここにちょっとあるの

ですが、これは市長も本会議でも答弁しとるんで

すね。処分については自治省にもお願いして、ど

ういうことでやるのか僕はわかりませんけども、

損切り、損が出た部分をどうするのかということ

ですね。これ、方法があるんですかね。どういう

方法でこの損を埋め合わせれるのかね。とても今

の財政状況でもできないし、そうかといってどん

どんこれから金利が上がってくる状態で、この４

億円がどんどん上がってくるわけでしょう。これ

は金利を払っとるわけですね、銀行に。

これ、僕は社会問題になると思うのは、全国の

銀行、自治体がね、市が買い取らない限りは銀行

のまるっきり１００％損ですよ。銀行がもし倒産

したら、この責任は市町村が、自治体が銀行をつ

ぶしたという社会状況になると思いますよ、これ。

そうでしょう。借って、普通のとこだったら借り

たら返さなあかんですね。借りるお金まで銀行が

貸しとるんですわ。



だから、銀行がつぶれなかったらそれでいいん

でしょうけども、銀行がつぶれてお金がないとい

う場合に、地方自治体が借りたまま 借りたと

いうのは土地を買ったときにはもう払ってるから

ね、地主に。銀行は今度返してもらうのは、市が

買わない限りは銀行が金を貸して銀行に金利を返

してるわけですから。そういうような社会問題も

やっぱり惹起すると思うんです、この問題。知ら

ないからね。僕は議員になるまでこんなやり方が

あるなんて全然知らなかったですね。

これは、仮に市町村も担保を取っとれば、土地

を取っていってくださいと言うたら済む話ですわ

な。担保も設定してないわけやから銀行も大変だ

と、金融的なパニックになってきた場合に。そう

いう問題もやっぱり惹起するわけでして、それは

回り回れば多くの国民、市民にやはり負担さしと

ると思うんですね。銀行というのは民間であるけ

ども、半公的な機関ですから、そういう点では地

方自治体がちゃんと間違いのない計画を立てて買

い取るということで、銀行もそれをまるっきり信

用したんですね。地方自治体を信用しないところ

はないと思うんですが、その信用して貸したのに、

２０年たってもまだ買い取ってもらえない。それ

は、市民から預かったお金をそういうように注ぎ

込んどるわけですね。これが議会のチェックも大

変甘いから、とにかく行政裁量でやはりどんどん

先行買いしていくと。

そういう問題を考えるときに、この問題はそれ

こそ、ほかの議員もありましたが、すべてオープ

ンにして、市民にこのような実態もオープンにし

た中で、市民の批判の強い中で解決していかない

と、今みたいに市の行政職員が公社の理事でもあ

るなんていうことだったら、どこもチェックでき

ないわけですから、こういう問題はもっとわかり

やすく市民的な感覚の中でこの情報を出して、や

はり厳しい環境の中で解決していかないと、なか

なかこれは解決しないと思うんですよ。

これはある意味で市民の責任にもなるみたいな

とこで、議会があるわけですからね。そういう点

で、この問題はみんなでどうしようかと考えない

かん問題を持っとると思うので、蜷川さん、この

問題はもう少しこういうものの構造、問題点も含

－１４１－

めて、やはり情報をちゃんと市民に出すというこ

とをしないと私は解決の方法がないと思うんです

が、例としては６番の樽井駅前広場代替用地のこ

の問題ね。これは全く代替用地としてもずさんな、

全くこれはもう利用見込みもないでしょう。こう

いう問題も含めて、ちゃんと市民の前に私は明ら

かにするべきだと。

前にちょっと提案したんですけど、そこへ買っ

といて、この土地は買った原価が８，０００万です

と。現在、金利を払ったトータルが４億円になっ

ておりますということを全部やはり長期保有土地

については看板を立てて、これは市が買った土地

ですと、公社がね。そういうふうにやっぱり市民

が関心を持てるような方法を私は大胆にすべきだ

と思いますけども、いかがですか。

○議長（嶋本五男君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 土地開発公社の長期保有土

地の問題につきましては、今議員御指摘のような

問題点が多々ございますので、非常に全国的な問

題であるということで、自治省、建設省とも非常

に問題視しておりまして、基本的な考え方、今後

の取得のあり方も含めて通知を出しておるわけで

ございますけれども、今御指摘ございました理事

会のあり方等々につきまして、基本的に理事会の

前には、議会の議員の皆さんで構成されておりま

す評議員会にかけるようにしておりまして、売却

等基本的な公社の方針につきましては、この評議

員会にも諮り、評議員会の御意見も伺いながら理

事会にかけていくというようなことにしておりま

すので、市民の皆さんにも御理解いただける機会

はあろうかというふうには考えておりますが、現

在の評議員会あるいは理事会のあり方について問

題があるということでございましたら、これにつ

きましても一定の検討を加えてまいりたいという

ふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） ほかに。

〔小山広明君「前田さん、別添問題」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 前田土地開発公社局長。

○土地開発公社事務局長（前田佐智雄君） 評議員

会に別添でお示しした内容でございますけれども、

旧持家制度用地につきましては、取得年度昭和４

７年、取得原価が１億５，０４９万１，６４０円、支



払利息が６億８，２６９万９，２２６円、合わせて８

億３，３１９万８６６円。

あとの保育所とか産業廃棄物用地も大体このよ

うな内容の額になっております。（小山広明君

「取得原価だけ言うて」と呼ぶ）取得原価は、鳴

滝第一保育所用地については５，７８９万６，２１０

円、廃棄物処分場用地については１億３，８２４万

３，０００円。

以上、３事業についての説明を終わらせていた

だきます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 私は、蜷川さんが今答弁し

たのは何を言ったんか全然わからないんですけど

ね。私は、この問題はもっと市民にもこの問題性

を、長い年月でやってきたことですから、もう少

し構造をちゃんと説明して、市民の厳しい批判の

中で解決していかないと、今の職員、また同じメ

ンバーが公社の理事ということでは、なかなかそ

れはできないですよ。

この問題は市民全体の問題でもあるわけですか

ら、こういう問題性をやはり市民にきちっとわか

るように市の広報なりでやって、解決はこれは何

ぼ国に頼んだって延べ払いにするぐらいの話でし

ょう。棒引きにすることはないわけですからね。

そうかといって国が全部持ってくれることもない

でしょう。まあ起債みたいにしてくれるんでしょ

う。もうちょっと長い、ロングで月賦みたいにし

て負担しなさいよぐらいなもんですわ。国かて、

そんな棒引きにできんわけですからね。

そうすると、いずれにしてもこれは市民が今す

ぐ払うのか、長期的に払っていくのかの問題は残

ると思いますけどね。そういう点では、この問題

はいずれにしても市民の大きな負担になるわけで

すね。そういうことを含めて、ちゃんとやはり情

報公開を、わかる形でですよ。なかなかあなた方

のさっき言う協会が公社に変わった段階で、もう

それで原価が消えてしまっとるんですね。

こんなことすべきでないんですよ。問題はちゃ

んとはっきりわかるようにしておかないと解決は

なかなか難しいわけですから、自分で自分のほっ

ぺたをつねるというたって、それはきっちりつね

られんわけですからね。やはり厳しい批判の中で

－１４２－

行政運営をしていく。財政問題でも全部そうです

わ。

そういうことで、この問題は特にわかりにくい

問題なんで、よく市民にわかるようにこの内容を

説明して、まあいえば最終的にはこの損切りは市

民の負担にならざるを得ないということも含めて

ちゃんとやらないと、市民は関心持ちませんよ。

そういうことを問うたんですから、ちょっとあな

たの答弁、何言ってるんかわからないんで、ごめ

んなさい。

○議長（嶋本五男君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 再度の御質問にお答え申し

上げます。

理事会の構成が職員ばかりであるというふうな

御批判もございましたので、理事会、評議員会の

あり方について私、御答弁させていただいたつも

りでございますけれども、ただいま申し上げまし

たようなことで、土地開発公社の問題、非常に関

心を呼んでおりますし、昨今の情報公開の流れの

中で、市だけではなく外郭団体についても公開し

ていこうという流れがございますので、土地開発

公社につきましても情報公開につきまして検討し

てまいりたいというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 検討じゃなしに、この問題

はちゃんとそういうようにやってくださいよ。や

りますということでしてもらわないと、検討とい

う問題じゃなしに、これは大変な問題で、はっき

りしてますよ、数字も出とるわけですから。いず

れにしても市民の負担を求めないといけない、そ

ういう問題ですわ。だから、そういう点で検討じ

ゃなしに、ちゃんとこの問題については、市民が

わかる形で情報をきちっと市民に公開してもらい

たい。

私が提案したそういう具体的な市の土地には、

ちゃんと囲いも入れて、ここは公社の土地ですと、

ここは取得原価で こういうものもちゃんと１

つの方法として関心を持ってきますから、そうい

うことでやっていただきたいし、やっぱりある土

地ですからね、子供の遊び場にしてあげるとか、

ちょっと木でも植えて気持ちよくするとかね。ど

こでもほったらかしの草ぼうぼうじゃないですか、



あれ全部ね。そういうのは一体、わからないです

よ、何がどういう土地なのか。そういうことも含

めてちゃんとやってもらいたいと思うんですが、

もう答弁いいですけども、そういうことでお願い

しますよ。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） １４ページに負債合計１

３２億６，４００万、大変な額になっているわけで

すが、他市でも大変でしょうけれども、とりわけ

泉南市ではこの総額、大変な額だというふうに思

うんですよ。これ全部いわゆる借金ですよね。市

長はよくダイヤモンド社の、あるいは東洋経済の

泉南市の位置について言われるんですが、ちなみ

にお伺いしたいんですが、この借金総額ですね、

土地を先買いした。これについては、大体額とし

てどのような全国的な位置にあるのか。

過日、ある新聞で県庁所在地で開発公社のいわ

ゆる塩漬け用地を持っているところの借金総額、

この順位が出ておりました。県庁所在地だけでし

たけれども、たしか静岡がベストテンだったと思

います。ここは１５８億だったというふうに思っ

てるんですが、泉南市の位置ですね、どの辺にな

るのか。市長、わかっておればお示しをいただき

たいなというふうに思います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） これは先ほど上山議員と議

論した冊子には載っておりませんで、去年の全国

都市データブックというそれの総版があるんです

よ、私持ってますが、こんな分厚いやつですね。

その中に債務といいますか市債、公社の分で入っ

てたかどうかちょっと確認しないといけませんが、

それにいろんな債務残高、あるいは人口１人当た

りの債務の額、そういうランクがございますので、

今ちょっと手元にございません。私の部屋にあり

ますから、また後ほど見ていただきたいというふ

うに思います。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 静岡のベストテンの額、

先ほどちょっと言いましたけれども、その辺と比

較していただいても大変高い額だと。そういう額

の高さでいけば、借金額の高さでいけば、まさに

泉南市の固有の懸案事項だろう、こういうふうに

－１４３－

思うんですよ。全国でもありますけど。

そういう点を踏まえて質問に入りたいと思うん

ですが、最近、私不勉強で申しわけないんですが、

何かこの開発公社の管理や運営、あり方について

国の方から指導文書といいますか、通知というの

が出ているということだったんですが、その名前

と中身について、特にどういう点が指摘をされて

いるのかですね。ちょっと後学のためにお教えを

いただきたい、こういうように思うんですが。

〔和気 豊君「助役さんがわかっているように

言われたんで、助役に聞きたいんやけど」と

呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 前田土地開発公社局長。

○土地開発公社事務局長（前田佐智雄君） 時代の

趨勢として、土地開発公社が非常に厳しい目にさ

らされていることは事実でございます。その中で、

議員御指摘の指導の中身なんですけれども、これ

は事務管理から、あるいは役員の設置方法、もう

あらゆる公社の中身についての指導を受けており

ます。

その中で特に国として力を入れている点につき

ましては、私ども泉南市の土地開発公社が従来か

ら考えておりました保有地の売却、それと暫定利

用。暫定利用することによって収益を確保し、損

失というんですか、余り公社経営を圧迫しないと

いう、この２点が大きな指導の内容だと、このよ

うに理解いたしております。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 自治省、建設省、両省から

の通知という格好で出ておりますけれども、これ

は先日土地開発公社の評議員会でもお配りをさせ

ていただきましたけれども、基本的に土地開発公

社の経営改善のための通知ということでございま

して、１９７２年８月に同様の通知が出ておりま

す。公有地拡大推進法の趣旨を自治体に周知させ

るためということでございますが、これの改訂版

ということで今回通知がなされてございまして、

名称は「公有地の拡大の推進に関する法律の施行

について（土地開発公社関係）の改正について」

という通知文でございます。

基本的内容でございますが、先ほど来申し上げ



ておりますような塩漬け土地の積極的な売却であ

るとか、公社と自治体の土地の取得の関係、買い

取り予定時期や買い取り予定額、そういうことを

明示した用地取得依頼契約を書面で交わせとか、

あるいは用途をあいまいにして土地を取得しない

とか、そういうようなことを基本に書かれておる

通知でございます。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） それでしたらいただいて

おりました。申しわけありません。

今、細かい点をいろいろ言われたんですが、泉

南市の長期保有地の処分にかかわっての条項とい

うことならば、これはやはり開発公社をつくった

地方公共団体が、それについて、売却についての

明確な処理方針を持たなければならない、特に１

０年以上の長期保有地については。もう１０年た

つやつについては、この１２年度中にも、１２年

の３月３１日で１０年を迎える土地については、

１２年度中にも方針を立てなければならない。義

務規定ではないですが、検討することと、こうい

うことになってるんですが、例えば先ほど小山さ

んからお示しのありました１６、１７、１８です

ね。これは最初協会で買うて、公社に移転をした

けれども、いえばうちは２本立てで建物と土地で

行きましたから、協会と公社ということで２本立

てでつくっておりましたが、ほとんどが一本で行

っているということで、そういうことになれば、

これは昭和４７年に購入したと。もうあらかた３

０年前後たっていると、こういう土地ですよね。

ということは、これは早急にこの１２年度中に、

１０年でもう方針を持って明確にせないかんとい

うことになってるわけですから、当然これについ

ては今年度中にはっきりとしなければならない。

余り先送りするということは望ましくないという

ふうに思うんですが、そういう点で年度を限って、

今年度中に特に１０年以上たっている長期保有地

については方針を出せると、こういうことについ

てはどうなんでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま申し上げました通

知は、ことしの４月に発布されたわけでございま

すけれども、本市の土地開発公社におきましては、

－１４４－

これまでから長期保有地のあり方、有効活用です

とか処分ですとかについて検討を加えてきており

まして、その検討の過程といいますか、一端をこ

の７月の評議員会に諮らせていただいたものでご

ざいます。その段階で若干の注文と申しますか、

指摘もございましたので、それを踏まえてさらに

検討を今重ねているところでございます。早期に

処理方針を確定し、進めてまいりたいというふう

に考えております。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 私どもの任期はこの１０

月２７日をもって終わるわけですが、まだ１２年

度は来年の３月３１日まで続くわけですが、そこ

で検討された結果というのは、当然評議員会に、

いわゆる議会の意思を一定反映させていただくと、

変更も含めて、そういう余地はあるんでしょうか。

もうあくまでも地方公共団体はということになっ

ておるんで、理事会で、いわゆる公社の執行機関

で処理をされていくということなのか、評議員会

で一定打診を図った上で決定をしていくと、こう

いうことなのか、私は後段が望ましいというふう

に思うんですが、その点はいかがでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） 公社の意思決定機関は理事

会でございますので、最終的には理事会の決定と

いうことになろうかと存じますが、その前に通常、

評議員会を設置いたしておりますので、評議員会

に諮って、評議員会の御意見も聞いてまいりたい

というふうに考えております。

〔和気 豊君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） ほかに。 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 先ほど小山議員の指摘が

ございましたように、前田課長の御説明を受けた

わけですけども、１６、１７、１８番というのは、

もう少し丁寧にこの記述をやっぱりしてほしいと

いう要望だけ申し上げたいと思います。

それと、１０年以上経過しているもの、それか

ら利子が元金を上回っているものは全体の何％ぐ

らいなのか、物件としてどの程度あるのか、そし

て最大値をとっているものはどの程度なのか、当

然公社ですから正確に的確に把握してると思いま

すが、それをまず説明していただきたいというこ



と。

それと、処分するに当たって、どのような手順

を考えていらっしゃるのか。例えば、砂川駅前の

元利合計二十数億円の土地を処分しようとする場

合に、もはや５億か６億ぐらいの価値しかありま

せんよね。その場合、書類上で処理すれば約十七、

八億円ぐらいの赤字決済しなきゃならない。その

ときに一般会計から補てんするのか、どういう形

でそういうのを処理していくのか、その手順と原

資について説明をいただきたい。

○議長（嶋本五男君） 前田土地開発公社局長。

○土地開発公社事務局長（前田佐智雄君） 利子が

原資を上回ってるということは、２０年以上の物

件がそのような物件になるのではないかというふ

うに考えております。公社で利子が原資を上回っ

てる物件は、廃棄物処分場用地、鳴滝第一保育所

用地、旧持家制度用地、そして樽井駅前代替広場

用地と、この４物件につきましては既に約３０年

の期間を経ておりますので、既に利子が取得費を

大幅に上回ってると。これ以外につきましては、

利子が上回ってる事実はございません。

そして、２点目の処分に当たっての手順ですけ

れども、そして２点目の補てんの方法ですか、一

般会計の補てんの方法、これは非常に難しい問題

ですので、現在事務局あるいは理事会の方で議論

してる最中なんですけれども、我々が土地の売却

物件、すなわち１７物件理事会に売りたいという、

理事の皆様方にそういった議案を提出したんです

けれども、その中で幾つかの物件についてはこれ

は置いときなさいという御意見もいただきました。

ほぼおおむね売るということに対して理事の皆様

方は同意をいただけました。

そして、御指摘の砂川駅なんですけれども、砂

川駅については、実は３物件の売却の書類を作成

し、お願いしたんですけれども、恐らく砂川駅は

バブルのちょっと下火になったときの購入ですけ

れども、かなり高い値段で買っておりますので、

恐らく売却原価がうちの持ってる簿価の３分の１

程度になるんではないかというふうな考え方を持

っております。

そして、一般会計からの補てんの問題ですけれ

ども、この１７物件すべて同時に売却した場合、

－１４５－

とてもやないけど対応できませんので、我々の方

では１物件ずつ、一般会計から補てんのできる範

囲で、確実に長い年数をかけて努力していきたい

というのが公社の考え方です。

○議長（嶋本五男君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） それでは、現在総額１３

０億円余りですか。中長期的な計画で処分すると

いうことですけれども、今２００億円の一般会計

予算の中で、今後退職金も年間５億出る出ないと

も言われております。現状、ほとんど来年、再来

年とかけて一番底をついてくるような、赤字決算

を２年連続したというような一般会計状況です。

どの程度でやられようとしてるのか。市長にお答

えいただいても結構なんですけれども、例えば年

間１０億ぐらいで処分をやっていく。あるいは、

そこまでできない。その辺の問題をもうちょっと

具体的に明らかにしていただかなければこの議論

をしても仕方がないので、わかる範囲で御説明お

願いしたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 前田土地開発公社局長。

○土地開発公社事務局長（前田佐智雄君） 公社の

考え方といたしましては、ある物件を今売ろうか

ということでいろいろな議論を重ねてるんですけ

れども、１つの４８年取得の物件を売った場合、

仮に簿価が６億と想定した場合、売れる値段は約

１億５，０００万ぐらいではないかと。そのような

損失をどのように補てんするかという考え方、一

気に一般会計で補てんしていただくんではなしに、

私の個人的な考え方ですけれども、毎年５，０００

万から３，０００万ずつ公社に補助金として入れて

いただいて、それを定期的に返還していくと、こ

のような方法が一番最善の方法ではないかという

ふうな考え方を公社は持っております。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） ということは、１３０億

円の公社の負債 負債とは言えませんけれども、

まだ有効利用の価値あるものはありますから、こ

れを３，０００万、５，０００万単位でやれば、かな

り気の遠くなるような年月を要するということで

すね。もはや我々が全員いなくなっても、まだそ

の１３０億の借金返済は続けているということな



んですね。

○議長（嶋本五男君） 細野総務部長。

○総務部長（細野圭一君） 公社の問題は、先ほど

から説明してございますように、これは全国的な

問題の１つでございます。全国で約１，６００の公

社がございまして、そのうちいろいろと課題を抱

えてるのが２００程度というふうに言われており

ます。

また、もう一方、公社のあるべき姿として、標

準財政規模から勘案して大体約２分の１というこ

とは、本市の場合ですと６０億程度が１つの公社

の標準的なといいますか、健全的な目安というこ

とも一方で言われてございます。

そういう中で、これは全国的な問題として、前

から申してますようにそういうものでの対応が１

つございますし、それと先ほどから局長が申して

ますように、本市の特に抱えてる問題、それに個

別の物件について現在それぞれ精査をしておりま

して、個別の直売、いわゆる売り払うものとか暫

定利用とか、そういうようなことを具体的に今年

度１つの計画なりを設定して、できるだけそれの

負担を軽減していくという努力をしてまいりたい

と思います。

今の時点で具体に議員に答えられるような資料

というのは、実際のところ持ち合わせはございま

せん。それに向けて努力しているところでござい

ます。

○議長（嶋本五男君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） お聞きしてますと、ゼネ

コンとか銀行の負債隠しのような、同じような構

造を持ってると。つまり、表に出して処分するに

は資金がない。だからそのまま放置し、しかし放

置しても利子が加算されてくると。動きがとれな

い状況に置かれているというのが、今明確になっ

たと思います。これ以上質疑しても答えは出ない

と思いますが、今後こういうことを踏まえて、や

っぱりバブルの下降期の中であえて買い求めてい

ったという行政判断とか、今後は細心の配慮を払

ってやっていただけるようにお願いしたいと思い

ます。

最後に１点だけ、元市長もいらっしゃいますが、

例えばこの鳴滝第一保育所用地とか、あるいは樽

－１４６－

井駅前広場代替用地とか、３０年ほど経過してる

と。この時々の市長なり公社の担当者がこれに対

して何ら処分への対応をなぜしなかったのかとい

うことを、わかる範囲でお答え願えたらと思いま

す。

例えば、１０年で今指示が、省令が入ってきま

すけども、１０年以上のものは処分を考えなさい

よとかいうような話が今出てるわけですけれども、

当然指示されなくても地方公共団体としてこんな

４倍にも利子が膨れ上がってくるような土地をそ

のまま放置してたということは、非常にゆゆしき

問題なわけですよ。その点、おわかりいただいて

る範囲でお答え願いたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） これは歴史的に相当長い経

過のある物件もございます。当時としましたら日

本国民ほぼ全員が、土地というのは必ず上昇して

いくと、いわゆる右肩上がりのですね、現実につ

い最近までそういうことであったわけであります。

したがって、そういう状態でありましたから、公

共用地を先行取得しておくという、公有地拡大推

進法等によるこういうものが設けられて、その効

果を発揮してきたと思うんですね。

ただ、それが順調に事業化されていっておれば、

その時点で事業費の中で買い戻しなりしていけた

と思うんですが、実際はなかなかそれが滞貨して

いったと、たまっていったということが、今日を

招いた原因の１つだというふうに思います。

それと、バブル崩壊後、右肩下がりに極端にそ

ういう形になったという２点かというように思い

ます。

したがいまして、私どもも、この中には街路事

業用地とか、既に都市計画でぴしっと決めた事業

化をやっていける土地も相当ございますから、す

べてが滞貨かというと、そうじゃないと思います

が、その中で峻別をいたしまして、当時買った目

的の用に供さない、あるいは供する必要がなくな

ったものについては、やはり何らかの処分、ある

いは他の目的で使うというふうにしていかなけれ

ばならないわけでございまして、今土地開発公社

の方でもそのふるい分けをしていただいておりま

すが、ぜひ私どももこの機会に、損にはなります



が、処分できるものは処分をする方がむしろ長期

的にはプラスだという判断のもとにやっていきた

いと。

その場合のやり方としては、なかなか一度にと

いうわけにまいりませんので、公社が直接処分で

きるのか、あるいは一たん市が買い戻さないとで

きないのかも含めて今検討をさしております。も

し公社で直接に処分できるということであれば、

その補てんについては一般会計から公社に対して、

先ほど局長が言いましたような補助金のような形

で、還付的な形で返していくというような方法も

可能だというふうにも思いますので、今あらゆる

方策を講じて、その手法の問題と、それから識別

をやっております。

それから、今後については、最近は本当に事業

に必要な、あるいは確実化されているものしか取

得をしていっておりませんので、今後ともかなり

厳しい目で取得、もし買い取り申し出があったと

しても、できるだけ対応をしていきたいと、この

ように考えております。

○議長（嶋本五男君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 市長の答弁で、そういう

方向でやっていただきたいと思いますが、ただ一

部ここ１年ぐらいの経過を見てますと、まだやや

優柔不断なところがあったのではないかと。やっ

ぱり大胆にそういう施策展開は、できることはや

るということを逡巡しないでやっていただきたい

と、それだけ申し上げておきます。

以上です。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 成田君。

○１４番（成田政彦君） 開発公社の土地の有効的

な利用について、市民感情からどうかという面で

ちょっとお伺いしたいと思うんですけども、僕の

整理しておることが間違っておるかどうかは別で

すけど、泉南中央公園用地、これはあいぴあのと

き、たしかあそこの土地を買ったんですけど、こ

こは職員の皆さんのいわゆる駐車用地として、た

しか便宜的に今使用されとると思うんですけど、

市民感情からしたら、砂川の駅前周辺にも市のい

わゆる駅前再開発で買った土地がたくさんあるん

ですけど、市の職員の方は便宜的にいわゆる泉南

中央公園の土地を、無料で借りてるのか僕はよう

－１４７－

わからないんですけどね。市役所が狭いというこ

とで、あそこを貸されとるんですけど、泉南中央

公園用地については、少なくとも砂川樫井線と同

じように、私としては計画的に、市としては少な

い公園用地として２０年計画ぐらいでこれは計画

化すべきではないかと思うんです。だから、便宜

的にあのまま市の職員さんにあの土地をずうっと

貸していくのかね。

これは、市内に多くの土地開発公社の土地があ

る。砂川駅前はあんなに混雑しとるのに、地主さ

んとの関係で駐車場としては値段が折り合わない

ということであのまま放置されとるんですけど、

こういう土地開発公社の公有地を有効利用するに

当たって、僕は市役所の職員の皆さんに市役所が

狭くて土地がないということで貸す、それは意味

としては非常にわかるんですよ。理解できるんだ

けど、ただ便宜的にあの土地を、例えば中央公園

用地というのは支払利息が年間３億２，５００万。

つまり、年間それだけ、あれは職員さんにただで

貸しとるかわからないんですけど、その上に駐車

場がつくってあるということになると、市民感情

から見たら僕はやっぱり これはただかどうか

わかりませんで。わからないけど、老朽化した市

役所の当然出てくる問題があるんですけど、もう

ちょっと中央公園用地、こういう将来あるものに

ついては、都市開発の上でこれはやると、これは

しないというふうにやはり計画性を持った土地利

用を市民に示すべきではないかと私は思うんです。

でないと、これは単なる利息を払ってる、これ

はいつまで行くかという問題になりますので、こ

こで十何項目あるんですけどね、例えば１８項目

の土地があるんですけど、この土地については計

画的に市としては２０カ年、３０カ年かけて公園

をつくるとか、これは払い下げするとか、そうい

う明確な位置づけをしないと、なかなか泉南中央

公園用地でも、便宜的にあの土地だけ市の職員に

貸していくのかという批判も私は出てくると思う

んですけど、どうですか。

市としては計画的に、この土地はもう計画性が

ないから売却すると。しかし、将来公園として計

画するのは、２０年、３０年で公園化するとか、

金がなかったら何年かかかるんですから、市役所



もそうなんですけど、そういう抜本的なものを出

さない限り、これはずるずるとこのまま行っちゃ

うと僕は思うんですけど、これは市長にお伺いし

ないとね。これ、将来的に泉南市の都市計画の中

の問題なもので、その点はきちっと位置づけしな

いとだめでないかと私は思うんで、その点市長は

どうお考えですか。中央公園についても、今便宜

的に市の職員に貸しとるけど、これは市庁舎の問

題が出てくるわね、今度将来。もうちょっと１０

年、２０年と計画をきっちり立てなあかんのと違

うかと僕は思う。その点どうですか。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今の利息は違いますので、

トータルということでございます。

それから、御指摘ありました泉南中央公園の職

員駐車場については、あくまでも暫定ということ

でございます。市民サービスに供するため、この

市役所に従来置いておったものをあけて、あちら

に置かしておるということでございますが、あく

までも暫定ということでございます。本来の目的

は中央公園用地ということで、都市計画決定もい

たしておりますので、事業化のめどを立てていか

なければいけないというのは、御指摘のとおりで

ございます。

ただ、大変広い、君が池と本田池と両方含んで

おりますので、大変広うございますので、以前か

ら段階的施工という形で中央公園の方は考えざる

を得ないという方針でおります。

ただ、まだ具体に事業認可まで取っておりませ

んので、いずれにしても基幹公園になっておりま

すので、防災上も含めてやっていかなければなら

ないというふうに考えておりますので、事業年度

としてはかなり長期にわたろうかというふうに思

いますが、着実に着手していくということがこの

用地の買い戻しにもつながっていくということで

ございますので、私どもの方で今検討しておりま

すこの中央公園の事業着手について、さらに煮詰

めてまいりたいというふうに考えております。

○議長（嶋本五男君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

以上で本報告を終わります。

午後４時まで休憩いたします。

－１４８－

午後３時３１分 休憩

午後４時 ２分 再開

○議長（嶋本五男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、日程第１０、議案第１号 人権擁護委員

を推薦するための意見を求めるについてを議題と

いたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第１号、人権擁護委員を推薦するための意見を

求めるについての提案理由の御説明を申し上げま

す。

本市の人権擁護委員藤田小夜子氏は、平成１２

年１０月３１日付をもって任期満了となります。

同氏を泉南市人権擁護委員として最適任者と認め

再推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項

の規定によりまして議会の御意見を賜りたく、お

願いするものでございます。

なお、同氏の経歴につきましては、議案書２１

ページにお示ししているとおりでございます。

甚だ簡単でございますが、本議案の説明にかえ

させていただきます。何とぞよろしくお願い申し

上げます。

○議長（嶋本五男君） 本件に関し、御意見等あり

ませんか。 小山君。

○２番（小山広明君） ２１世紀、人権とか環境と

か平和の問題が大きなキーワードになる時代を迎

えるんですが、泉南市の人権に関する現実の状況

というのをお教えいただきたいんですが、そうい

うことで今回の人権擁護委員、再任ということで

すから、これまでも活動されてきたと思うので、

私は残念ながらお会いしたことはないので、それ

で意見を言うというのもなかなか言えないんです

が、議会に意見を求める場合に、もう少しこの方

の状況というのがわかる説明は、こういう場合に

いただけないものでしょうか。意見を言うという

だけですから、余り質問することはできないのか

わかりませんが、泉南市の人権の状況、そしてこ



の方のこれまでの委員としての活動内容というこ

とを御説明いただけたら、またそれを聞いて意見

を申し上げたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 当上程されました

藤田様につきましては、別記のとおりでございま

す。我々といたしましては、当然人権に関する相

談をお受けし、この推薦されたメンバーによりま

して人権相談を行っていることでございます。

ちなみに、本市人権相談の受け付け件数につい

て御説明をいたします。平成９年４件、平成１０

年度１０件、平成１１年度１３件、平成１２年度、

これは平成１２年の８月の時点でございますが、

４件の相談をお受けし、相談窓口として処理を行

っているということでございます。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 統計からいっても年々ふえ

ておるということが言えるのではないかと思いま

す。

人権という概念は大変普遍的なものですし、や

っぱり日々私たちの生活する上において、自分の

人権が侵されておるという思いをところどころで

私自身も持つこともありますし、そういう場合に

そういう人権擁護委員に相談に行くということが、

この件数からいえばそう多くあるというようには

見受けられません。

憲法の方では、１１条に「すべての基本的人権

の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障す

る基本的人権は、侵すことのできない永久の権利

として」というように、ここに基づいて人権問題

が展開をされとるんだろうと思いますが、この方

が相談を受けて、どういうようなアドバイスなり

判断をしたのかということを、もう少し突っ込ん

だこの方の活動 相談したらこの方自身が１人

で相談を受けて、いろいろアドバイスをしたり、

それから人権侵害的なことがあれば行政の方に指

導したり、そういうことになるんでしょうか。こ

の方の活動の具体的な内容ですね。

○議長（嶋本五男君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 小山議員の再度の

御質問にお答えしたいと思います。

－１４９－

当然、人権委員に関する件につきましては、人

権擁護委員に関する事項ということで、委員の任

期、それと委員の職務内容等々に分かれて、すべ

てにつきまして取り扱いの目的とか、どのように

御相談をお受けし、どのようにするということに

つきましては、すべて規約によりまして規制をさ

れております。

その中で、現在定例の人権相談につきましては、

毎月第３金曜日に行っております。それと、憲法

週間、人権週間における特設人権ということで、

これにつきましても当然人権相談ということでお

受けしております。

相談者につきましては、自宅に御相談に来てい

ただいても結構ですということで、当然この人権

擁護委員さん全体で議論をする場合と、それと当

然岸和田の法務局と相談という場合と、個々の人

権問題でございますので、慎重に取り扱っていた

だいてるというのが現状でございます。

個々の人権相談については、当然上部団体でご

ざいますそういう部分で処理をしていただいてる

ということでございますので、我々としてもその

相談内容についてまで関知しているというもので

はございませんので、その辺は十分に御了解をお

願いいたしたいと、このように思います。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 人権という言葉は大変重い

意味を持ってますし、関心のある問題ですが、こ

の人権擁護委員という方の仕事がもうひとつやっ

ぱり市民の中にも知られてないのが１つあるんじ

ゃないかなと思いますし、そういう点ではどうい

う形で再推薦をしたのかわかりませんが、もう少

しそういうことに関心のある方が公募するという

んか、応募するみたいなこともやってやれないこ

とはないんじゃないかなと思いますし、この方は

現職としては２つ持っていらっしゃるということ

でしょうかね。人権啓発推進協議会相談役、これ

は今提案されておるものとはまた違うんでしょう。

それから、民生委員、児童委員もされていらっし

ゃるんですね。

こういうようにやっぱりいろんな人がこういう

任務を担って、行政理解をしていくということも



必要だと思うから、余りこういう公の立場を兼務

するというのはどうなんかなと思うんですが、せ

っかく任期が来たわけですから、新しい人に人権

のこういう委員になってもらうことは考えられな

かったのかということをちょっと感じます。その

辺は一回委員になると、充て職ではないんでしょ

うけども、幾つもの役職を持つというのは、余り

私は好ましくないんじゃないかなと思うんですが、

その辺はどうなんでしょうかね。

○議長（嶋本五男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） いろいろな行政委員につき

ましては、御指摘のようにできるだけ重複しない

ような形で、より広く人材を求めるといいますか、

お願いするようにしていきたいというふうには思

っております。基本的にですね。

この人権擁護委員につきましては、法務省の任

命になるわけでございますけれども、ここにも一

定の歯どめといいますか、余り長くならないよう

に、あるいは余り高齢にならないようにというこ

とで、新任の場合は６５歳以下の方から選んでい

くという方針と、それから再任の場合でも７５歳

を超えない範囲で再任をしていくというような方

針が出ておりますし、ですから、それぞれの機関

によって一定の目安はとっていただいてるという

ふうに思っております。

確かにこの方は、本市の人権啓発推進協議会並

びに民生委員、児童委員もされておられるわけで

ございますが、いずれも人権に関係する委員とい

うこともございまして、これは市の関係と厚生省

の関係でございますが、法務省の関係の人権擁護

委員ということも人権の基本にかかわる部分でご

ざいますから、この方に引き続いて、まだ年齢的

にも若うございますので、お願いをしたいという

こと。

それから、本市では６名人権擁護委員がいらっ

しゃいますが、一応男女的に３名、３名という形

で今お願いもしておりますし、この方は女性でご

ざいますし、そういうことも含めて再任をしてい

ただくということについての推薦を申し上げたと

いうことでございます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。意見にしてくださ

い。

－１５０－

○２番（小山広明君） はい、意見にしときます。

この方は再任といいますけども、再々任ですね。

６年からやっていらっしゃるわけですから。民生

委員といっても、実際そういう民生に必要な方の

御相談を受けとるわけですから、そういう点では

人権擁護委員の方がもっと実務に携わらずに、む

しろ民生委員と市民との間の関係で、市民からい

えば民生委員のあり方が少し問題だよというとき

に、人権擁護委員に相談に来るんかなと思うので、

やはり執行者と、それを見て擁護するという立場

とはちょっと違うと思いますので、できれば人権

の場合はかなり憲法とも関連した大変重要な職務

ですので、そういう執行するところにかかわって

る人は、私はしない方がいいんじゃないかなと思

いますし、この方は３回目でございますから、で

きればやはり兼務してないこと。

それから、３回もこういう要職についてもらわ

なくても、もっと新しい人をつけたらいいのかな

と思いますので、そういうことを配慮して、ひと

つ今後こういう行政委員については議会の方に提

案をしていただきたいと思います。そういう意見

を申し上げておきます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

件に対する御意見を終結いたします。

お諮りいたします。本件は、これを了承するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１号は、原案のとおり了承することに

決しました。

次に、日程第１１、議案第２号 泉南市教育問

題審議会条例の制定についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（嶋本五男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第２号、泉南市教育問題審議会条例の制定につ

きまして御説明申し上げます。

提案の理由でございますが、本市における公教

育の振興と充実を図るため教育問題審議会を設置



いたしたく、本条例を提案するものでございます。

２５ページをお願いいたします。全部で８条か

ら成る条例でございますが、第１条で設置の目的、

第２条でその所掌事務、第３条で組織、第４条で

委員の委嘱等を規定いたしております。この４条

の２項の規定は、諮問の都度それにふさわしい委

員を委嘱するという趣旨でございます。以下、第

５条で会長及び副会長の選任、第６条で専門部会

の設置等審議会の運営上必要な事項を定めており

ます。

なお、附則におきまして、この条例の施行期日

を、また委員の報酬を定めるため関係条例の一部

を改正する規定を盛り込んでおります。

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。よろしく御承認賜りますようお願

い申し上げます。

○議長（嶋本五男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 松本君。

○６番（松本雪美君） この泉南市教育問題審議会

条例ですけれども、この条例を制定することに決

めたのは、どういうことが必要になってきたのか、

それを聞かせていただきたいと思います。

それから、その審議会の委員は２０人以内で組

織するとなっていますけれども、その２０人の人

たちの選出の仕方ですけれども、その選出は泉南

市民の皆さんからどういう人を選ぶのか。

それから、専門部会を置くということになって

るんですけれども、必要な問題を審議するわけで

すから、その審議するのは１つに定めて審議をす

るわけですから、その中で専門部会を置くという

ことが一体どういうことなのか。

それから、もう１つ、審議会の招集ですね。招

集をして、もしこの人たちの中に欠席者が出た場

合も、少ない人数であってもこの会議を進めてい

かれるのか、その点、４点お願いします。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 松本議員の御質問

に御答弁申し上げます。

まず、第１点目は条例制定の必要性、根拠につ

いてでございますが、所掌事務のところにも書い

ておりますように、今後の教育行政の新たな課題、

とりわけ重要事項につきまして調査、審議するた

－１５１－

めに設けるわけでございますが、重要課題、大き

く社会環境、時代変化の中で、御承知のとおり教

育全般がいわゆる転換期に来ておるかと思います。

そういった意味で、そういう全般的な教育状況の

推移を踏まえ、議会等でもこの間御答弁申し上げ

ておりますように、教育問題全般にわたって、そ

の中でとりわけ本市教育委員会にとって重要事項

だと思われるものについて調査、審議をいただく

と、このように考えております。

次に、専門部会の方でございますけども、第６

条に書いておりますとおりでありますが、１つの

諮問事項について調査、審議をしていく過程にお

きまして、特にその中の課題等にかかわって細部

にわたって検討の必要がある場合、もちろんそれ

は会長の判断によるわけですけども、その場合は

専門部会を置くことができるといたしております。

当然一定の調査、審議が行われたら、それを審議

会の方に戻して、審議会の方で再度御議論をいた

だくと、こういうことになるかと思います。

それから、審議委員２０人の選出についての考

え方でございますけども、基本的にはそこにござ

いますように、それぞれの諮問事項について識見

を有する方ということでございますから、諮問内

容によって当然変わってくるわけでございまして、

例えば幼稚園問題ということでの諮問がされた場

合につきましては、今申し上げましたように幼稚

園問題について深い経験や理解、広い意味の識見

を有すると、そういうことの中で考えていきたい

と。具体には教育委員会が委嘱するということで

ございますので、教育委員会として検討、審議願

って、委員の選定を行っていくようになるかと思

います。

それから、会の成立でございますが、施行規則

の方におきまして、審議会の議事というのは出席

委員の過半数をもって成立と。可否同数のときに

は議長の決するところによると、このようになっ

ておりますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（嶋本五男君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 今聞かしていただいたら、

緊急に今必要に迫ってこの条例を制定をするに当

たって、何が泉南市で起こってきているのか、そ

のことを聞かしていただきたいと思ったんです。



今のお話でしたら、教育全般にわたって、泉南市

の教育の転換期やということで、重要事項の審議

をするとおっしゃいましたが、今泉南市で何が必

要と教育委員会は考えてるか、それを私たちには

示してもらえていませんので、その辺を聞かして

いただきたかったんです。

それから、識見を有する人たちということで、

そういう人の中から選びたいということでしたが、

内容によって変わってくるとおっしゃいましたが、

例えば泉佐野なんかの例を挙げてみましても、最

近こういう教育問題、統廃合問題なんかもあった

りして、校区編成の審議会やとか幼稚園問題の審

議会とかあったということで、そういう条例を取

り寄せてみましたら、その中には、２０人の審議

会委員が選ばれる。その選ばれる人はどんな人か

というと、例えば市議会議員代表とか学識経験者、

私立幼稚園の園長さんの代表とか、町会の代表と

か、ＰＴＡや市職員、こういうふうなことで位置

づけられております。

泉南の場合は、一体何を今審議をせんといかん

ような状態になって、理事者側からこういう審議

会を開いて市民の御意見を聞きたいということで

問題を諮問されるわけですから、この条例制定に

当たっては、今泉南市で何が起こっているのか当

然示していくべきだし、その選ばれる人、２０人

ですが、この２０人という人たちが本当にその問

題をちゃんと論議できる人たちなのか、市民の声

を十分に反映していくことができる人たちなのか、

その辺のところは、あなたの説明では識見を有す

る者の中からということで、一体何が何だか私に

はわからないので、どう考えておられるのかをお

聞きしたいんです。

それから、専門部会といいますが、その専門部

会は、この２０人の中から選ぶということですよ

ね。その辺もはっきりとわからないので、また別

に違うところで専門部会を持たれて、そしてこの

２０人の審議会に問題を返してくるのか、中で専

門部会を置くのか、外から専門部会を置いて意見

を聞くのか、その辺はこれではちょっとわからな

いですね。お願いします。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 松本議員の再度の
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御質問に答弁をさせていただきます。

先ほど泉佐野の幼稚園問題の審議会の御紹介が

あったかと。私どもも近隣の市町村、あるいは府

下的な市町村の資料等一定取りそろえておるわけ

でございますが、まず、識見を有する者という点

でございますが、先ほど申し上げましたのは、ご

く一般論で申し上げさせていただきました。それ

で、やや具体な問題として置きかえて、何をこそ

諮問していくのかとかいうあたりについて御答弁

させていただきます。

３月議会等でも若干御質問がありましたので、

御答弁させていただいてるかと思うんですが、い

わゆる幼稚園の今後のあり方につきまして１つは

諮問をして、これは教育委員会の方で御議論をい

ただいた上の話ですけども、考えております。

御承知のように幼稚園問題につきましては、文

部省の方から平成１３年度を一定のめどに幼稚園

の今後の振興計画を策定するようにという指導が

出ておりますし、中でも３歳児保育の実施につき

まして、一定のめどが出されております。つまり、

全国レベルで一定の制度に求められているものが

あると。

したがいまして、先ほど言いましたように大阪

府下の各市町村におきましても、例えば近隣で申

し上げれば、平成９年が阪南、それから６年が泉

佐野、それからこの近辺で一番新しいのは泉大津

だと思うんですが、いずれも諮問事項というのは

幼稚園問題でございます。そういう状況を見定め

た上でということで、幼稚園の今後のあり方につ

きまして諮問いたしたいというふうに考えており

ます。

したがいまして、審議会の構成につきましては、

今後のことになるわけですけども、一応目安とし

て議会関係者、学識経験者、あるいは関係団体関

係者、それから行政職員、都合２０名というふう

に考えております。

委員につきましては、条例の第４条で触れてお

りますように、諮問に係る審議が終了したときは

職を解くと、こうなっております。したがいまし

て、一定の諮問をし、一定の答申を得たならば、

その時点でその件は１件終わると。委員も解任と。

ですから、次にまた別の内容を課題とする諮問が



出された場合には、またその課題に応じた構成に

なってくるんではなかろうかと、このように考え

ております。

以上でございます。

〔松本雪美君「専門部会のことを」と呼ぶ〕

○教育指導部長（吉野木男君） 専門部会につきま

しては、お手元に配付してなくて申しわけござい

ませんが、施行規則の第３条の方に、専門部会の

委員は審議会の委員をもって会長が指名すると、

こういうふうになっております。

したがいまして、議員御指摘のように、審議委

員の中から、審議の経過の中で細部にわたってあ

る課題を調査、審議してほしいというような判断

が会長から示されましたら、その中で選任され、

指名をされ、そして一定細部にわたった調査、審

議したことを再度審議会へ戻して、全体の審議に

供すると、こんなふうになるかと考えております。

以上でございます。

〔和気 豊君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） ただいま部長の方から規

則でうたっていると、こういう意味のことがあり

ました。従来こういう条例については、そこに触

れられていない部分、別途規則で定めるという場

合にはやはり規則なんかもお出しをいただいて、

審議がスムーズに進むように従来からそういう方

法をとっておられますので、議長に御配慮いただ

いて規則をお出しいただければ、読めばもう必要

ないわけですから。なければまた再度質問すると

いうことになるわけですから、議事がスムーズに

進むようにひとつ御配慮いただきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） あるようですので、配らせ

ます。

〔 資 料 配 付 〕

○議長（嶋本五男君） 配付漏れはありませんね。

では、質疑を続行してください。松本君。

○６番（松本雪美君） もう意見を述べて終わっと

きますが、私は当該議員として議会前の文消の協

議会の中でも聞いたんですが、さっぱりわからな

かったんで聞いたんですが、やっぱり答えはわか

りませんでした。そのときに私も気がついてたら

よかったんですけども、答えもいただけなかった
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んで気がつきませんでしたが、こういうふうに規

則がちゃんとあって、これ一目見たら、私の質問

したことはほとんどここで出てるわけですよ。

（松原義樹君「文消で出してなかったか」と呼ぶ）

出されてませんよ、こんなもん。出されてません

よ。だから私はわからないから、もう一遍この会

議で質問させていただいたんじゃありませんか。

そういうことできちっとね、やっぱり議会に臨

む以上は、議案の提案するときは、私たちが理解

できるものにしていただきたい。この意見を述べ

ときます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 真砂君。

○１２番（真砂 満君） 質問の前に、今松本議員

さんからの意見の中で、施行規則は委員会で配付

はされてなかったんでしょうか。なかったんです

か。（松本雪美君「なかったです」と呼ぶ）事前

に議案説明するときには、各委員会されておりま

すので、事前説明ですからその辺は丁寧に説明を

されるべきだろうというふうに思います。

それで、質問に入らしていただきたいんですが、

もともと私も一般質問なりで質問してまいりまし

たので、今議会で条例が出されたということです

から、それは一定評価をしたいというふうに思い

ます。

ただ、今の御説明を聞いてますと、今教育を取

り巻くさまざまな問題がある。ですから、この際

審議会を設置して、各方面から御意見をいただき

ながら、今後の公教育についてのあり方について

一定の指針をいただく、それを生かしていくとい

う方向性については何の異論もないわけなんです

が、ただ、今御説明を聞いてますと、どうも幼稚

園の問題がまずありきでやられるというように感

じられたのですが、その他の問題については、そ

の幼稚園の問題が終わって後にされるのか、一緒

にされてやられるのか、そのあたりの手法につい

てはどうなんでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） まず、基本的な考

え方から申しますと、条例にもうたっております

ように、諮問させていただいて答申が出た段階で

一定の役割が終わるということでございますので、

基本的には１つの諮問事項が結論が出た段階で、



一定諮問をさせていただく場合にはめども含めて

お願いするわけでございますけども、１つの課題

についての諮問をし、答申をいただくと、次に新

たな課題へまた、もし諮問するような事項があれ

ばお願いをしていくと、基本的にはそうなるかと

思います。

ただ、審議の過程の中で、すぐれて幼稚園問題

に関連するような課題が仮に惹起したという場合

につきましては、その中に追加をして御議論いた

だくということもあるかと思いますけども、手法

的にはそのように考えております。

○議長（嶋本五男君） 真砂君。

○１２番（真砂 満君） 私は、やり方はそれはい

ろいろあるというふうに思うんですけれども、こ

こに専門部会という項目を第６条であえて設けて

いるわけでありますから、その１つ１つの審議を

終えてどうのこうのというんじゃなくて、幼稚園

問題は幼稚園問題であるでしょうし、小学校の校

区の問題であるとか統廃合の問題も含めて、いろ

んな課題があると思いますし、幼稚園の問題と学

校の問題というのは一体のものであるわけですか

ら、幼稚園問題は専門部会の方ですべきではない

のかなというふうに思うんですよ。１つの項目で

審議会を設けて、審議委員の中から専門部会を置

くんではなくて、全体の審議会として専門部会、

幼稚園だったら幼稚園の専門部会を置くべきでは

ないのかなというふうな気がしますし、本来はそ

うあるべきではないのかなというふうに思うんで

すが、そのあたりの見解の相違というのはどうな

んでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 審議会全体の考え

方としては、今真砂議員御指摘のような考え方も

十分に成立し得ると思っております。

例えば、堺等ではそういった手法をとられてお

るようでございますが、うちの教育委員会といた

しましては、全体像を明らかにして個別課題を明

らかにしていくという手法と、個別課題を一定方

向づけをして、その関連として議員御指摘のよう

に、ある面では幼稚園のあり方を御審議いただく

ということは、答申の方向性としては恐らくは小

学校に波及をしていくであろう問題も出てくるの
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ではないかと、そういうふうに考えております。

そういった意味では、次の課題への関連性とい

うんですか、具体に幼稚園問題１つ考えても、例

えば適正規模、適正配置等の議論をいただくとす

れば、当然小学校区が現状でいいのかどうかと。

ただし、重きをやっぱり今後の本市の公立幼稚園

の役割は一体どうなのかということを基軸にまず

は議論していただいて、審議をいただいて、結果

として例えば規模の問題なり配置の問題を考える

場合に、小学校区が現状でいいのかどうかと、そ

のあたりにつきましては、恐らくは園区の問題を

議論するということにもなるかと思いますので、

方向性としては答申の中に出てくるんではなかろ

うかと、このように考えております。

〔松原義樹君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 松原君。

○８番（松原義樹君） ちょっとどこまでどういう

話をしていいかわからんのですが、今真砂議員が

言われたこういうものがあったのですかというこ

とについては、まず答えて、ありましたよ。あっ

た上で、ここの中で審議会が１回目に開かれると

きには、それは議長がおらんわけですから、議長

は教育長がやると。どこに書いてあるんですかと

いうて、この本のこれにあったわけでしょう。そ

して、専門部会をやるというたときには、部会長

が決めるまでには少なくともその専門委員の中で

だれかが決めるか、そのときの最初の議長は教育

長がまた始めるとかいうようなことも……

○議長（嶋本五男君） 松原君、議事進行か意見か

どちらかはっきりして。

○８番（松原義樹君） 意見もあるんです。

○議長（嶋本五男君） いやいや、それはだめです。

議事進行だけ。

○８番（松原義樹君） わかりました。そういうこ

とで、言われたことについては答えたらどうでし

ょうか。

○議長（嶋本五男君） 松原君、どういう議事進行

かはっきり。松原君。

○８番（松原義樹君） ごめんなさい。言い方がお

かしかったかな。とりあえずこれは配ってないと

いうことをそのまま認めて今会議が進んでます。

それじゃなしに、そのときにはそういう形で配っ



たということを確認するために、議事を進める時

間があれですから、ちゃんとそれだけのものを確

認したいということです。

○議長（嶋本五男君） 松原君の言うてるのは、文

教委員会にそれが提出されなかったということ、

それは文教委員会の問題であって、議会の問題で

ございません。委員会の方で提出を求めてなかっ

たということでございますので、委員会の方で処

理しといてもらわないかんということですから。

議事進行します。真砂君。

○１２番（真砂 満君） もう３回目ですので、何

か腰を折られましたので最後にしますが、やり方

ですから、どちらがいいかというのは、また議論

のあるところだろうというふうに思います。

ただ、やっぱり公教育を取り巻く問題というの

は非常に多いですし、多岐にわたってますし、関

連性もあるということを念頭に置いていただいて、

今教育委員会がやられようとしているやり方の中

でも、１つ１つ答えを出していく中で関連性をき

ちっと持たせていってほしいなというふうに思い

ます。

以上で終わります。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 小山君。

○２番（小山広明君） 先ほど２０人の委員につい

てちょっと御説明があったんですが、議会の代表

が入るというような話があったんですが、これは

行政が一定の決定をするときにいろんな意見を聞

くということでしょう、これはね。議会の代表が

入っちゃうと、もう議会の意見は聞きましたよと

いうことで、議会の審議権の問題とどうなるんか

なと思うんですが、これはペーパーにはどこにも

書いてないんですね。

やっぱり行政は行政で独立しとるわけですから、

その辺をきちっとやらないと、聞きましたよと、

これは議会の声も聞いた、市民の声も聞いたとい

う、何かそういうアリバイづくりみたいな審議会

になったんではいけないので、委員の選び方にし

ても、学校の意見は校長会の長とか、そういうや

り方じゃなしに、教育というのは個人というもの

をベースにして成り立っとるものですから、もう

少しそういう、本当に子供を抱え、子供とマン・

ツー・マンでやっているような、そういう父兄、
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親御さんとか、そういうものをやっぱり重点に置

くべきじゃないんでしょうかね。

ちょっと議論から気になったんで、その辺でち

ょっとこの審議会が一体どういう性格を、単に聞

きましたよというだけで、それが何かお墨つきみ

たいな形で議会に出てくるという構図は僕はまず

いと思うので、その辺をちょっとお聞かせをいた

だきたいと思います。

それから、重要な事項ということだけしか言葉

がないから、何が一体重要なのかというのがわか

らないんですが、教育委員会というのもあるんで

すね、審議機関としてはきっちりね。教育機関で

議論して決められないことを審議会ということも

ちょっとまずいと思いますし、教育委員会の中で

も専門的なことについては、議会もそうですけど

も、そういうことを聞くことは制度的にできるわ

けでしょう。

やはり行政改革と言われる中で、こういう組織

をたくさんつくって、それが有効性を持てばいい

んですが、何かほんとの意味で議論を封じるよう

なことになっては問題ですので、今こういう審議

会なり委員会をつくる場合には、現在の組織、委

員会がちゃんと機能してない部分もちゃんと点検

をして、その辺を十分した上でなお足らないとい

うものであればいいんですが、その辺のこの審議

会の持ち方の位置づけがちょっと私も理解できな

い。

これは、今も他市でもいろいろつくってきたと

いう報告もありましたが、横並びで全国的にこう

いう教育委員会に審議会ですか、こういうものが

つくられる傾向の中にある１つの動きなんですか。

そういうことが１つ。

それから、議論ではやっぱり荒れ問題、学校問

題ということで、学校のそういう今対応できない、

学校の今の組織が戦後進めてきた中で、子供の教

育に対して制度的にもなかなか対応できないから、

根本的に見直そうという中で、そういうことにこ

たえるべき審議会とすれば、余りにも課題として

いる問題からいえばこんな審議会でできるはずな

いわけですから、その辺の審議会を持つに至った

主体的な御説明をもう少しいただきたいと思いま

す。



それから、この条例を読んでみますと、会長に

すごく権限がありますね。普通であれば、会長に

も権限はあるけども、委員にもこういうことを議

題にしてほしいということを発する、そういう委

員からも双方向的にやっぱり問題提起ができるよ

うに普通はなっとると思うんですが、これは会長

のみが何か権限を持っておるということになって

おるんですが、その辺はもっと民主的に、２０人

の委員が会全体についても１つのリーダーシップ

をとれるように本来はすべきじゃないかなと思い

ますので、その辺をひとつ御説明をいただきたい

と思います。

それから、傍聴の問題で、この規則が出ました

からわかったんですが、原則公開なんですね、こ

れは。特別な場合には非公開とすることですから、

一般市民にこの審議会が開かれるということがど

ういう形で周知徹底されるのか。これは議会もそ

うなんですが、市民に制度的には会議が開かれる

までになかなか周知徹底できない現実があるんで

すね。これは現実に立って新しく審議会をつくる

わけですから、全市民にこの審議会が開かれるこ

とがちゃんとわかるようなこともあわせてここに

きちっとしておくべきじゃないでしょうか。

教育委員会に倣ってやるということになってま

すけども、教育委員会のこれを見ると、単に市の

だれも絶対見ないと思いますあの掲示板の中に公

告するだけでしょう。あんな、本当にこれは市民

をばかにしたやり方だと僕は思いますよ。あそこ

に何かずらっとつるしてね。あんなとこ、だれも

僕は見る人はないと思うんで、もうちょっと市民

が見れるような広報というんですか、それもやっ

ぱりこの新しい条例をつくるときに考えて出すべ

きだと思いますけど、どうでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 本日の会議時間は、議事の

都合によりあらかじめこれを延長いたします。

また、先ほど松原議員の方から議事進行がござ

いましたけれども、議長の方で取り違えておりま

したので、訂正をいたしておきます。

松原議員の方からの議事進行は、当然この規則

は委員会に提出されたものであるということをは

っきり言ってくれと、こういう議事進行でござい

ましたので、この規則は、今確かめましたら文教
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消防常任協議会に出されておりますので、御報告

しておきます。

吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 小山議員の御質問

に答弁させていただきます。

１点目に議会関係の件でございますけども、他

市町村の状況も参考にさしてもらいながら、やっ

ぱり議会は議会の立場から御意見をいただくこと

も大事かというふうに考えて、そのようにしてお

ります。

それから、仮にでございますが、幼稚園問題を

議論するのに当事者からのということのあたりは

どうなってるんかということでございますが、具

体にはこれから、まあ言うたら教育委員会の方で

検討いただくわけですから、その検討を待ちたい

と思うんですが、考え方とすれば、例えば幼稚園

問題を議論するということでございましたら、当

然保護者の立場からとかいうあたりの考え方、あ

るいは幼稚園現場からとか、そういったあたりは

いわゆる委員の委嘱についての考え方としては持

っております。

それから、何をもって重要な事項とするのかと

いうことにつきましてですが、先ほど幼稚園問題

で例を挙げて、うち独特の問題もあるかと、そう

いうケースもあるかと思うんですけども、先ほど

申し上げましたように、これから先の幼稚園問題

を議論していく中で、１つは全国的に今後の幼稚

園教育のあり方につきまして、文部省の方も示し

ておりますけども、振興計画をつくっていけと。

そういう中の１つに３歳児保育の問題がございま

す。現在、四、五歳児を措置しておりますが、３

歳児保育をどう考えていくのかというのは、幼稚

園の教育制度全般にかかわる問題でございますの

で、そういった意味で、そういう観点からこの重

要な事項ということの中身を御理解いただいたら

というふうに思います。

あわせて、他市の動きがどうかということでご

ざいますが、概略申し上げまして、ここ四、五年

のスパンで見ましたら、教育問題に関する審議会

を設置し審議されてる事項の１つは、幼稚園問題

でございます。とりわけ幼稚園の３歳児保育の問

題、適正規模、適正配置の問題、当然前提には公



教育の果たす役割というのが前提になってると。

それと、多いのがいわゆる小学校区を今後どう考

えていくのかと。比較的大きな市におきまして小

学校区の問題が議論されてると。堺のように堺市

教育の幼稚園から高校までのあり方をどうするか

というのは、堺市ではそういうことで、府下的に

は特に多いのが幼稚園問題です。それはとりもな

おさず全国的な文部省の動きがあるし、と同時に、

課題としてある３歳児保育をどうするのかという

ことが共通的にあるからであろうと、このように

考えております。

それから、会長の権限の部分でございますけど

も、ほかの審議会等とも比較しまして、特に会長

の権限を強めたとか、そういうことはございませ

ん。当然審議委員は、委員としての責任あるいは

権限において闊達な審議をいただけるものと、こ

のように考えております。

それから、審議経過の市民への返し方について

は、御意見として賜りたいというふうに考えてお

ります。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 実際的な広報の御答弁をい

ただかなかったんですが、周知徹底ね。市民が傍

聴できるためには市民に知らさないけないんです

が、現状の状態では市民が知り得ないんでね。そ

の辺は新しい条例づくりですから、やっぱり改革

ということで、この件についてはこうするんだと

いうことを盛り込んだ方がいいんじゃないでしょ

うか。そうすると、やはりいいことには見習って

いくわけですから、我々の議会の方も実際の教育

委員会の方も、やはりそういう市民のための広報、

要するに開催前のお知らせですね、そういうこと

が進むんではないかなと思います。やっぱり市民

参加とかいろいろ言っておるわけですから、そう

いうことはこの条例づくりの中ではぜひ考えてい

ただきたいと。意見を聞いときますという、そう

いうことではちょっと困るんですけどね。

それから、他市を参考にしながら、幼稚園問題

とか、これは私も中身がよくわからないんですが、

説明を聞いとってもね。何が一体３歳児問題にな

っとるのかということもよくわかりませんが、現

在の教育委員会という制度があって、そういうも
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のを十分機能させればそういう問題にも対応でき

るんではないかなと。でないと、やはりこういう

ものをつくればそれだけ経費はかかるわけですか

ら、そういう点でも今の制度の中でそれをもう少

し運用、発展させてやるということも私は必要だ

と思います。

それから、議会が入っとることを他市町村を参

考にしてと言われたんですね。これはどうなんで

すか。議会というのは行政の案が出てきたときに、

修正も含めて本来きちっとやることが機能として

あるわけですからね。行政が出してきたことは、

それは否決か可決しかないんだというんじゃなし

に、もっと議会の意見が入って、出された案がも

っとよりよいものになるような出し方も考えてい

ただきたいし、そういう点では事前に議会の声を

審議の段階で聞くというのは、我々も審議がやり

にくいわけですからね。恐らく議長が行くとか常

任委員会の委員長が行くとかと、こうなるわけで

すから、そしたら理屈的には議会の代表の声を聞

いてまっせということになっちゃうんでね。その

辺は毅然と、あなた方は議会に出す場合には議会

に、まないたの上へ出したような感じで十分修正

もやってくださいというような出し方をしないと、

議会としてもやっぱり審議する力も入らんわけで

すからね。

そういう点では、他市はそうやっておるかもわ

からんけれども、理屈に合わないことはこの際き

ちっとやめると、そういうことで議会の代表なり

議会関係者は、行政が１つの案をつくる段階では

一切参加していただかなくても結構ですと、それ

ぐらいの毅然とした態度を持たないといけないん

じゃないですか。他市がやっとるというのは理由

にならないですよ。合理性が全くないですよ。そ

ういうことをぜひやってもらいたいと思います。

それから、会長の分も、これも前例倣いでやっ

とるんでしょうが、書いてあることは、これ会長

しかできないんですよ、この文章を見とったら。

「会長は、必要があると認めるときは、議事に関

係ある者の出席を求め」とか、これ会長にしか権

限がないわけですから、そういうことでは委員の

何人かからあれば、それを議題として取り上げて

審議するとか、そういうものは当然の内容として



私は含んでおかないといけないと思いますので、

それはぜひやっていただかないと困ります。

さっきのこと、ちょっと答弁漏れもありますの

で、その辺をきちっと御答弁いただきたいと思い

ます。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 諮問事項等の周知

方ということでございますけども、基本的には教

育委員会の例に倣うということにしてあります。

ただ、広報等どうだろうかと、そういう提起をい

ただいておりますので、その点につきましては検

討をさせていただきたいと、このように考えてお

ります。

それから、議会代表の部分でございますけども、

いえば議員としての仕事を遂行される中で、いわ

ゆる行政全般、教育等を含めて、いわゆる諮問事

項について識見を有するというふうな判断のもと

にお願いをいたすものでございます。

以上です。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） それはお願いをするもので

ございますて、議員というのは議会で議論すると

いう仕事、これが市民に選ばれた仕事ですよ。そ

の議員が、行政が決定するまでの手続の中に入っ

て、そら議員もいろんな識見を持ってますよ。そ

の識見を生かす場は議会じゃないですか、議員は。

それを行政が決定する前にそういう議会の代表な

り議会の人を入れるというのは、個人として入る

のは僕は構わんと思う、ある意味でね。特にこの

中で教育にごっつう識見を持った人がおるという

んなら、それは入ってもいいと思いますけども、

議会という１つの組織の代表なり委員長なりが入

っていくというのは私はまずいと思うので、あな

たの言うのはちょっと理解できないですよ。それ

は我々はやる場があるんですから、あなたが出し

たことを修正もできるわけですから、権限を持っ

とるわけですから、そういう点でその辺はやっぱ

りこの際毅然としてもらいたい。

それから、周知徹底する件も検討さしてもらい

ますという答弁ですが、大変ありがたい答弁です

がね。この条例が通ってしまうと、教育委員会の

例に倣うということになっとるわけですから、教
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育委員会は７日前に告示をして、あそこのだれも

見ない掲示板に張ればいいということになるわけ

ですからね。それはもう最低限ということで、こ

の答弁は条例の条文と同じ意味を持つのは当たり

前ですから、必ず市民がそういうことを知って、

参加できるということを踏まえて運用していただ

くという理解でいいですね。

議会の件はちゃんと、もうちょっと私が納得す

るように答弁してください。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 議会の件ですけど

も、先ほど申し上げましたように、議員個々の識

見に基づいて御参画を願うということでございま

して、教育委員会といたしましては、諮問事項に

ついての一定のお願いをし、あとはそれぞれの立

場から審議委員が御議論いただいて一定の答申を

いただくわけですから、答申というのは、いえば

１つの方向性を一定取りまとめたものということ

ですから、そういうプロセスの中に議員としての

……（小山広明君「議会と違うんやな、議員やな。

どっちやねん、議会か議員か」と呼ぶ）市議会の

中から御参画をいただく、このように考えており

ます。

○議長（嶋本五男君） 小山君。

○２番（小山広明君） 議員だったら僕はいいと思

うんですよ、ある意味でね。しかし、議会から代

表するといったら、議会はその出ていく場合には

個人の意見は基本的には言えないわけですからね。

議会の声として言うということはあり得ると思い

ますよ。だから、そういう諮問機関にそういう者

が参加するあり方というのはおかしいと思います

よ。選ばれる主体は議会ですから、その方が個人

的な意見を言うということは基本的には僕はでき

ないと思うんですよ。しかし、議員ということで

委員に入るんであれば、それは議員個人の考え方

を言ってもいいと思いますよ。だから、そこの位

置づけは、やはり議会の審議権の問題も含めて大

変重要ですからね。大げさに言うたら憲法違反の

おそれもあると思いますよ、そういう組織のつく

り方というのはね。

そういう点で、あなたのはどっち、議会だった

ら私は納得できないし、議員であれば、それは個



人だからいいのかなと思いますので、その辺はは

っきりしといてくださいよ。

〔北出寧啓君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 審議会に議員が入るどう

こうという問題は、泉南市にはもっと数々の審議

会がございますし、これはこの問題の審議会に関

して内規によって検討していただいて、小山議員

の問題提起も一定は考えなきゃならないんですけ

れども、それは別の大きな枠組みで議論していた

だきたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 小山君の意見は意見として、

教育委員会は教育委員会の方針を述べてください。

ほかにございませんか。

〔小山広明君「教育委員会、はっきりしてよ、

それだけは」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） それはあなたの意見ですか

らね。

〔小山広明君「言って、議事進行が入って、あ

なたにどっちかきっちり聞いとるんだから」

と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 再度の御質問にお

答えさせていただきます。

議会の方から参画をいただくということでござ

いますけども、当然審議委員としては一審議委員

としての責任と判断で御意見をいただくことにな

ると、このように考えております。

○議長（嶋本五男君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） 今の教育問題審議会条例

については、吉野さんは大変重要な発言をしてま

すので、教育委員会の諮問に応じ識見を有すると

いうんですけど、適正規模、適正配置、小学校区、

それから幼稚園３歳児、少子化社会と、こういう

問題を言うてますので、私はこの幼稚園条例の諮

問ということは、少子化社会、子供たちが少なく

なる。だから、いわゆる幼稚園の統廃合問題につ

いて、新たにこの審議会条例をつくって、この中

で統廃合問題を検討すると、ずばりそういうこと

なのかと。そうであるならば、識見を有するとい

う問題も非常に微妙な問題、識見を有する人はだ

れかということもまた論議しなきゃならないです
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ので、まずこれは、はっきり言うて幼稚園の統廃

合についてのことをやるために条例を提案したと

いうことなのか、それをちょっとお伺いしたいと

思います。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 先ほど申し上げま

したのは、１つの具体的事例ということで申し上

げただけでございまして、今お願いしております

のは、教育問題に関する審議会を置きたいと、つ

くっていきたいと、こういうことでございます。

それから、そのことがちょっとわかりにくいと

いうことでしたので、当然教育委員会の方にお諮

りしてということになりますけども、教育委員会

といたしましては、幼稚園の今後のあり方につい

て一定諮問していきたいと。その幼稚園の諮問事

項の中の１つに適正規模、適正配置の問題という

のは、当然というんか諮問事項の１つとして考え

ております。そのことがどう議論されていくのか

ということにつきましては、それは審議会の中で

お願いをすることになるかというふうに考えます。

これから、今後の幼稚園教育を展望していく上

で、教育の中身そのもののあり方の問題が１つ、

それからこれから公立幼稚園がどんな役割を社会

的に求められているのかというあたりを１つは方

向づけをしていきたいというのがまず大前提です。

次に、適正規模、適正配置というのは現状でいい

のかどうかというあたりの御議論をいただくと。

それから、３点目は、申し上げましたように３歳

児保育の問題。

全国的に見ますと、まずは文部省がとった措置

というのは希望する５歳児をすべてと、これが一

番初期的、第１次の振興計画だと思います。第２

次の振興計画で、希望する４歳児をすべて入園さ

すような方向で行けと。今般第３次ということで、

希望する３歳児の保育について、目標値とすれば、

希望する者についてはその門戸を開けというのが

現在の方向性でございますし、３歳児保育のニー

ズも諸調査を見ると、随分この間３歳児保育を幼

稚園でというニーズも、これはうちの市に限らず

非常にあるかと思います。そういった意味で３歳

児の保育のあり方について御審議を願うと、この

ように考えております。



○議長（嶋本五男君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） それから、小学校のいわ

ゆる校区の適正規模ということもちらっとおっし

ゃったんですけど、これは小学校の統廃合も諮問

の中に入る可能性もあると、そういうこともあり

得るんですか。小学校のいわゆる統廃合も考える、

諮問になると。校区のことを言いましたからね、

１２校区には適正……。今の小学校は少子化社会

で、大阪府教育委員会は小学校の定員をいろいろ

考えとるようですけど、その小学校区を適正に改

めてそういう統廃合を考えるとあるんですけど、

この小学校の統廃合もあわせて諮問に応じるとい

うことですか。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） １つは、先ほど府

下的な状況がどうかと、どういった課題が諮問に

付されてるかということで、例えば幼稚園のケー

スもあれば、小学校のケースもあると、こういう

ふうに申し上げたわけです。

それから、基本的にはどういった方向性をとる

かということは審議会で御議論いただくわけです

けども、幼稚園における適正規模、適正配置の問

題を一定審議していただくということは、関連と

して小学校区の今後のあり方にも言及されるんで

はなかろうかと、こういうふうに考えております。

あくまでも今般の諮問というのは、幼稚園教育

のあり方についてでございますので、直接的に小

学校の統廃合とかいうあたりの方向性については、

いわゆる答申としては出ないと、このように考え

てます。

○議長（嶋本五男君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） そうすると、小学校の統

廃合については出ないけど、幼稚園の統廃合問題

については諮問の中で出てくるということですか。

それと、もう１つ、非常に重要な問題、識見を

有する者ということになると、幼稚園問題やった

ら私は、幼稚園児を抱えてる親、それからＰＴＡ

関係、識見というのは区長とか自治会長とかいろ

いろあるんですけど、少なくともいつも市が選ぶ

のは現場のいわゆる教育関係者とか、それから親

御さん、子供たちをほんとに育ててるそういう現

場関係者の人を、やはり総体で２０名だったら半

－１６０－

数はそういう現場の意見を十分に吸収できるよう

な、審議するときはそういう委員会に私はすべき

じゃないかと思うんです。

その点で、この諮問は統廃合について諮問を出

すのか、それから識見を有する中には、現場の教

育関係者、それから幼稚園の親御さんをきちっと

選ぶのか、そういうふうに構成されて諮問を出さ

れるのか。それはここでちゃんと聞いとかんとあ

かんでしょう。どうですか。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 先ほども御答弁申

し上げましたように、非常に重要な要素としてあ

るのは、公立幼稚園がかつて果たしてきた役割、

それから今後の果たす役割というのが、中身の問

題としてまずは御審議いただくものと考えており

ます。

今後の公立幼稚園のあり方についての方向づけ

が一定なされた段階で、では適正規模、適正配置

のあり方は現状でいいのかどうかと、この問題が

出てくるかと思いますし、今後のあり方には３歳

児の保育の問題を抜きにはできないということで

すから、適正規模、適正配置について、現状でい

いのかどうかという御議論はいただくことになる

かと思います。

それから、審議委員の構成につきましてですが、

先ほど申し上げましたように、当然教育現場、幼

稚園現場でまあ言うたら直接教育に当たっておら

れる方、あるいは現在幼稚園に子供さんを預けて

る立場、こういったあたりにつきましては、先ほ

ども申し上げましたように、率そのものにつきま

してはちょっとこの場でどうのこうのと言えませ

んけども、広い意味の当事者というんですか、そ

ういうあたりの意見を十分出していただくという

ことにつきましては、審議委員をお願いする場合

に考えていきたいと、このように思っております。

○議長（嶋本五男君） 成田君。

○１４番（成田政彦君） すると、今後の泉南市に

おける教育の体制の問題、これは非常に大きな問

題であって、幼稚園の統廃合、これは具体的にど

こが統廃合になるかという問題も出てくるし、職

員の適正配置もあるし、予算の問題もあるし、今

後これが小学校の統廃合に結びつくとなると、単



なる審議会条例でなくて、これは泉南市の教育の

将来にかかわる問題ですので、再度聞く。

それは、幼稚園の統廃合について諮問をするん

ですけど、具体的に統廃合という結論をこれで出

すという、これをつくって、幼稚園のやつについ

てはここで結論を出すと、こういうことは今回こ

の条例をつくって、今回に限っては幼稚園につい

ては統廃合の結論を出そうと、教育委員会ではそ

ういうことを所期の目的としてやろうということ

ですか。それで最後にする。統廃合の結論を出す

と、これで。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） そのあたりにつき

ましては、まさしく審議をお願いするわけでござ

いまして、私は審議委員ではございませんので、

結論ありきということではなくて、基本的には審

議委員の方に御審議をいただいてと、このように

考えております。

ですから、審議状況の煮詰まりぐあい等々もあ

るかと思うんですけども、他市町等のこの件に関

する答申等を見させていただきますと、方向性の

提示というようなところが多いようです。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 成田君。まとめてください。

○１４番（成田政彦君） 最後に市長にお伺いしま

すけど、方向性の提示ということは、統廃合の問

題はこれは予算の問題を伴うし、住民の声があく

までも統廃合に反対だと、そういう意見も当然あ

ると思うし、行政としては非常に住民の意見を反

映するということで、委員会条例ですから、これ

を尊重して、統廃合が出たらそれで行くと。それ

とも住民の意見を十分尊重して、仮に出たとした

ら、それはそれでさらに大きく意見を聞いていく

のか、その点、市長に最後にお伺いします。

〔成田政彦君「教育長に聞くわ」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 先ほどから成田議員さん

からの御質問で、吉野部長がお答えをいたしてお

りますけれども、先ほどから統廃合、統廃合と申

されておるんですけれども、統廃合を諮問の課題

として挙げるということでなくて、あくまで適正

規模、適正配置ということ。その項目といたしま

－１６１－

しても、現在の幼稚園教育のあり方ということ、

この辺のこと、あるいは３歳保育、この辺のとこ

ろも、今就学前の教育というのが大変大事だとい

うことで、本市の公立幼稚園では四、五歳児の受

け入れということになってございますけれども、

この辺を公立でも３歳児はどうなのかということ

も一度検討してみようと、こういう方向性。

当然そういったことから、今の本市の幼稚園条

例というところもさわっていかなくてはいかん。

これも国レベル、あるいは都道府県のレベルで大

きく変換をしていくという、その方向性の中で教

育委員会としても種々検討を加えてはおりますけ

れども、広く御審議をいただいて、その辺のとこ

ろの方向性を見きわめた上で、行政といたしまし

ても、その答申を受けた段階でのいろんな行政の

具体的なことをやってまいろうと、このように考

えておるわけでございます。

最終的にどういう結論が出るかということ、今

この場で条例自体、これを上程させていただいて

おりますけれども、メンバー構成とか、そういっ

たところもまだ細かく詰めていかなくてはいかん

部分もたくさんございます。先ほど吉野部長の方

からもるる説明をさせていただいておりますけれ

ども、また皆様方からのいろんな御意見をちょう

だいいたしております。その辺も参考にしながら

今後進めさせていただきたいなと、このように思

っておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 今までの議論をお聞きい

たしまして、今後審議会をつくって議論するのが

適正規模の問題、あるいは三、四歳児教育という

問題、それと、その中でやっぱり考えていただき

たいなと思うのは、今小学校１年生の学級崩壊と

いうのがかなり発生してきております。これと幼

稚園教育の問題ということが、やっぱり１つの連

結されて論議されなきゃならないと。その点をち

ょっと確認しておいていただきたい。ちょっと答

弁お願いしたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 議員御指摘のよう

に、いわゆる小１プロブレムということに象徴さ



れますように、単なる学級崩壊とはちょっと中身

の異なった状況が１年生の中にあるということに

つきましては承知しておりますし、いわゆる教育

や保育の中身のつなぎも含めて、幼と小のいわゆ

る段差解消ということが今大きな教育課題になっ

ておりますので、各歳児別の保育内容のあり方の

論議の中で、小学校との関係をどうしていくのか

というのは、当然課題として出てくるんではない

かと考えております。

○議長（嶋本五男君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） それと、やっぱり本市は

４歳、５歳児教育というのが、樽井幼稚園で泉州

においても歴史的にかなり早い段階、戦後過程で

すぐ出てきておりますから、そういう意味で強固

な伝統を持っております。

現行で私立幼稚園というのは、３歳児、４歳児、

５歳児教育をもう展開しておりますので、公立幼

稚園の先生にしても、やっぱりそことのいい意味

での競争の中で三、四歳児教育は展開すべきであ

るというふうに考えていらっしゃる方も結構ふえ

てらっしゃると思いますね。その点で、やっぱり

これはもっと早い時期に立ち上げるべきではなか

ったのかなと思います。それは教育委員会として

も反省もしていただきたいと思います。

それと、もう１点、そもそもこれは文部省と厚

生省の関係で保育所、幼稚園という、一時期は厚

生省と文部省が一体化しようかというふうなこと

もあったと思うんですけども、ただ議論はちょっ

と離れてきてるんではないかと。文部省は文部省

で３歳児教育へ入っていこうというふうに考えて

いるんじゃないかと思うんですけれども、その点

について若干御説明いただきたい。

それと、識見ということで、余り細かい議論は

しませんけれども、市外からも例えば大学教授と

かもやっぱり採用されるのか。とりわけ本市の審

議委員というのは重なってる場合が多いので、や

っぱり本来できれば１審議会１人ということで、

これからも多くても２つの審議会ぐらいにとめる

べきであって、重複、３重、４重ということはや

めていただきたいと思いますので、そういう意味

での市外からの有識者も当然考えていらっしゃる

と思うんですけども、その辺ちょっとお伺いいた
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します。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 初めに、保育所と

幼稚園の問題ですけども、何か一時期御指摘のよ

うに所管を超えてというような状況もあったかと

思いますが、例えば幼稚園の教育要領の改訂等を

見ますと、それぞれの措置目的というのは違って

おるけども、同じ就学前の保育教育にかかわると

いう意味でいえば、中身の問題としては非常に関

連性があるわけですから、あるいは片や保護者が

自分の保育ニーズに応じて選択をしていく、そう

いった状況をきちっとつくっていくという意味で

もありますけども、いずれにしろ本市におきまし

ても、所管は違いますけども、保育所と幼稚園を

抱えておるわけですから、その中身の連携につい

ても一定議論になろうかと思います。

それから、学識経験者につきましてですけども、

議員御指摘のように市内に限定せず、広く学識経

験者については考えてまいりたいと、このように

考えております。

○議長（嶋本五男君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） それと、教育の適正規模

ということで、これは当然いろんな時代の流れが

ありますから、人口の盛衰もありますから、それ

は判断していただかなきゃならないとも、それは

思います。

それと、もう１つは、実際教育予算というのは、

うちは全国平均値よりもかなり低いということが

ありますので、その枠の中での小学校、中学校へ

の割合がかなり乏しいということも明らかですし、

全体を見据えながら、市財政の枠組みの中あるい

は教育予算の枠組みの中、そういうのを公正、公

平な形でやっぱり有効に効率的に運用するという

判断をきちっと守っていただきたいと。

以上、要請して終わりたいと思います。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 今、るる御答弁を聞いて

おりまして、私ちょっとよくわからないんですが、

というのはこの条例のまず表題なんですね。教育

問題、それから所掌事務で教育行政における新た

な課題等の重要事項についてと。今、皆さんの質

問に答えて御答弁をいただいておりますと、１つ



の例として、今当面の緊急課題ですね。これは１

３年までに１つ結論づけなあかん３歳児保育の問

題、そういうものがあるので、多分これは１つの

具体例として、教育行政の中の当面する緊急課題

といいますか、喫緊の課題についてお示しをいた

だいたというふうに理解をしておるんです。

ところが、この教育問題、幼稚園教育のあり方

１つを論議するについても、中身について公立幼

稚園の果たしてきた過去の歴史的な役割、それか

ら適正規模、配置の問題、それから園区 園の

区域ですね にもかかわってくると、こういう

ような問題を言われて、さらにそれから小学校区

にもかかわる問題、これも当然惹起するだろうと。

それから、３歳児保育の問題。

教育問題ですから、幼児教育１つとってみても

非常に間口が広いし、奥行きも。これ１つ論議す

るだけでも、３歳児保育を１つ論議するだけでも、

大変な時間と幅の広い論議が必要になってくるだ

ろうと、こういうように思うんですよ。保育所と

の関係ね。厚生省と文部省の事務分掌の関係で、

これも論議せないかん。保育所をどうするんだ、

これも抜きに話できませんからね。

そういうふうになってきますと、私は従来、校

区の問題１つとってみても、校区審議会というこ

とで問題別の審議会を１つつくって、そこで奥深

く、また間口も広く御論議をいただいた。そして

その関係の委員さんについても、識見のある卓越

したそういう考え方をお持ちの方を選んでいった

と、こういうことでやってきたと思うんですね。

非常に教育行政ということで漠と大きく構えられ

るよりも、例えば他市では大体問題別でこの審議

会を開いて、そして事が終わればその審議会は解

散する。また、新たな問題で審議会を開く。そう

いうことになれば市民も非常に関心も深い、周知

方も徹底するだろうと。

先ほど周知方の問題について議員から意見があ

りましたけれども、それは考えるというふうにお

答えにはなっておりますけれど、やっぱり教育委

員会がこういう審議会を設置して、その問題につ

いて深く幅広く論議をしていくんだと。その都度

問題別で提起をされた方が非常にいいんではない

かなと、こういうふうに思うんですが、その辺は
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過去そういう校区審議会というので問題別に審議

会を持ってきたと。こういうことをなぜ今回はと

られずに、こういう幅の広い漠とした、非常に一

般的なそういう審議会の提起のあり方をされたの

か、その辺お聞きをしたいと、この点だけです。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 和気議員の御質問

にお答えさせていただきます。

条例の名称には、教育問題審議会と非常に間口

の広い表現をしております。具体の中身からいい

ますと、先生おっしゃるように、教育という概念

の中でさまざまな課題がございます。今般はその

中で幼稚園問題について審議をいただくというこ

とですから、審議会の運用実態とすれば、先生お

っしゃるように校区審議会ですか、実際の審議実

態からすれば、１つのテーマに基づいて一定御議

論をいただいて答申をいただくということですか

ら、同じことになるんではなかろうかというふう

に思います。

以上でございます。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） それで、任務が終われば

解消すると。それならば、市民の皆さんに教育委

員会が今こういう問題で関心があると。委員さん

だけではなくて、ここに指名されるというか選ば

れる委員さんだけではなくて、やはり市民全体、

対外的に教育委員会はこういう問題を今教育上重

要な課題として考えているんだと、こういうこと

でその都度審議会を持ち、そして審議会のあり方

についてもいわゆる外に問うていくと、こういう

ことでやられた方が、従来のようなやり方の方が

非常に市民も、もういつでもあるんだというよう

な審議会ではなくて、その都度これが問題なんだ

と、これが課題なんだと、こういうことで教育委

員会が考えていると、そういうことを対外的にも

明らかにしていくということをやりながら、市民

の関心を呼び覚ましながら事を進めていく。

教育というのは、それだけ市民全体に非常に関

心の深い、かかわり深い問題だというふうに思い

ますので、従来のようなやり方をなぜとられなか

ったのかと。同じではないと思うんですよ。そや

から、今言われたような答弁であれば、問題別に



他市でもやっているような、そして従来泉南市で

もやってきたような問題別の審議会をなぜやられ

なかったのか、こういうように思うんですよ。そ

の辺ちょっとお答えになってないんで、今回あえ

てこういう間口の広い教育行政全般と、こういう

ふうにされた意味、これをもう一度お聞かせをい

ただきたい。それが私の聞きたいことです。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 教育全般というふ

うにさしていただいたのは、先ほども申し上げま

したように、何も学校教育に限らず、社会教育、

生涯学習の分野でもこれからいろんな取り組むべ

き方向性についての御議論をいただく課題という

のはたくさんあろうかと思います。そういった意

味でいえば、個々の例えば幼稚園の問題を御審議

いただくということでいえば、すぐれてそのこと

は小学校との関連性がどうなのかというあたりの

こともございますので、いわゆる教育の節目節目

で方向づけをするための審議会を設けたいという

ことで、特定の領域に絞らず教育問題審議会とい

う教育全体の議論ができる審議会として設置をし、

具体にはその時々の重要事項あるいは検討事項に

ついて諮問し、検討を願うと、このように考えて

おります。

それから、諮問事項につきましては、あくまで

も先ほど現段階での素案ということで、１つはこ

れから先の公立幼稚園の役割が１点、それから適

正規模、適正配置が２点目、３点目に３歳児保育、

こういうことでございますので、よろしくお願い

したいと思います。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） ちょっと私の質問のやり

方が悪いんかもわかりませんが、ちょっと角度を

変えてお伺いしたいと思うんですが、例えばこの

審議会は１つですよね。２つも３つもおつくりに

なりませんよね。教育の問題に関しての審議会、

１つですね。

それじゃ、例えば今、教育の問題では先ほどち

ょっと意見が出ておったように思うんですが、幼

稚園の問題、これは１３年までに待ったなしの課

題が１つありますから、早急に教育委員会として

は結論をお出しにならなあかん。市民の意見もお
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聞きになってやられると、これは了なんですよね。

じゃ、それだけかといいますと、そうじゃない

でしょう。先ほど統廃合の問題もあるやないかと

か、あるいは荒れの問題もあるやないかと、小学

校から荒れはあらわれてるやないかと、幼稚園と

の関連も抜きにできないやないかと、どないする

んやと。そういうソフトな面、あるいは今回の議

会でも問題になりました学校教育施設、給食セン

ターやいわゆる危険老朽校舎の問題とか、そうい

う問題なんかについても、これは教育行政を進め

ていく上で、１つはやっぱり市民の意見も聞いて

いくと。緊急、喫緊な課題を順位をつけていく上

で、一定市民の意見も聞かれると。

こういう問題は、そしたらここで審議している

間、幼稚園教育を審議している間どないなるんや。

まだ泉南市には識見者ようけありますよ、その問

題ではまた別個に識見を有する人。そやから、問

題別の課題で審議会をつくれば、またこの問題で

も１つ審議会をつくれると。こういうことで問題

ごとに審議会をつくれば、これはやっていけるん

ではないかなというふうに思うんですが、これは

ちょっと考え方が私おかしいですか。ちょっとそ

の辺はよくわからないんです。

１つに漠としてしまいますとね、そら確かに諮

問の目的は１つやけれど、諮問を２つやられるん

ですか。会長は１人ですよ。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 先ほど申し上げま

したように、審議会という位置づけですから、緊

急避難的なとか緊急対応的な部分というのは、こ

れはまた別途の対応があるかと思うんですけども、

審議会に付す事項でございますので、どちらかと

いえば１つの課題の広さ、それから今後の方向性

を明らかにしていかなければならない課題、そう

いったあたりを一つ一つ解決をしていきたいと、

このような考えでおります。

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） ほんとに私、頭が悪いん

で申しわけありません。例えば、幼稚園の問題で

も最初冒頭に聞きましたように、歴史的な過去の

役割から、３歳児保育の問題から、園区の問題か

ら、これは小学校区にもかかわる問題だと。適正



配置の問題からいろいろ出てくるわけでしょう。

それで、いわゆる幼稚園問題で諮問しても、専門

部会もつくって、それぞれの課題別にまた専門的

に調査、審議をしていただかないかん、こういう

ことになりますよね。

だから、１つの課題にやっぱり幼稚園の教育の

あり方と、公立幼稚園教育のあり方と、こういう

ことに絞られるわけでしょう。そしたら、今荒れ

の問題や施設整備の問題やということで課題山積

しているということは、この３月議会、６月議会、

今議会通じて明らかになっているわけですから、

１つはそんな問題の市民的な衆知を集めて御意見

をいただくための会議は、問題別に絞ればそうい

うことができるわけやけれども、こうやって教育

問題ということで審議会を１つだけ立ち上がらせ

るということになりますと、それはできないでし

ょうというふうに言ってるんです。

そやから、泉南市にはいろいろ識見を持ってい

る方が幅広くおられるわけですから、それぞれの

課題ごとに審議会をおつくりになるということの

方が、従来型の方がいいんではないかと。他市で

も、例えば佐野でも先ほど御紹介ありましたよう

に泉佐野市立幼稚園教育問題審議会条例、こうな

ってるんですね。ほかの例はどうですか。やっぱ

りこういう大きな問題を漠と 漠というたらご

めんなさい。幅広い問題で間口の広い教育の問題

を全部審議するような審議会という名称になって

る、いわゆる所掌事務もそういうことになってい

るんでしょうか。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 先ほど申し上げま

したように、ここ近々で府下的にこういった審議

会を置いて、１つの課題を設けて審議……（和気

豊君「それはええよ、従来うちがしてるものやろ」

と呼ぶ）はい。ですから、比較的うちのようなス

タイルの審議会と個別課題の審議会、個別課題と

いうことで言いましたら、ほとんどが幼稚園問題

ですけども、それはそれぞれの市町村によってい

ろいろでございます。

〔和気 豊君「その前に聞いてることがあるや

ん、大事なこと。最後のところだけ答弁して

たらあかんがな」と呼ぶ）
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○教育指導部長（吉野木男君） 説明が不十分で申

しわけございません。今般の条例にうたっており

ますように、教育問題審議会という名称を冠して

おりますが、１つの諮問事項があって、それでそ

のことについての審議が行われ、答申が出た段階

で、それは一たんそこで終止符を打ちますから、

その時点でまた新たな審議に付すべき課題があれ

ば、そのことについて今度は幼稚園問題ではない

問題について審議会の立ち上げというのは、当然

審議会の構成というのは考えております。

〔和気 豊君「最後にします」と呼ぶ〕

○議長（嶋本五男君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） たしか私以前、議会の教

育の関係の委員会に所属をしてました。新家東小

学校ができたときに、従来の新家小学校との校区

問題、これを論議したときにかなり意見が出まし

て、そのことだけで四、五回やっぱり委員会を持

ちましたし、皆さんお忙しい方ですから、１カ月

に一度、６カ月ぐらいは審議が持たれたんではな

いかなというふうに思うんですよ。

自動的に消滅したら、また次のやつをやってい

くんやということですが、今言われた教育の問題

ですね、私は専門部会を開いて本当に父母の立場、

子供たちの立場に立って、ほんとに突っ込んだ論

議を展開していかなあかんと。教育委員会の意図

もそういうことだろうというふうに思います。か

なりやっぱり時間もかかるだろうと、こういうふ

うに思うんです。

しかし、ほかの課題、まさに命にかかわる問題、

衛生、子供たちの荒れにかかわる問題、この時期

をおいて子供たちの教育の時期をちゃんと教育委

員会として保障していただけるときというのはな

いわけですから、次年度にこの問題を解決すると

いうようなことにはなれへんわけですから、その

都度その都度子供たちがその年齢に応じた教育を

受けなければならないわけですから、そういう点

ではやっぱりもう待ったなしなんですよ。そうい

う点では問題別にやった方が、同時に幼稚園問題

でもやってる、同時に公立義務教育の問題でも、

ソフトの問題、それからハードの問題、これもあ

わせてやっていると、こういうことは問題別にし

た方ができるんではないかというふうに思うんで



す。

これやったら、これが１つ論議が終わって、答

申が出て、それから再度次のやつをやるというこ

とになるわけでしょう、これでいけばね。そやか

ら、問題別の方がいいんではないかという話をし

てるんですよ。もう一度お答えください。もう最

後ですから。

○議長（嶋本五男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 確かに和気議員御

指摘のようにさまざまな教育課題があるわけでご

ざいますけども、やっぱり審議会に付していくと

いうのは、これからの方向性を早急に制度的な意

味も含めて明らかにしていかないかんと、こうい

ったものをおおむね審議会の方に付していくんで

はなかろうかと思います。

ですから、当然荒れの問題もあるわけですが、

いわゆる荒れの問題ということは、ある面では１

つは就学前段階のいわゆる自我の芽生える時期の

問題も関連がございますし、荒れの問題を考える

とすれば、やっぱり小・中学校の教育全体のあり

方がどうなんかという物差しの中で荒れの問題を

考えていくと、こういったことになるかと考えま

すので、教育委員会といたしましては、そういっ

た事項について１つ１つ課題解決へ向けて取り組

んでまいりたいと、このように考えております。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

小山君。

○２番（小山広明君） 議案第２号の泉南市教育問

題審議会条例の制定について、反対の立場から意

見を申し上げさせていただきます。

課題としては大変大きな課題でありますし、今

議論をいろいろやりましたけれども、象徴的にあ

るのはやはり議会から委員が出るということに私

はあると思います。このことは教育の問題として

大変専門的なことが要求されるのではないかと、

議論を聞いて思います。そういうときに議会とい

うようなものを審議会の中に入れて、その審議を

待って行政の案として議会に上程されるというの

か、議会に反映されるということになりますと、

やはり権力のある議会がそこに審議段階で入った
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ということで、議会の審議権そのものにも私は大

きな影響を与えると思います。

あくまでも技術的な、専門的な、そういうこと

としてこの審議会が教育委員会の業務に反映する

ということであれば、それなりに意味はあると思

いますけれども、残念ながら、意見は聞きました

よということで教育委員会が出してくる施策に対

して文句が言えないような、言わせないような、

そういう意図を感じざるを得ません。

もっと教育委員会の機能を充実させ、また行政

の機能をもっとフルに充実さして、市民の意見な

り専門家の意見を十分聞いた上で、そして議会に

出すときには、やはり１つの案として、議会が議

会の立場でその案に一定の修正なり改良が加えら

れるような、そういう提案の仕方をしていくなら

ば、議会としても責任を持って審議をし、よりよ

い施策を決定していけるのではないか。そういう

ようにこれからはしていかなければならないと思

いますが、またぞろこういう審議会方式、意見を

聞きましたよということでシャンシャンと決まっ

ていくというあり方では、現在の混迷した教育の

問題を私は解決できないのではないか。あくまで

も個人という一人一人が生きている、そういうと

ころに根差してやらなければならない新しい課題

に入った教育問題について、従来の手法で解決は

できない。そういうことから反対せざるを得ませ

ん。そういうことで議員の皆さんの御賛同をよろ

しくお願いをいたします。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 成田君。

○１４番（成田政彦君） 私は幼稚園教育全体の立

場でこの審議会条例がつくられることは当然いい

ことだと思います。しかし、この教育問題審議会

条例において、特に統廃合の問題において地域住

民の声を十分に踏まえた上で、この審議会のこと

をきちっとその問題が出るときはやるべきだと思

います。私は意見を付して討論としたいと思いま

す。

○議長（嶋本五男君） ほかに。 以上で本

件に対する討論を終結いたします。

これより議案第２号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。



〔賛成者起立〕

○議長（嶋本五男君） 起立多数であります。よっ

て議案第２号は、原案のとおり可とすることに決

しました。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど

め延会とし、明７日午前１０時から本会議を継続

開議いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（嶋本五男君） 御異議なしと認めます。よ

って本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、明

７日午前１０時から本会議を継続開議することに

決しました。

本日はこれをもって延会とします。

午後５時５６分 延会

（了）
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